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 第１章 総則 第１章 総則  

2 第１節 計画の目的と構成 

第１から第４まで （略） 

第５ 基本方針 

   （略） 

 １ （略） 

２ 災害応急対策，災害復旧・復興を迅速かつ円滑に行うための体制整備 

（略） 

そのため，避難勧告等                          

の情報伝達体制の充実・強化を図るとともに，過去の災害対応の教訓の共有を図るな

ど，具体的かつ実践的なハザードマップの整備，防災教育，防災訓練や計画的かつ継

続的な研修の実施，避難場所や避難路・避難階段の整備などのまちづくりと一体と

なった地域防災力の向上に努める必要がある。 

３ （略） 

第１節 計画の目的と構成 

第１から第４まで （略） 

第５ 基本方針 

 （略） 

 １ （略） 

２ 災害応急対策，災害復旧・復興を迅速かつ円滑に行うための体制整備 

（略） 

そのため，高齢者等避難，避難指示，緊急安全確保（以下「避難情報」という。）

の情報伝達体制の充実・強化を図るとともに，過去の災害対応の教訓の共有を図るな

ど，具体的かつ実践的なハザードマップの整備，防災教育，防災訓練や計画的かつ継

続的な研修の実施，避難場所や避難路・避難階段の整備などのまちづくりと一体と

なった地域防災力の向上に努める必要がある。 

３ （略） 

災対法の改正に

よる 

3 ４ 被災者等への適時・的確な情報伝達 

大規模災害発生時においては，災害の状況，二次災害の危険性に関する情報，安否

情報，ライフラインや交通施設等の公共施設等の復旧状況，医療機関，スーパーマー

ケット，ガソリンスタンドなどの生活関連情報，それぞれの機関が講じている施策に

関する情報，交通規制，被災者生活支援に関する情報等，多様な情報に関し，流言飛

語等，曖昧で不確実な内容での情報が広まることにより，社会的混乱が生じる問題が

ある。（略） 

  ５ （略） 

４ 被災者等への適時・的確な情報伝達 

大規模災害  時においては，災害の状況，二次災害の危険性に関する情報，安否

情報，ライフラインや交通施設等の公共施設等の復旧状況，医療機関，スーパーマー

ケット，ガソリンスタンドなどの生活関連情報，それぞれの機関が講じている施策に

関する情報，交通規制，被災者生活支援に関する情報等，多様な情報に関し，流言飛

語等，曖昧で不確実な内容での情報が広まることにより，社会的混乱が生じる問題が

ある。（略） 

  ５ （略） 

記述の適正化 

3 ６ 二次災害の防止 

大規模災害の発生時においては，地震又は降雨等による水害・土砂災害，災害によ

る建築物，構造物の倒壊等，地盤沈下による浸水等，二次災害発生の可能性が高ま

る。（略） 

６ 二次災害の防止 

大規模災害   時においては，地震又は降雨等による水害・土砂災害，災害によ

る建築物，構造物の倒壊等，地盤沈下による浸水等，二次災害発生の可能性が高ま

る。（略） 

記述の適正化 

3 ７ 迅速かつ適切な災害廃棄物処理 

大規模災害発生時においては，災害により生じた廃棄物（以下「災害廃棄物」とい

う。）が大量に発生し，救助活動や応急対策活動等に著しい支障を与える。（略） 

  ８ （略） 

７ 迅速かつ適切な災害廃棄物処理 

大規模災害  時においては，災害により生じた廃棄物（以下「災害廃棄物」とい

う。）が大量に発生し，救助活動や応急対策活動等に著しい支障を与える。（略） 

  ８ （略） 

記述の適正化 

4 ９ 携帯電話・インターネット等の情報通信ネットワークの耐災化，補完的機能の充実 ９ 携帯電話・インターネット等の情報通信ネットワークの耐災化，補完的機能の充実 災対法の改正に

資料２－３ 
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（略） 

災害時における情報通信の重要性に鑑み，緊急速報メールが有する一斉同報機能

を活用して広く普及している携帯電話で避難勧告を伝達するなど，携帯電話，イン

ターネット等の情報通信ネットワークを活用し，伝達手段の耐災化，多重化，多様化

を図る必要がある。また，情報通信技術の発達を踏まえ          ，Ａ

Ｉ，ＩｏＴ，クラウドコンピューティング技術，ＳＮＳ   などＩＣＴの防災施策

への積極的な活用が                            

    必要である。 

10 （略） 

（略） 

災害時における情報通信の重要性に鑑み，緊急速報メールが有する一斉同報機能

を活用して広く普及している携帯電話で避難情報を伝達するなど，携帯電話，イン

ターネット等の情報通信ネットワークを活用し，伝達手段の耐災化，多重化，多様化

を図る必要がある。また，効果的・効率的な情報伝達による防災対策を行うため，Ａ

Ｉ，ＩｏＴ，クラウドコンピューティング技術，ＳＮＳの活用など災害対応に必要な

情報項目等の標準化や，システムを活用したデータ収集・分析・加工・共有の体制整

備を図る必要がある。 

10 （略） 

よる， 

防災基本計画の

修正による 

4 11 多様な主体の参画による防災対策の確立 

地域における生活者の多様な視点を反映した防災対策の実施により地域の防災力

向上を図るため，地方防災会議の委員への任命                

など，防災に関する政策・方針決定過程及び防災の現場における女性や高齢者，障害

者などの参画を拡大し，男女共同参画や多様な視点を取り入れた防災体制を確立す

る必要がある。（略） 

12 （略） 

11 多様な主体の参画による防災対策の確立 

地域における生活者の多様な視点を反映した防災対策の実施により地域の防災力

向上を図るため，地方防災会議の委員に占める女性の割合を高めるように取り組む

など，防災に関する政策・方針決定過程及び防災の現場における女性や高齢者，障害

者などの参画を拡大し，男女共同参画や多様な視点を取り入れた防災体制を確立す

る必要がある。（略） 

12 （略） 

防災基本計画の

修正による 

5 第２節 各機関の役割と業務大綱 

第１ （略） 

第２ 組織 

 １ （略） 

 ２ 災害対策本部等 

県内において災害が発生した場合，又は災害が発生するおそれがある場合   

         は，災害対策基本法に基づく県及び市町村の災害対策本部並び

に各関係機関の防災組織をもって応急対策を実施する。 

（略） 

第２節 各機関の役割と業務大綱 

第１ （略） 

第２ 組織 

 １ （略） 

 ２ 災害対策本部等 

県内において災害が発生し   ，又は災害が発生するおそれがある場合（以下

「災害時」という。）は，災害対策基本法に基づく県及び市町村の災害対策本部並び

に各関係機関の防災組織をもって応急対策を実施する。 

（略） 

防災基本計画の

修正による 

5 第３  各機関の役割 

１から３まで （略） 

４ 指定公共機関及び指定地方公共機関 

指定公共機関及び指定地方公共機関は，その業務の公共性又は公益性にかんがみ，

自ら防災活動を実施するとともに，県及び市町村の活動が円滑に行われるように協

力する。 

５から７まで （略） 

第３  各機関の役割 

１から３まで （略） 

４ 指定公共機関及び指定地方公共機関 

指定公共機関及び指定地方公共機関は，その業務の公共性又は公益性に鑑み  ，

自ら防災活動を実施するとともに，県及び市町村の活動が円滑に行われるように協

力する。 

５から７まで （略） 

記述の適正化 
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9 第４ 防災機関の業務大綱 

【県・市町村】 

（略） 

市町村 （１）から（５）まで （略） 

（６） 避難の指示，勧告及び避難準備・高齢者等避難開始の発令

並びに指定避難所等の開設 

（７）から（14）まで （略） 

（略） 

（略） 

第４ 防災機関の業務大綱 

【県・市町村】 

（略） 

市町村 （１）から（５）まで （略） 

（６） 避難情報                  の発令

及び 指定避難所等の開設 

（７）から（14）まで （略） 

（略） 

（略） 

災対法の改正に

よる， 

記述の適正化 

12  【指定公共機関】 

（略） 

日本赤十字社宮城

県支部 

（略） 

（５）その他災害救護に必要な業務 

（略） 
 

 【指定公共機関】 

（略） 

日本赤十字社宮城

県支部 

（略） 

（５）その他応急対応に必要な業務 

（略） 
 

記述の適正化 

15 【指定地方公共機関】 

（略） 

一般社団法人宮城

県歯科医師会 

（略） 

（新設） 

 

一般社団法人宮城

県建設業協会 

（略） 

（略） 
 

【指定地方公共機関】 

（略） 

一般社団法人宮城

県歯科医師会 

（略） 

一般社団法人宮城

県薬剤師会 

災害時における医薬品の管理と供給 

一般社団法人宮城

県建設業協会 

（略） 

（略） 
 

指定地方公共機

関の追加 

18 第３節 県の概況 

（略） 

第２ 地勢 

（略） 

４ 気象 

（略） 

夏（６～８月）のうち，６月中旬から７月下旬の期間は梅雨期（東北南部の平年の

梅雨入りは６月12日頃，平年の梅雨明けは７月25日頃）となり。梅雨前線の影響によ

第３節 県の概況 

（略） 

第２ 地勢 

（略） 

４ 気象 

（略） 

夏（６～８月）のうち，６月中旬から７月下旬の期間は梅雨期（東北南部の平年の

梅雨入りは６月12日頃，平年の梅雨明けは７月25日頃）となり,梅雨前線の影響によ

情報の更新， 

記述の適正化 
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り大雨となることがある。 

（略） 

なお，仙台（仙台管区気象台）における年平均気温（平年値:統計期間1981～2010

年）は，12.4℃（東京15.4℃），年降水量（平年値:統計期間1981～2010年）は1,254.

1㎜（東京1,528.8mm）となっている。 

（略） 

り大雨となることがある。 

（略） 

なお，仙台（仙台管区気象台）における年平均気温（平年値:統計期間1991～2020

年）は，12.8℃（東京15.8℃），年降水量（平年値:統計期間1991～2020年）は1,276.

7㎜（東京1,598.2mm）となっている。 

（略） 

19 ７ 交通 

（１） 道路 

本県の道路網は，東北縦貫自動車道及び常磐，三陸縦貫自動車道を主軸と

し，東北地方各県及び関東地方を連絡する国道４号，６号，45号などの一般国

道（1,426.2km），さらに，県内主要都市相互を連絡する主要地方道（1,197.1

km），一般県道（1,139.8km）及び地域住民の日常生活に密着した市町村道（2

1,750.8km）で構成されており，総延長は平成31年３月末現在で25,513.9kmと

なっている。 

７ 交通 

（１） 道路 

本県の道路網は，東北縦貫自動車道及び常磐，三陸縦貫自動車道を主軸と

し，東北地方各県及び関東地方を連絡する国道４号，６号，45号などの一般国

道（1,430.5km），さらに，県内主要都市相互を連絡する主要地方道（1,196.9

km），一般県道（1,144.4km）及び地域住民の日常生活に密着した市町村道（2

1,732.8km）で構成されており，総延長は令和３年３月末現在で25,504.6kmと

なっている。 

情報の更新 

20    （３） 空港 

       （略） 

令和２年９月現在，国内定期便は，国内10都市（札幌，成田，小松，名古屋，

大阪，神戸，出雲，   広島，福岡，沖縄），国際定期便は，海外５都市（ソ

ウル，   北京，上海，台北，バンコク）への路線が開設されている。 

   （３） 空港 

       （略） 

令和３年９月現在，国内定期便は，国内10都市（札幌，成田，   名古屋，

大阪，神戸，出雲，松山，広島，福岡，沖縄），国際定期便は，海外６都市（ソ

ウル，大連，北京，上海，台北，バンコク）への路線が開設されている。 

情報の更新 
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 第２章 災害予防対策 第２章 災害予防対策  

23 第１節 風水害等に強い県土づくり 

 
 

＜主な実施機関＞ 

県（総務部     ，農政部，水産林政部，土木部），市町村，仙台管区気象台 

第１節 風水害等に強い県土づくり 

 
 

＜主な実施機関＞ 

県（復興・危機管理部，農政部，水産林政部，土木部），市町村，仙台管区気象台 

組織改編による 

27 第１ 水害予防対策 

１及び２ （略） 

３ 県土保全事業施行 

（１）から（３）まで （略） 

（４） 保安林改良事業 

国土保全及び水源確保              の目的から，災害等

により林況が著しく悪化し，保安林機能が低下しているものについて，改植，

補植，本数調整伐と合わせ ，必要に応じて排水工等簡易施設を設置し，  

 森林を復旧する。 

（５） （略） 

  ４から８まで （略） 

第１ 水害予防対策 

１及び２ （略） 

３ 県土保全事業施行 

（１）から（３）まで （略） 

（４） 保安林整備事業 

水源のかん養など保安林の持つ公益的機能の維持・強化の目的から，林床植

生の消滅や表土の流出など，保安林機能が低下しているものについて，改植，

  本数調整伐等を行うほか，必要に応じて排水工等簡易施設を設置するな

ど森林整備を行う。 

（５） （略） 

４から８まで （略） 

記述の適正化 

29  ９ 洪水浸水想定区域の指定 

（略） 

東北地方整備局及び県は，水防法に基づき指定した洪水予報を実施する河川（洪水

予報河川）及び，洪水に係る水位情報の通知及び周知を実施する河川（水位周知河

川）について，想定し得る最大規模の降雨により河川が氾濫した場合に浸水が想定さ

れる区域を洪水浸水想定区域として指定し，指定の区域及び浸水した場合に想定さ

れる水深，浸水継続時間等を公表するとともに，関係市町村の長に通知する。また，

県は，その他の河川についても，役場等の所在地に係る河川については，過去の浸水

実績を活用する等，河川の状況に応じた簡易な方法も用いて，市町村等へ浸水想定の

情報を提供するよう努める。 

（略） 

10から13まで （略） 

９ 洪水浸水想定区域の指定 

（略） 

東北地方整備局及び県は，水防法に基づき指定した洪水予報を実施する河川（洪水

予報河川）及び，洪水に係る水位情報の通知及び周知を実施する河川（水位周知河

川）について，想定し得る最大規模の降雨により河川が氾濫した場合に浸水が想定さ

れる区域を洪水浸水想定区域として指定し，指定の区域及び浸水した場合に想定さ

れる水深，浸水範囲  等を公表するとともに，関係市町村の長に通知する。また，

県は，その他の河川についても，役場等の所在地に係る河川については，過去の浸水

実績を活用する等，河川の状況に応じた簡易な方法も用いて，市町村等へ浸水想定の

情報を提供するよう努める。 

（略） 

10から13まで （略） 

防災基本計画の

修正による 

30 （新設） 14 利水ダム等の事前放流の取組 

河川管理者は，水害の激甚化，治水対策の緊要性，ダム整備の地理的な制約等を勘

案し，緊急時に既存ダムの有効貯水容量を洪水調節に最大限活用するため，「ダム洪

防災基本計画の

修正による 
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水調節機能協議会」等を組織し，利水ダム等の事前放流の取組を推進するものとす

る。 

15 流域水害対策計画の策定等 

特定都市河川の河川管理者，特定都市河川流域に係る地方公共団体及び特定都市

下水道の下水道管理者は，特定都市河川流域における浸水被害の防止を図るため，共

同して，流域水害対策計画を策定するものとする。その際，「流域水害対策協議会」

等を組織し，流域水害対策計画の作成及び変更に関する協議並びに流域水害対策計

画の実施に係る連絡調整を行うものとする。 

16 貯留機能保全区域 

都道府県知事等は，河川に隣接する低地その他の河川の氾濫に伴い浸入した水又

は雨水を一時的に貯留する機能を有する土地の区域のうち，都市浸水の拡大を抑制

する効用があると認められる区域を，貯留機能保全区域として指定することができ

る。 

31 第２ 高潮，波浪等災害予防対策 

１及び２ （略） 

３ 国土保全事業の施行 

（略） 

（１） （略） 

（２） 海岸防災林の造成 

飛砂・潮害等の被害を防止し，津波流速の減殺にも寄与するため     

         ，防潮護岸工等の治山施設及び海岸防災林の回復に向け

た 治山事業を施行する。 

４及び５ （略） 

第２ 高潮，波浪等災害予防対策 

１及び２ （略） 

３ 国土保全事業の施行 

（略） 

（１） （略） 

（２） 海岸防災林の造成 

飛砂・潮害等の   防止や，津波流速の減殺など海岸防災林が持つ機能を

十分に発揮するよう，防潮  工等の治山施設及び森林の造成や保育管理な

どの治山事業を施行する。 

４及び５ （略） 

記述の適正化 

32 第３ 土砂災害予防対策 

１及び２ （略） 

３ 土砂災害防止対策の推進 

 （１） （略） 

（２） 土砂災害防止のための啓発活動 

（略）さらに，避難勧告等の発令時や土砂災害の発生時に求められる住民の

避難行動について周知徹底を図り，円滑な警戒避難が行われるよう努める。

（略） 

イ及びロ （略） 

第３ 土砂災害予防対策 

１及び２ （略） 

３ 土砂災害防止対策の推進 

 （１） （略） 

（２） 土砂災害防止のための啓発活動 

（略）さらに，避難情報 の発令時や土砂災害の発生時に求められる住民の

避難行動について周知徹底を図り，円滑な警戒避難が行われるよう努める。

（略） 

イ及びロ （略） 

災対法の改正に

よる 
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33      ハ 土砂災害対策推進連絡会 

（略） 

（略） 

副会長 宮城県土木部次長 （技術担当） 

副会長 宮城県水産林政部次長 （技術担当） 

委員 

（略） 

東日本旅客鉄道株式会社仙台支社設備部工事課長 

（略） 

宮城県総務部危機対策課長           

（略） 
 

     ハ 土砂災害対策推進連絡会 

（略） 

（略） 

副会長 宮城県土木部副部長（技術担当） 

副会長 宮城県水産林政部副部長（技術担当） 

委員 

（略） 

東日本旅客鉄道（株） 仙台支社設備部工事課長 

（略） 

宮城県復興・危機管理部復興・危機管理総務課長 

（略） 
 

組織改編によ

る,  

記述の適正化 

34 （３） 市町村の役割 

（略） 

イ 市町村地域防災計画において定める事項 

（イ） 雨量情報，土砂災害警戒情報，       大雨警報（土砂災害）

の危険度分布（土砂災害警戒判定メッシュ情報），住民からの前兆現

象や近隣の土砂災害発生情報等の土砂災害に関する情報の収集及び

伝達並びに予報又は警報の発表及び伝達に関する事項 

（ロ）から（ヘ）まで （略） 

（３） 市町村の役割 

（略） 

イ 市町村地域防災計画において定める事項 

（イ） 雨量情報，土砂災害警戒情報，土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）

の危険度分布               ），住民からの前兆現

象や近隣の土砂災害発生情報等の土砂災害に関する情報の収集及び

伝達並びに予報又は警報の発表及び伝達に関する事項 

（ロ）から（ヘ）まで （略） 

災対法の改正に

よる 

34 ロ 避難勧告等の発令基準及び発令対象区域 

ハ及びニ （略） 

ロ 避難情報 の発令基準及び発令対象区域 

ハ及びニ （略） 

災対法の改正に

よる 

34 ホ 上記イ（ニ）のほか，土砂災害時の要配慮者関連施設の名称，所在地及び

土砂災害に関する情報，気象情報や避難勧告等の情報の伝達方法や，在宅の

要配慮者に対する情報の伝達体制，要配慮者情報の共有方法 

ヘ （略） 

   （４） （略） 

ホ 上記イ（ニ）のほか，土砂災害時の要配慮者関連施設の名称，所在地及び

土砂災害に関する情報，気象情報や避難情報 の   伝達方法や，在宅の

要配慮者に対する情報の伝達体制，要配慮者情報の共有方法 

ヘ （略） 

（４） （略） 

災対法の改正に

よる， 

記述の適正化 

36 ８ 治山事業 

           山地に起因する災害から県民の生命・財産の保全を図り，

くらしの安全性を確保するため，国及び県は，山腹崩壊危険地などの荒廃危険山地

に，土留工，落石防止柵等の治山施設を設置するなど山腹崩壊等対策や流木対策など

を複合的に組み合わせた治山対策を推進するとともに，保安林のもつ防災機能を維

持強化させるため，森林の整備を効果的に実施する。また，山地災害危険地区につい

ては，現地の状況を踏まえて見直しを進め，市町村に対して周知するとともに，大雨

８ 治山事業 

森林の維持造成を通じて山地に起因する災害から県民の生命・財産の保全を図り，

くらしの安全性を確保するため，国及び県は，山腹崩壊   などの荒廃危険 地

に，土留工，治山ダム 等の治山施設を設置し，          流木対策など

を複合的に組み合わせた治山対策を推進するとともに，保安林の持つ防災機能を維

持強化させるため，森林の整備を効果的に実施する。また，山地災害危険地区につい

ては，現地の状況を踏まえて見直しを進め，市町村に対して周知するとともに，大雨

記述の適正化 



 

宮城県地域防災計画 ［風水害等災害対策編］ 新旧対照表 （案） 

 
頁 現行 （令和３年２月） 修正後 備考  

 

 8 / 80 ページ 

 

などの後には，随時連携し，現地調査を実施する。 

  ９ （略） 

などの後には，随時連携し，現地調査を実施する。 

９ （略） 

36 （新設） 10 土砂等の埋立て等の規制に関する条例による規制 

県は，土砂等の崩落等による災害の発生の防止を図り，県民の安全・安心を確保す

るため，「土砂等の埋立て等の規制に関する条例」（令和２年４月１日施行）に基づ

き，各種法令が適用されない３，０００平方メートル以上の土地への土砂等の埋立て

等に対して規制や指導，監視パトロールを行い，土砂等の崩落等による災害発生の未

然防止に努める。 

新たに条例を制

定したため 

38 第５ 風雪害予防対策 

（略） 

２ 現況 

本県において積雪が多いのは山沿い北部で，積雪観測点においてこれまでに最も

多くの積雪を観測したのは栗駒（統計期間1983年11月～1997年４月）であり，その値

は252cm（1996年３月16日）である（2020年８月  現在）。 

また，仙台（仙台管区気象台）における風の観測では，日最大風速（統計期間192

6年10月～）の極値は24.0m/s（1997年３月11日），日最大瞬間風速（統計期間1937年

１月～）の極値は41.2m/s（1997年３月11日）で，年間最多風向は北北西（平年値:統

計期間1990年～2010年），日最大風速が10m/s以上の年間日数は54.2日（平年値:統計

期間1981年～2010年）となっている（2020年８月  現在）。 

（略） 

３及び４ （略） 

第５ 風雪害予防対策 

（略） 

２ 現況 

本県において積雪が多いのは山沿い北部で，積雪観測点においてこれまでに最も

多くの積雪を観測したのは栗駒（統計期間1983年11月～1997年４月）であり，その値

は252cm（1996年３月16日）である（2021年９月１日現在）。 

また，仙台（仙台管区気象台）における風の観測では，日最大風速（統計期間192

6年10月～）の極値は24.0m/s（1997年３月11日），日最大瞬間風速（統計期間1937年

１月～）の極値は41.2m/s（1997年３月11日）で，年間最多風向は北北西（平年値:統

計期間1990年～2010年），日最大風速が10m/s以上の年間日数は51.9日（平年値:統計

期間1991年～2020年）となっている（2021年９月１日現在）。 

（略） 

３及び４ （略） 

情報の更新 

39 ５ 除雪体制等の整備 

（略） 

市町村は，積雪時における家屋倒壊を防止するため，こまめな雪下ろしの励行等の広

報を積極的に行うとともに，自力での屋根雪処置が不可能な世帯等の除雪負担の軽減

を図るため，地域の助け合いによる相互扶助体制を確立する。           

                                      

                                      

                                      

                

（略） 

５ 除雪体制等の整備 

（略） 

市町村は，積雪時における家屋倒壊を防止するため，こまめな雪下ろしの励行等の広

報を積極的に行うとともに，自力での屋根雪処置が不可能な世帯等の除雪負担の軽減

を図るため，地域の助け合いによる相互扶助体制を確立する。また，住民が安全な除雪

作業を行えるよう，技術指導や講習会を行うとともに，事故の防止に役立つ道具や装備

品，これらの安全な使用方法等の普及の促進を図る。さらに，気温が上がって雪が緩み

やすくなった時など，事故が起こりやすいタイミングに合わせて，安全対策の実施につ

いて注意喚起を図ることとする。 

（略） 

防災基本計画の

修正による 
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39 ６ 集中的な大雪時の対応 

道路管理者は，集中的な大雪時においても，道路ネットワーク全体としてその機能へ

の影響を最小限度とするために，地域の実情に応じて待避所等の整備       

                    を行うよう努める。 

また，道路管理者は，集中的な大雪に対し，通行止め時間の最小化を図ることを目的

に，                                    

関係機関と調整の上，    予防的な通行規制を行い，集中的な除雪作業に努める。 

６ 集中的な大雪時の対応 

道路管理者は，集中的な大雪時においても，人命を最優先に幹線道路上で大規模な車

両滞留を徹底的に回避することを基本的な考え方として，計画的・予防的な通行止め，

滞留車両の排出を目的とした転回路の整備等を行うよう努める。 

また，道路管理者は，集中的な大雪に対し，人命を最優先に幹線道路上で大規模な車

両滞留を徹底的に回避することを基本的な考え方として，車両の滞留が発生する前に

関係機関と調整の上，計画的・予防的な通行規制を行い，集中的な除雪作業に努める。 

防災基本計画の

修正による 

40 第６ 農林水産業災害予防対策 

（略） 

２ 現況 

（略） 

また沿岸の風は，江ノ島で日最大風速が15m/s以上の日数は，年間で12.4日（平年

値：統計期間1981年～2010年）となっている。（略） 

第６ 農林水産業災害予防対策 

（略） 

２ 現況 

（略） 

また沿岸の風は，江ノ島で日最大風速が15m/s以上の日数は，年間で10.9日（平年

値：統計期間1991年～2020年）となっている。（略） 

情報の更新 

43 第７ 火山災害予防対策 

（略） 

２ 現況 

（１） 県内の活火山 

火山噴火予知連絡会は，平成15年１月に「概ね過去１万年以内に噴火した火

山及び現在噴気活動が認められる火山」を活火山と定義し直した。（略） 

第７ 火山災害予防対策 

（略） 

２ 現況 

（１） 県内の活火山 

火山噴火予知連絡会は，平成15年１月に「概ね過去１万年以内に噴火した火

山及び現在活発な噴気活動のある火山」を活火山と定義し直した。（略） 

記述の適正化 

47  ４ 防災事業等の推進 

  （１） （略） 

  （２） 防災体制の整備等 

イ 火山防災協議会 

       （略） 

       火山防災協議会は，関係する各県の知事や市町村長，仙台管区気象台，東

北地方整備局，自衛隊，警察，消防機関，火山の専門家，その他観光関係団

体等の検討に必要な様々な者を加え，平時 から相互に連携し，防災体制を

整備するよう努める。（略） 

４ 防災事業等の推進 

  （略） 

  （２） 防災体制の整備等 

イ 火山防災協議会 

       （略） 

       火山防災協議会は，関係する各県の知事や市町村長，    気象台，東

北地方整備局，自衛隊，警察，消防機関，火山の専門家，その他観光関係団

体等の検討に必要な様々な者を加え，平常時から相互に連携し，防災体制を

整備するよう努める。（略） 

記述の適正化 

50 （３） 噴火警報等の発表，伝達及び噴火警戒レベル 

イ 噴火警報等の種類と発表基準 

（イ） 噴火警報 

仙台管区気象台が，噴火に伴って発生し生命に危険を及ぼす火山

（３） 噴火警報等の発表，伝達及び噴火警戒レベル 

イ 噴火警報等の種類と発表基準 

（イ） 噴火警報 

仙台管区気象台が，噴火に伴って発生し生命に危険を及ぼす火山

記述の適正化 
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現象（大きな噴石，火砕流，融雪型火山泥流等，発生から短時間で火

口周辺や居住地域に到達し，避難までの時間的猶予がほとんどない

火山現象）の発生やその拡大が予想される場合に，「警戒が必要な範

囲」（生命に危険を及ぼす範囲）を明示して発表する。（略） 

現象（大きな噴石，火砕流，融雪型火山泥流等，発生から短時間で火

口周辺や居住地域に到達し，避難までの時間的猶予がほとんどない

現象  ）の発生やその拡大が予想される場合に，「警戒が必要な範

囲」（生命に危険を及ぼす範囲）を明示して発表する。（略） 

51 （ハ） 噴火警戒レベル 

（略） 

各火山の火山防災協議会においては，平常時から噴火時の避難体

制等について共同で検討を行い，噴火警戒レベルに応じた「警戒が必

要な範囲」と「とるべき防災対応」を設定し，県，市町村の地域防災

計画に定められた火山で運用される。宮城県内の火山では栗駒山，蔵

王山で運用されている。また，噴火警戒レベルの引上げや引き下げの

基準については，仙台管区気象台が科学的知見に基づく精査を実施

し，火山防災協議会と事前に調整した上で公表している。 

          （略） 

（ハ） 噴火警戒レベル 

（略） 

各火山の火山防災協議会においては，平常時から噴火時の避難体

制等について共同で検討を行い，噴火警戒レベルに応じた「警戒が必

要な範囲」と「とるべき防災対応」を設定し，県，市町村の地域防災

計画に定められた火山で運用される。宮城県内の火山では栗駒山，蔵

王山で運用されている。また，噴火警戒レベルの引上げや引き下げの

基準については，仙台管区気象台が科学的知見に基づく精査を実施

し，気象庁ホームページ       で公表している。 

（略） 

記述の適正化 

52 噴火警報・予報の名称，火山活動，噴火警戒レベルの状況等の一覧表 

   （噴火警戒レベルが運用されている火山の場合） 

名称 対象範囲 
噴火警戒レベル 

（警戒事項等） 
火山活動の状況 

（略） 

５ 

（略） 

居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が

発生，あるいは切迫している状態と予

想される 

４ 

（避難準備  ） 

居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が

発生する可能性が高まっていると予想

される    

（略） （略） 
 

噴火警報・予報の名称，火山活動，噴火警戒レベルの状況等の一覧表 

   （噴火警戒レベルが運用されている火山の場合） 

名称 対象範囲 
噴火警戒レベル 

（警戒事項等） 
火山活動の状況 

（略） 

５ 

（略） 

居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が

発生，あるいは切迫している状態にあ

る    

４ 

（高齢者等避難） 

居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が

発生すると予想される（可能性が高

まっている） 

（略） （略） 
 

災対法の改正に

よる 

53 栗駒山 噴火警戒レベル 

種
別 

名
称 

対
象
範
囲 

噴
火
警
戒
レ
ベ
ル 

（
警
戒
事
項
等
） 

火山活動

の状況 

住民等の

行動及び

登山者・

入山者等

への対応 

想定される現象等 

栗駒山 噴火警戒レベル 

種
別 

名
称 

対
象
範
囲 

噴
火
警
戒
レ
ベ
ル 

（
警
戒
事
項
等
） 

火山活動

の状況 

住民等の

行動及び

登山者・

入山者等

への対応 

想定される現象等 

記述の適正化 
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（
略
） 

（
略
） 

（略） 

４
（
避
難
準
備 

 

） 

（
略
） 

 

（
略
） 

（
略
） 

（略） 

４
（
高
齢
者
等
避
難
） 

（
略
） 

 

54 蔵王山 噴火警戒レベル 

種
別 

名
称 

対
象
範
囲 

噴
火
警
戒
レ
ベ
ル 

（
警
戒
事
項
等
） 

火山活動

の状況 

住民等の

行動及び

登山者・

入山者等

への対応 

想定される現象等 

（
略
） 

５ 

（
略
） 

（略） 

（略） 

1895～96年の噴火：噴石，火災

サージ，御釜の湖水氾濫，洪水 

４
（
避
難
準
備 

 

） 

（略） 

３  

（
略
） 

（略） 

1923 年の活動：御釜の湖心から

ガス噴出 

２ 

（
略
） 

（略） 

2015年の活動：御釜周辺で火山性

地震の増加，火山性微動の発生，

傾斜変動 

蔵王山 噴火警戒レベル 

種
別 

名
称 

対
象
範
囲 

噴
火
警
戒
レ
ベ
ル 

（
警
戒
事
項
等
） 

火山活動

の状況 

住民等の

行動及び

登山者・

入山者等

への対応 

想定される現象等 

（
略
） 

５ 

（
略
） 

（略） 

（略） 

1895～96年の噴火：噴石，火砕

サージ，御釜の湖水氾濫，洪水 

４
（
高
齢
者
等
避
難
） 

（略） 

３  

（
略
） 

（略） 

1923 年の活動：御釜   から

ガス噴出 

２ 

（
略
） 

（略） 

2015年の活動：御釜周辺で火山性

地震の増加，火山性微動の発生，

地殻変動 

災対法の改正に

よる， 

記述の適正化 
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１
（
略
） 

（略） 
 

１ 

（
略
） 

（略） 
 

57 ロ 噴火警報等の通知・通報及び伝達 

（イ） 噴火警報等（噴火予報・噴火速報・臨時に発表する火山の状況に関する

解説情報を含む） 

ａ 通報及び伝達の内容 

（略） 

（ｂ） 宮城県 

仙台管区気象台から噴火警報等の伝達を受けたとき     

     ，予想される災害の事態及びこれに対して取るべき措

置について，関係ある指定地方行政機関の長，指定地方公共機関の

長，市町村長及びその他の関係者に対し，必要な通報又は要請をす

る。（略） 

ロ 噴火警報等の通知・通報及び伝達 

（イ） 噴火警報等（噴火予報・噴火速報・臨時に発表する火山の状況に関する

解説情報を含む） 

ａ 通報及び伝達の内容 

（略） 

（ｂ） 宮城県 

仙台管区気象台から噴火警報等の伝達を受けたとき又は自ら

知ったときは，予想される災害の事態及びこれに対して取るべき

措置について，関係ある指定地方行政機関の長，指定地方公共機関

の長，市町村長及びその他の関係者に対し，必要な通報又は要請を

する。（略） 

記述の適正化 

57 （ｃ） 市町村 

知事から噴火警報等の伝達を受けたとき         

は，伝達を受けた事項を市町村防災行政無線，サイレン，緊急速

報メール等，登山口等における掲示やレストハウスの管理人を介

した情報伝達等により，関係機関，住民及び登山者等，各市町村

の地域防災計画に定める団体に伝達する。（略） 

（ｃ） 市町村 

知事から噴火警報等の伝達を受けたとき又は自ら知ったとき

は，その    事項を市町村防災行政無線，サイレン，緊急速

報メール等，登山口等における掲示やレストハウスの管理人を介

した情報伝達等により，関係機関，住民及び登山者等，各市町村

の地域防災計画に定める団体に伝達する。（略） 

記述の適正化 

58 （図略） （図略） 

※「噴火警報等伝達系統図」中，「東北電力（株）」を「東北電力（株）・東北電力ネッ

トワーク（株）」に, 「東北管区警察局」を「警察庁」に，「危機対策課」を「復興・危

機管理総務課」に各々修正 

記述の適正化， 

組織改編による 

59 ５ 警戒避難体制の整備等 

（１） 避難計画の策定 

      （略） 

      イ （略） 

  ロ 噴火警戒レベルの運用による入山規制や避難勧告等避難のための措置に

ついて市町村長が行う通報及び警告に関する事項 

      ハからトまで （略） 

（２） （略） 

５ 警戒避難体制の整備等 

（１） 避難計画の策定 

      （略） 

      イ （略） 

  ロ 噴火警戒レベルの運用による入山規制や避難指示等避難のための措置に

ついて市町村長が行う通報及び警告に関する事項 

      ハからトまで （略） 

（２） （略） 

災対法の改正に

よる 
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60 ８ 火山災害発生時等の対策 

（１） 避難対策等の実施 

市町村は，平常時からの火山防災協議会等における検討結果に基づき，気

象庁が発表する噴火警報等に対応して入山規制，避難勧告等，警戒区域の設

定等を行うとともに適切な避難誘導を実施する等，迅速かつ円滑な避難対策

をとる。 

また，大規模な火砕流等の発生後に広範囲の住民，登山者等を混乱なく一

斉に避難させることは困難であることに十分留意し，火山現象の高まりに応

じて適切に避難対象地域を拡大しながら段階的な避難勧告等を行うよう努め

る。 

県及び市町村は，多数の住民，登山者等の避難誘導その他の大規模かつ急

を要する措置を迅速かつ的確に行わなければならない場合がありうること，

噴火に伴う火砕流等は発生から短時間で居住地域に到達する恐れがあり，噴

火発生前から住民，登山者等へ避難指示（緊急）等を行わなければならない

場合がありうることに十分留意して災害応急対策を講じる。（略） 

（２）から（５）まで （略） 

８ 火山災害発生時等の対策 

（１） 避難対策等の実施 

市町村は，平常時からの火山防災協議会等における検討結果に基づき，気

象庁が発表する噴火警報等に対応して入山規制，避難指示等，警戒区域の設

定等を行うとともに適切な避難誘導を実施する等，迅速かつ円滑な避難対策

をとる。 

また，大規模な火砕流等の発生後に広範囲の住民，登山者等を混乱なく一

斉に避難させることは困難であることに十分留意し，火山現象の高まりに応

じて適切に避難対象地域を拡大しながら段階的な避難指示等を行うよう努め

る。 

県及び市町村は，多数の住民，登山者等の避難誘導その他の大規模かつ急

を要する措置を迅速かつ的確に行わなければならない場合がありうること，

噴火に伴う火砕流等は発生から短時間で居住地域に到達する恐れがあり，噴

火発生前から住民，登山者等へ避難指示    等を行わなければならない

場合がありうることに十分留意して災害応急対策を講じる。（略） 

（２）から（５）まで （略） 

災対法の改正に

よる 

62 第２節 都市の防災対策 

 
 

＜主な実施機関＞ 

県（総務部     ，土木部），市町村 

第２節 都市の防災対策 

 
 

＜主な実施機関＞ 

県（復興・危機管理部，土木部），市町村 

組織改編による 

63 第３節 建築物等の予防対策 

 
 

＜主な実施機関＞ 

県（総務部     ，保健福祉部，土木部，教育庁），市町村 

第３節 建築物等の予防対策 

 
 

＜主な実施機関＞ 

県（復興・危機管理部，保健福祉部，土木部，教育庁），市町村 

組織改編による 

64 第１ （略） 

第２ 防災事業の施行 

 １から６まで （略） 

（新設） 

第１ （略） 

第２ 防災事業の施行 

 １から６まで （略） 

７ 落下物の防止対策 

国，県，市町村及び建築物の所有者等は，強風による屋根瓦の脱落・飛散防止を含

む落下物の防止対策を図るものとする。 

防災基本計画の

修正による 
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65 第４節 ライフライン施設等の予防対策 

 
 

＜主な実施機関＞ 

県（総務部     ，震災復興・企画部，環境生活部，土木部，企業局），市町村，

関東東北産業保安監督部東北支部，東北地方整備局，東北電力（株）宮城支店，東北電

力ネットワーク（株）宮城支社，（一社）宮城県ＬＰガス協会，仙台市ガス局，塩釜ガス

（株），石巻ガス（株），古川ガス（株），東日本電信電話（株）宮城事業部 

第４節 ライフライン施設等の予防対策 

 
 

＜主な実施機関＞ 

県（復興・危機管理部，企画部     ，環境生活部，土木部，企業局），市町村，

関東東北産業保安監督部東北支部，東北地方整備局，東北電力（株）宮城支店，東北電

力ネットワーク（株）宮城支社，（一社）宮城県ＬＰガス協会，仙台市ガス局，塩釜ガス

（株），石巻ガス（株），古川ガス（株），東日本電信電話（株）宮城事業部 

組織改編による 

65 第１ 目的 

大規模な災害の発生により県民生活に直結する上下水道，電力，ガス，石油，石

油ガス，通信サービス        等のライフライン施設が大きな被害を受け

た場合，日常生活や経済活動の場である都市の機能が麻痺し，安否確認，避難や救

援・救出活動の応急対策を実施する上で大きな支障となるだけでなく，避難生活環

境の悪化や，県民が早期に通常の生活に戻るための大きな足かせとなる。 

第２から第８まで （略） 

第１ 目的 

大規模な災害の発生により県民生活に直結する上下水道，電力，ガス，石油，石

油ガス，通信サービス，廃棄物処理施設等のライフライン施設が大きな被害を受け

た場合，日常生活や経済活動の場である都市の機能が麻痺し，安否確認，避難や救

援・救出活動の応急対策を実施する上で大きな支障となるだけでなく，避難生活環

境の悪化や，県民が早期に通常の生活に戻るための大きな足かせとなる。 

 第２から第８まで （略） 

防災基本計画の

修正による 

70 （新設） 第９ 廃棄物処理施設 

１ 処理施設の耐震化等 

    市町村及び一部事務組合並びに廃棄物処理業者は，耐震化が図られていない処理

施設の耐震判断を実施するとともに，必要に応じて耐震性能向上（地盤改良を含む）

や風水害等の災害を考慮して浸水対策を行う。 

また，市町村及び一部事務組合は，新規設置等を行う焼却施設及び粗大ごみ処理施

設等の中間処理施設については，処理能力などの面で災害廃棄物対策に配慮した施

設づくりを実施する。 

市町村及び一部事務組合の最終処分場については，災害時に備え残余容量を確保

することとし，既存の最終処分場の残余容量等を踏まえ，必要に応じて新規の処分場

について計画的に整備を進める。 

市町村及び一部事務組合は，処理施設の停電時の緊急停止や再稼働に必要な非常

用災害発電機の設置，地下水や河川水等の予備冷却水の確保，運転に必要な燃料や薬

剤などの備蓄等について，施設の被害想定等を踏まえて取り組む。 

２ 処理施設の補修体制の整備 

    市町村及び一部事務組合及び廃棄物処理業者は，処理施設において，災害時のＢ

ＣＰ（業務継続計画）等の対応計画や，処理施設を点検・修復・復旧するためのマ

ニュアルを作成するとともに，机上訓練・実地訓練等を行い災害時の対応体制を整え

る。 

防災基本計画の

修正による 
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処理施設が被災した場合の補修等に必要な資機材や災害時の移動手段の燃料が不

足することを想定して備蓄を行うとともに，点検・修復・復旧に備え，プラント関係

業者やメンテナンス業者等との協力体制を確立しておく。 

３ 収集運搬車両の燃料確保 

    県は，災害時における収集運搬車両の燃料確保について，石油関連団体と検討を

行うとともに，市町村及び一部事務組合に対しても，収集運搬車両の燃料確保を地域

防災計画や災害時応援協定等の内容に含めるよう助言し，円滑に燃料が確保される

体制を整備するよう要請する。 

４ 処理体制の整備 

    県，市町村及び関係機関は，迅速かつ適正に廃棄物処理が行われるよう災害廃棄

物処理計画を策定するとともに，大量の災害廃棄物が発生した場合に必要となる広

域処理も含めた災害廃棄物の処理体制の確立を図る。 

71 第５節 防災知識の普及 

 
 

＜主な実施機関＞ 

県（総務部     ，教育庁），市町村，第二管区海上保安本部，仙台管区気象台，

東日本電信電話（株）宮城事業部，各防災関係機関 

第５節 防災知識の普及 

 
 

＜主な実施機関＞ 

県（復興・危機管理部，教育庁），市町村，第二管区海上保安本部，仙台管区気象台，

東日本電信電話（株）宮城事業部，各防災関係機関 

組織改編による 

71 第１ 目的 

自らの命は自らが守るのが防災の基本であり，県民はその自覚を持ち，平常時よ

り，災害に対する備えを心がけるとともに，発災時及び発災が予想される時には自

らの命を守るよう行動することが重要である。（略） 

第１ 目的 

自らの命は自らが守るのが防災の基本であり，県民はその自覚を持ち，平常時よ

り，災害に対する備えを心がけるとともに，災害時           には自

らの命を守るよう行動することが重要である。（略） 

防災基本計画の

修正による 

72 第２ 防災知識の普及，徹底 

１ （略） 

２ 住民への防災知識の普及 

（１）及び（２） （略） 

（３） 専門家の活用 

県及び市町村は，各地域において，防災リーダーの育成等，「自助」・「共

助」の取組が適切かつ継続的に実施されるよう，            

水害・土砂災害・防災気象情報に関する専門家の活用を図るものとする。

（略） 

第２ 防災知識の普及，徹底 

１ （略） 

２ 住民への防災知識の普及 

（１）及び（２） （略） 

（３） 専門家の活用 

県及び市町村は，各地域において，防災リーダーの育成等，「自助」・「共

助」の取組が適切かつ継続的に実施されるよう，気象防災アドバイザー等，

水害・土砂災害・防災気象情報に関する専門家の活用を図るものとする。

（略） 

防災基本計画の

修正による 

72 （４） 普及・啓発の実施 

【住民等への普及・啓発を図る事項】 

 

（４） 普及・啓発の実施 

【住民等への普及・啓発を図る事項】 

 

災対法の改正に

よる， 

防災基本計画の
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① （略） 

② 避難行動に関する知識 

  （略） 

 ・指定緊急避難場所への移動が危険を伴う場合の「近隣の安全な場所」へ

の避難や「屋内安全確保」 

  （略） 

                                

          

・各地域における避難勧告等の伝達方法 など 

③ （略） 

④ 災害時にとるべき行動 

（略） 

・警報等発表時や災害発生情報，避難指示（緊急），避難勧告，避難準備・

高齢者等避難開始の発令時に取るべき行動 

                                

                                

                    

（略） 

⑤ その他 

  （略） 

・帰宅困難者の発生を抑制するための「むやみに移動しないこと」 

                      

                                 

            

                                

                          など 

 

 

 

① （略） 

② 避難行動に関する知識 

  （略） 

 ・「立退き避難」，「屋内安全確保」，「緊急安全確保」の意味，行動例   

            

  （略） 

 ・指定緊急避難場所，安全な親戚・知人宅，ホテル・旅館等の避難場所，

避難経路等の確認 

・各地域における避難情報 の伝達方法 など 

③ （略） 

④ 災害時にとるべき行動 

（略） 

・警報等発表時や緊急安全確保，避難指示，高齢者等避難        

        の発令時に取るべき行動 

・避難行動への負担感，過去の被災経験等を基準にした災害に対する危険

性の認識，正常性バイアス等を克服し，避難行動を取るべきタイミングを

逸することなく適切な行動をとること。 

（略） 

⑤ その他 

  （略） 

・帰宅困難者の発生を抑制するための「むやみに移動しないこと」 

・通常の避難との相違点を含めた広域避難の考え方 

・家屋が被災した際に，片付けや修理の前に，家屋の内外の写真を撮影

するなど，生活の再建に資する行動 

・集中的な大雪が予測される場合において，計画的・予防的な通行規制

や不要・不急の道路利用を控えることが重要であること など 

修正による 

73    （５） 要配慮者及び観光客等への配慮 

イ 要配慮者への配慮 

県及び市町村は，防災知識等の普及に当たり，外国語パンフレット等の作

成・配布や障害者，高齢者の常備品等の点検，介護者の役割の確認等，要配

慮者に配慮し,地域において要配慮者を支援する体制が整備されるよう努

めるとともに,被災時の男女                のニーズ

の違い等男女双方の視点に十分配慮する。 

      ロ （略） 

（５） 要配慮者及び観光客等への配慮 

イ 要配慮者への配慮 

県及び市町村は，防災知識等の普及に当たり，外国語パンフレット等の作

成・配布や障害者，高齢者の常備品等の点検，介護者の役割の確認等，要配

慮者に配慮し,地域において要配慮者を支援する体制が整備されるよう努

めるとともに,被災時の男女及び性的マイノリティ（ＬＧＢＴ等）のニーズ

の違い等       に十分配慮する。 

   ロ （略） 

性的マイノリ

ティへの配慮を

明記 
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（６）及び（７） （略） （６）及び（７） （略） 

74    （新設） 

 

 

 

 

３及び４ （略） 

（８） 「暴力は許されない」意識の普及，徹底 

県及び市町村は，災害発生後に，指定避難所や仮設住宅，ボランティアの

活動場所等において，被災者や支援者が性暴力・ＤＶの被害者にも加害者に

もならないよう，「暴力は許されない」意識の普及，徹底を図るものとす

る。 

３及び４ （略） 

防災基本計画の

修正による 

75 ５ ドライバーへの啓発 

（１） （略） 

（２） 運転中における発災時の対応の周知 

    （略） 

  ６ （略） 

５ ドライバーへの啓発 

（１） （略） 

（２） 運転中における災害時の対応の周知 

    （略） 

  ６ （略） 

防災基本計画の

修正による 

76 第３ 学校等教育機関における防災教育 

 １から５まで （略） 

 ６ 県及び市町村並びに教育委員会は，「みやぎ学校安全基本指針」を基にして，学

校における体系的な              防災教育に関する指導内容の整

理，防災意識の向上に向けた学校教育の現場における取組方針や指導の手引き等の

整備，防災教育のための指導時間の確保など，防災に関する教育の充実に努める。 

 ７ （略） 

第３ 学校等教育機関における防災教育 

 １から５まで （略） 

 ６ 県及び市町村並びに教育委員会は，「みやぎ学校安全基本指針」を基にして，学

校における体系的かつ地域の災害リスクに基づいた防災教育に関する指導内容の整

理，防災意識の向上に向けた学校教育の現場における取組方針や指導の手引き等の

整備，防災教育のための指導時間の確保など，防災に関する教育の充実に努める。 

  ７ （略） 

防災基本計画の

修正による 

76 ８    市町村及び 教育委員会は，生涯学習内容の中に防災関係の事項を取り上

げるほか，防災関連の講座等を実施し，防災上へ必要な知識の普及に努める。 

８ 県及び市町村並びに教育委員会は，生涯学習内容の中に防災関係の事項を取り上

げるほか，防災関連の講座等を実施し，防災上へ必要な知識の普及に努める。 
記述の適正化 

76 第４ 県民の取組 

（略） 

また，「自助」「共助」の意識を持ち，一人ひとりが平常時より災害に対する備え

を心がけるとともに，発災時には自らの身の安全を守るよう行動し ，災害時に

は，初期消火を行う，近隣の負傷者及び避難行動要支援者を助けるなどの，防災へ

の寄与に努める。 

  １から５まで （略） 

 第５及び第６ （略） 

第４ 県民の取組 

（略） 

また，「自助」「共助」の意識を持ち，一人ひとりが平常時より災害に対する備え

を心がけるとともに，災害時には自らの身の安全を守るよう行動する，    

は，初期消火を行う，近隣の負傷者及び避難行動要支援者を助けるなどの，防災へ

の寄与に努める。 

  １から５まで （略） 

第５及び第６ （略） 

防災基本計画の

修正による 

79 第６節 防災訓練の実施 

 
 

＜主な実施機関＞ 

県（総務部     ，教育庁），市町村，東北総合通信局，防災関係機関 

第６節 防災訓練の実施 

 
 

＜主な実施機関＞ 

県（復興・危機管理部，教育庁），市町村，東北総合通信局，防災関係機関 

組織改編による 
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79  第１ （略） 

 第２ 防災訓練の実施とフィードバック 

  １ 県及び市町村は，             定期的な防災訓練を，夜間等様々

な条件に配慮し，居住地，職場，学校等においてきめ細かく実施又は行うよう指導

し，住民に   とるべき身を守る行動や災害発生時の避難行動，基本的な防災用

資機材の操作方法等の習熟を図る。 

第１ （略） 

 第２ 防災訓練の実施とフィードバック 

  １ 県及び市町村は，地域の災害リスクに基づいた定期的な防災訓練を，夜間等様々

な条件に配慮し，居住地，職場，学校等においてきめ細かく実施又は行うよう指導

し，住民に対し，とるべき身を守る行動や災害時  の避難行動，基本的な防災用

資機材の操作方法等の習熟を図る。 

防災基本計画の

修正による， 

記述の適正化 

79 ２ 地域の実情に応じた内容 

防災訓練を，少なくとも年１回以上実施するものとし，災害発生御の円滑な避難

のための災害応急対策についても盛り込むなど，地域の実情に応じた内容とする。

（略） 

 ３から５まで （略） 

２ 地域の実情に応じた内容 

防災訓練を，少なくとも年１回以上実施するものとし，災害発生後の円滑な避難

のための災害応急対策についても盛り込むなど，地域の実情に応じた内容とする。

（略） 

 ３から５まで （略） 

記述の適正化 

79 第３ 県の防災訓練  

１ 総合防災訓練 

（１） （略） 

（２） 県域を越えた訓練の実施 

県は，広域に被害が及ぶ大規模災害や，考えうる様々な被害を想定の上，

通信訓練等には国機関の協力も依頼し，また，広域応援協定締結道県につい

ても相互に協力するなど，県域を越えた訓練の実施についても努める。 

                                 

                           

第３ 県の防災訓練  

１ 総合防災訓練 

（１） （略） 

（２） 県域を越えた訓練の実施 

県は，広域に被害が及ぶ大規模災害や，考えうる様々な被害を想定の上，

通信訓練等には国機関の協力も依頼し，また，広域応援協定締結道県につい

ても相互に協力するなど，県域を越えた訓練の実施についても努める。 

また，大規模災害時に円滑な広域避難が可能となるよう，関係機関と連携

して，実践型の防災訓練を実施するよう努めるものとする。 

防災基本計画の

修正による 

80 第４ 市町村の防災訓練 

（略） 

この際の訓練内容は次のとおりとし，自衛隊といった防災関係機関等の参加も得

ながら,自主防災組織,非常通信協議会,民間企業,ＮＰＯ・ボランティア等及び多様

な世代から多数の住民が参加し，要配慮者に配慮し,地域において要配慮者を支援す

る体制が整備されるよう努めるとともに,被災時の男女            

   のニーズの違い等多様な視点での配慮やボランティア活動など，災害状況や

被害想定，重点訓練項目を明確にし，より実践的な訓練内容となるよう努める。  

                                     

                                     

   訓練実施後は，訓練結果について事後検討を行う。 

第４ 市町村の防災訓練 

（略） 

この際の訓練内容は次のとおりとし，自衛隊といった防災関係機関等の参加も得

ながら,自主防災組織,非常通信協議会,民間企業,ＮＰＯ・ボランティア等及び多様

な世代から多数の住民が参加し，要配慮者に配慮し,地域において要配慮者を支援す

る体制が整備されるよう努めるとともに,被災時の男女及び性的マイノリティ（ＬＧ

ＢＴ等）のニーズの違い等多様な視点での配慮やボランティア活動など，災害状況や

被害想定，重点訓練項目を明確にし，より実践的な訓練内容となるよう努める。ま

た，新型コロナウイルス感染症を含む感染症の拡大のおそれがある状況下での災害

対応に備え，感染症対策に配慮した避難所開設・運営訓練を積極的に実施するものと

する。訓練実施後は，訓練結果について事後検討を行う。 

防災基本計画の

修正による， 

性的マイノリ

ティへの配慮を

明記 

83 第７節 地域における防災体制 

 
 

＜主な実施機関＞ 

県（総務部     ，保健福祉部），県警察本部，市町村 

第７節 地域における防災体制 

 
 

＜主な実施機関＞ 

県（復興・危機管理部，保健福祉部），県警察本部，市町村 

組織改編による 
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85  第４ 自主防災組織の活動 

  １ （略） 

  ２ 災害発生時の活動 

   （１）から（３）まで （略） 

   （４） 避難の実施 

       市町村長の避難勧告等又は警察官等から避難指示が発令された場合には，

住民に対して周知徹底を図り，迅速かつ円滑に避難場所に誘導する。（略） 

（５）及び（６） （略） 

  ３ （略） 

 第４ 自主防災組織の活動  

１ （略） 

  ２ 災害発生時の活動 

   （１）から（３）まで （略） 

   （４） 避難の実施 

       市町村長      又は警察官等から避難情報が発令された場合には，

住民に対して周知徹底を図り，迅速かつ円滑に避難場所に誘導する。（略） 

（５）及び（６） （略） 

  ３ （略） 

災対法の改正に

よる 

86 第５ 住民及び事業者による地区内の防災活動の推進 

（略） 

市町村は，地域防災計画に地区防災計画を位置づけるよう市町村内の一定の地区

内の住民及び当該地区に事業所を有する事業者から提案を受け，必要があると認め

るときは，市町村地域防災計画に地区防災計画を定める。 

                                    

                                     

                                     

                                     

                        

第５ 住民及び事業者による地区内の防災活動の推進 

（略） 

市町村は，地域防災計画に地区防災計画を位置づけるよう市町村内の一定の地区

内の住民及び当該地区に事業所を有する事業者から提案を受け，必要があると認め

るときは，市町村地域防災計画に地区防災計画を定める。 

市町村は，個別避難計画が作成されている避難行動要支援者が居住する地区にお

いて，地区防災計画を定める場合は，地域全体での避難が円滑に行われるよう，個別

避難計画で定められた内容を前提とした避難支援の役割分担及び支援内容を整理

し，両計画の整合が図られるよう努めるものとする。また，訓練等により，両計画の

一体的な運用が図られるよう努めるものとする。 

防災基本計画の

修正による 

88 第８節 ボランティアのコーディネート 

第１及び第２ （略） 

第３ 災害ボランティア活動の環境整備 

県及び市町村は，日本赤十宇社，社会福祉協議会，ＮＰＯ・ボランティア等との連

携を図るとともに，中間支援組織（ＮＰＯ・ボランティア等の活動支援や活動調整を

行う組織）を含めた連携体制の構築を図り，災害時において災害ボランティア活動が

円滑に行われるよう，その活動                       

      環境の整備を図る。 

また，県及び市町村は，                 行政・ＮＰＯ・ボラ

ンティア等の三者で連携し，平常時の登録，研修    制度，災害時における災害

ボランティア活動の受入れや，調整を行う体制，災害ボランティア活動の拠点の確

保，活動上の安全確保，被災者ニーズ等の情報提供方策等について        

         意見交換を行う情報共有会議の整備・強化を推進するものとす

る。（略） 

 第４ （略） 

第８節 ボランティアのコーディネート 

第１及び第２ （略） 

第３ 災害ボランティア活動の環境整備 

県及び市町村は，日本赤十宇社，社会福祉協議会，ＮＰＯ・ボランティア等との連

携を図るとともに，中間支援組織（ＮＰＯ・ボランティア等の活動支援や活動調整を

行う組織）を含めた連携体制の構築を図り，災害時において災害ボランティアが自主

性に基づきその支援力を向上し，県及び市町村，住民，他の支援団体と連携・協働し

て活動できる環境の整備を図る。 

また，県及び市町村は，防災ボランティアの活動環境として，行政・ＮＰＯ・ボラ

ンティア等の三者で連携し，平常時の登録，研修や訓練の制度，災害時における災害

ボランティア活動の受入れや，調整を行う体制，災害ボランティア活動の拠点の確

保，活動上の安全確保，被災者ニーズ等の情報提供方策等について整備を推進すると

ともに，そのための意見交換を行う情報共有会議の整備・強化を，研修や訓練を通じ

て推進するものとする。（略） 

第４ （略） 

防災基本計画の

修正による 
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89 第５ 一般ボランティアのコーディネート体制 

 １ （略） 

 ２ 行政の支援 

  （１） （略） 

  （２） 広域でのサポート体制の構築 

      県は，大規模災害発生時の災害ボランティアセンターの設置・運営に備え，

県内外を含め，広域でのサポート体制を構築しておくよう努める。 

第６ （略） 

第５ 一般ボランティアのコーディネート体制 

 １ （略） 

 ２ 行政の支援 

  （１） （略） 

  （２） 広域でのサポート体制の構築 

      県は，大規模災害  時の災害ボランティアセンターの設置・運営に備え，

県内外を含め，広域でのサポート体制を構築しておくよう努める。 

第６ （略） 

記述の適正化 

91 第９節 企業等の防災対策の推進 

 
 

＜主な実施機関＞ 

県（総務部     ，保健福祉部，経済商工観光部，土木部） 

第９節 企業等の防災対策の推進 

 
 

＜主な実施機関＞ 

県（復興・危機管理部，保健福祉部，経済商工観光部，土木部） 

組織改編による 

91 第１ （略） 

第２ 企業等の役割 

 １ 企業等の活動 

（１） 企業等の防災上の位置づけ 

（略） 

なお，事業者は，豪雨や暴風などで屋外移動が危険な状況であるときには従

業員等が屋外を移動することのないよう，               

            テレワークの実施，時差出勤，計画的休業など不要

不急の外出を控えさせるための適切な措置を講ずるよう努める。 

（２）から（５）まで （略） 

第１ （略） 

第２ 企業等の役割 

 １ 企業等の活動 

（１） 企業等の防災上の位置づけ 

（略） 

なお，事業者は，豪雨や暴風などで屋外移動が危険な状況であるときには従

業員等が屋外を移動することのないよう，また，避難を実施する場合における

混雑・混乱等を防ぐため，テレワークの実施，時差出勤，計画的休業など不要

不急の外出を控えさせるための適切な措置を講ずるよう努める。 

（２）から（５）まで （略） 

防災基本計画の

修正による 

93 第１ （略） 

第２ 企業等の役割 

 １ （略） 

 ２ 県，市町村及び防災関係機関の役割 

（１）から（３）まで （略） 

（４） 避難確保計画に対する助言及び指導 

県及び市町村は，要配慮者利用施設の避難確保計画や避難訓練の実施状況

等について，定期的に確認するよう努める。               

                                  

第１ （略） 

第２ 企業等の役割 

 １ （略） 

 ２ 県，市町村及び防災関係機関の役割 

（１）から（３）まで （略） 

（４） 避難確保計画に対する助言及び指導 

県及び市町村は，要配慮者利用施設の避難確保計画や避難訓練の実施状況

等について，定期的に確認するよう努める。市町村は，当該施設の所有者又は

管理者に対して，必要に応じて，円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要

防災基本計画の

修正による 
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             （略） な助言等を行うものとする。（略） 

94 第10節 情報通信網の整備 

 
 

＜主な実施機関＞ 

県（総務部，        ，震災復興・企画部，土木部），県警察本部，市町村，

防災関係機関，各放送事業者 

第10節 情報通信網の整備 

 
 

＜主な実施機関＞ 

県（総務部，復興・危機管理部，企画部     ，土木部），県警察本部，市町村，

防災関係機関，各放送事業者 

組織改編による 

96 第１ （略） 

第２ 県における災害通信網の整備 

 １及び２ （略） 

 ３ 県と国を結ぶ防災無線網等の整備 

（１） （略） 

（２） 防災情報の早期収集，情報伝達の迅速化等の災害対策に万全を期すため，

内閣総理大臣官邸及び非常災害対策本部                

                    と県災害対策本部等との間に，

緊急連絡用の無線回線（中央防災無線）を整備し運用する。 

第１ （略） 

第２ 県における災害通信網の整備 

 １及び２ （略） 

 ３ 県と国を結ぶ防災無線網等の整備 

（１） （略） 

（２） 防災情報の早期収集，情報伝達の迅速化等の災害対策に万全を期すため，

首相官邸    及び政府本部（「特定災害対策本部，非常災害対策本部又

は緊急災害対策本部」をいう。以下同じ。）と県災害対策本部等との間に，

緊急連絡用の無線回線（中央防災無線）を整備し運用する。 

記述の適正化， 

防災基本計画の

修正による 

96  ４ 総合防災情報システムの機能拡充 

   （略） 

  （１） （略） 

  （２）   防災担当者が所持する携帯電話に気象特別警報，気象警報，震度情報

（震度４以上） 及び大津波警報，津波警報，津波注意報等を一斉伝達し，

緊急時における職員参集等，迅速な初動体制の確保を図る。 

 ４ 総合防災情報システムの機能拡充 

   （略） 

  （１） （略） 

   （２） 県の防災担当者が所持する携帯電話に気象特別警報，気象警報，震度情報

（震度４以上） 及び大津波警報，津波警報，津波注意報等を一斉伝達し，

緊急時における職員参集等，迅速な初動体制の確保を図る。 

記述の適正化 

 

96 ５ 大規模災害時緊急情報連絡システムの整備 

大規模・広範囲な災害が発生したときに，県が保有する正確かつ適切な最新情報

（避難指示・勧告，被害状況等）をテレビ・ラジオ等を通して，知事等が直接リア

ルタイムで庁議室の控室にあるテレビスタジオから県民に提供するシステムを整備

し運用する。（略） 

  ６から12まで （略） 

５ 大規模災害時緊急情報連絡システムの整備 

大規模・広範囲な災害が発生したときに，県が保有する正確かつ適切な最新情報

（避難情報   ，被害状況等）をテレビ・ラジオ等を通して，知事等が直接リア

ルタイムで庁議室の控室にあるテレビスタジオから県民に提供するシステムを整備

し運用する。（略） 

６から12まで （略） 

災対法の改正に

よる 

100 第３ 市町村における災害通信網の整備 

１から３まで （略） 

４ 地域住民等に対する通信手段の整備 

 （１）及び（２） （略） 

 （３） 情報伝達手段の注意事項 

人口や面積の規模が大きい市町村において，夜間や早朝に突発的局地的豪

雨が発生した場合，自動的に配信される情報伝達手段による避難勧告等につい

て，必要なエリアに伝達することが有効であると考えられる。 

第３ 市町村における災害通信網の整備 

１から３まで （略） 

４ 地域住民等に対する通信手段の整備 

 （１）及び（２） （略） 

 （３） 情報伝達手段の注意事項 

人口や面積の規模が大きい市町村において，夜間や早朝に突発的局地的豪

雨が発生した場合，自動的に配信される情報伝達手段による避難情報 につい

て，必要なエリアに伝達することが有効であると考えられる。 

災対法の改正に

よる 
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   （４） （略）  （４） （略） 

105 第11節 職員の配備体制 

第２ 県の配備体制 

１ 災害対策本部 

   （１） （略） 

   （２） 指揮命令系統 

知事が不在等により災害対策本部長として指揮を執れない場合，副知事，

総務部長     の順に指揮を執る。各地方支部又は地域部において地方

振興事務所長又は地方振興事務所地域事務所長が指揮を執れない場合，副所

長がこれに代わる。以下の順位については，各地方支部又は地域部毎に別途

定める。 

第11節 職員の配備体制 

第２ 県の配備体制 

１ 災害対策本部 

   （１） （略） 

   （２） 指揮命令系統 

知事が      災害対策本部長として指揮を執れない場合，副知事，

復興・危機管理部長の順に指揮を執る。各地方支部又は地域部において地方

振興事務所長又は地方振興事務所地域事務所長が指揮を執れない場合，副所

長がこれに代わる。以下の順位については，各地方支部又は地域部毎に別途

定める。 

記述の適正化， 

組織改編による 

106 （３） 災害対策本部の設置及び廃止 

    （略） 

（公表先機関，及び担当課） 

公表先 
国 

（消防庁） 
（略） 市町村 （略） 

防災関係機

関 

担当課 
危機対策課

     
（略） 

危機対策課

     
（略） 

危機対策課

    

（４）及び（５） （略） 

  ２及び３ （略） 

（３） 災害対策本部の設置及び廃止 

   （略） 

（公表先機関，及び担当課） 

公表先 
国 

（消防庁） 
（略） 市町村 （略） 

防災関係機

関 

担当課 
復興・危機管

理総務課 
（略） 

復興・危機管

理総務課 
（略） 

復興・危機管

理総務課 

（４）及び（５） （略） 

  ２及び３ （略） 

組織改編による 

106 （４） 本部の運営 

    （略） 

  イからニまで （略） 

ホ 非常（緊急）災害現地対策本部  との連携 

県災害対策本部は，国が非常（緊急）災害現地対策本部    を設置した

ときは，当該現地対策本部と密接な連携を図り，適切な災害応急対策の実施に

努める。 

（５） （略） 

（４） 本部の運営 

    （略） 

  イからニまで （略） 

ホ 特定（非常又は緊急）災害現地対策本部との連携 

県災害対策本部は，国が特定（非常又は緊急）災害現地対策本部を設置した

ときは，当該現地対策本部と密接な連携を図り，適切な災害応急対策の実施に

努める。 

（５） （略） 

防災基本計画の

修正による 

107 ４ 県職員の動員配備 

  （１）及び（２） （略） 

  （３） 伝達系統 

       （図略） 

 

  （４）から（８）まで （略） 

５ （略） 

４ 県職員の動員配備 

  （１）及び（２） （略） 

  （３） 伝達系統 

       （図略） 

※図中，「危機対策課」を「復興・危機管理総務課」に修正 

  （４）から（８）まで （略） 

５ （略） 

組織改編による 
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110 （新設） 第７ 感染症対策 

県，市町村及び防災関係機関は，災害対応に当たる職員等のマスクの着用，定期

的な手洗い及び消毒等の感染症対策を徹底する。 

防災基本計画の

修正による 

110 第７ マニュアルの作成 

   （略） 

第８ マニュアルの作成 

  （略） 
条項ずれ 

110 第８ 業務継続計画（ＢＣＰ） 

   （略） 

第９ 業務継続計画（ＢＣＰ） 

  （略） 
条項ずれ 

112 第12節 防災拠点等の整備・充実 

第１及び第２ （略） 

第３ 防災拠点機能の確保・充実 

１ 県，市町村及び防災関係機関は，                     

                                   それ

ぞれの機関の防災中枢機能を果たす施設・設備の充実及び災害に対する安全性の確

保，総合的な防災機能を有する拠点・街区の整備，推進に努めるとともに，保有す

る施設・設備について，代替エネルギーシステムや電動車の活用を含め自家発電設

備，ＬＰガス災害用バルク，燃料貯蔵設備等の整備や，十分な期間（最低３日間）

の発電が可能となるような燃料の備蓄等を行い，平常時から点検，訓練等に努め

る。（略） 

２から４まで （略） 

第12節 防災拠点等の整備・充実 

第１及び第２ （略） 

第３ 防災拠点機能の確保・充実 

１ 県，市町村及び防災関係機関は，洪水浸水想定区域，雨水出水浸水想定区域又は

高潮浸水想定区域、土砂災害警戒区域，雪崩災害の危険箇所等に配慮しつつ，それ

ぞれの機関の防災中枢機能を果たす施設・設備の充実及び災害に対する安全性の確

保，総合的な防災機能を有する拠点・街区の整備，推進に努めるとともに，保有す

る施設・設備について，代替エネルギーシステムや電動車の活用を含め自家発電設

備，ＬＰガス災害用バルク，燃料貯蔵設備等の整備や，十分な期間（最低３日間）

の発電が可能となるような燃料の備蓄等を行い，平常時から点検，訓練等に努め

る。（略） 

２から４まで （略） 

防災基本計画の

修正による 

114 第４及び第５ （略） 

第６ 防災用資機材の確保対策 

１ 地域内での確保対策 

（略） 

なお，燃料については，あらかじめ，石油販売業者と燃料の優先供給についての

協定の締結を推進するとともに，平時 から受注機会の増大などに配慮するよう努

める。 

第４及び第５ （略） 

第６ 防災用資機材の確保対策 

１ 地域内での確保対策 

（略） 

なお，燃料については，あらかじめ，石油販売業者と燃料の優先供給についての

協定の締結を推進するとともに，平常時から受注機会の増大などに配慮するよう努

める。 

記述の適正化 

115 第13節 相互応援体制の整備 

第１ （略） 

 第２ 相互応援体制の整備 

１ 受入れ体制の整備 

県，市町村及び防災関係機関は，災害の規模や被災地のニーズに応じて円滑に他

の都道府県，市町村及び防災関係機関から応援を受けることができるよう，防災業

務計画や地域防災計画等に応援計画や受援計画をそれぞれ位置づけるよう努め，応

援先・受援先の指定，応援・受援に関する連絡・要請の手順，災害対策本部との役

割分担・連絡調整体制，応援機関の活動拠点，応援要員の集合・配置体制や資機材

等の集積・輸送体制等について実効性の確保に努め，必要な準備を整える。 

第13節 相互応援体制の整備 

第１ （略） 

 第２ 相互応援体制の整備 

１ 受入れ体制の整備 

県，市町村及び防災関係機関は，災害の規模や被災地のニーズに応じて円滑に他

 都道府県，市町村及び防災関係機関から応援を受けることができるよう，防災業

務計画や地域防災計画等に応援計画や受援計画をそれぞれ位置づけるよう努め，応

援先・受援先の指定，応援・受援に関する連絡・要請の手順，災害対策本部との役

割分担・連絡調整体制，応援機関の活動拠点，応援要員の集合・配置体制や資機材

等の集積・輸送体制等について実効性の確保に努め，必要な準備を整える。 

記述の適正化， 

防災基本計画の

修正による 
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県及び市町村は，国や他の地方公共団体等からの応援職員等を迅速・的確に受け

入れて情報共有や各種調整等を行うための受援体制の整備に努める。特に，庁内全

体及び各業務担当部署における受援担当者の選定や応援職員等の執務スペースの確

保を行う。                                

                                     

    

２及び３ （略） 

第３ （略） 

県及び市町村は，国や他の地方公共団体等からの応援職員等を迅速・的確に受け

入れて情報共有や各種調整等を行うための受援体制の整備に努める。特に，庁内全

体及び各業務担当部署における受援担当者の選定や応援職員等の執務スペースの確

保を行う。その際は，新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため，会議室

のレイアウトの工夫やテレビ会議の活用など，適切な空間の確保に配慮するものと

する。 

２及び３ （略） 

第３ （略） 

116 第４ 県による市町村への応援 

１ 市町村への応援体制の確立 

   （１） （略） 

（２） 大規模災害発生時等の対応 

（略） 

２及び３ （略） 

 第５及び第６ （略） 

第４ 県による市町村への応援 

１ 市町村への応援体制の確立 

   （１） （略） 

（２） 大規模災害  時等の対応 

（略） 

２及び３ （略） 

 第５及び第６ （略） 

記述の適正化 

118 第７ 他都道府県との応援体制の整備 

１及び２ （略） 

３ 総務省の被災市区町村応援職員確保システム 

県は，「被災市区町村応援職員確保システムに関する要綱」に基づく被災市町村 

における災害対応業務を支援するための連絡調整体制を整備する。 

４ （略） 

第７ 他都道府県との応援体制の整備 

１及び２ （略） 

３ 総務省の応急対策職員派遣制度       

県は，「応急対策職員派遣制度       に関する要綱」に基づく被災市町村

における災害対応業務を支援するための連絡調整体制を整備する。 

４ （略） 

防災基本計画の

修正による 

118 ５ 相互応援体制の強化充実 

（１） （略） 

（２） 受援体制の整備 

（略） 

県及び市町村は，訓練等を通じて，被災市区町村応援職員確保システムを

活用した応援職員の受け入れについて，活用方法の習熟，発災時における円

滑な活用の促進に努める。 

５ 相互応援体制の強化充実 

（１） （略） 

（２） 受援体制の整備 

（略） 

県及び市町村は，訓練等を通じて，応急対策職員派遣制度      を

活用した応援職員の受け入れについて，活用方法の習熟，災害時における円

滑な活用の促進に努める。 

防災基本計画の

修正による 

118  （３） 連携体制の構築 

県は，国又は他の都道府県への応援要請が迅速に行えるよう，あらかじめ

国又は他の都道府県と要請の手順，連絡調整窓口，連絡の方法を取り決めて

おくとともに，連絡先の共有を徹底しておくなど，必要な準備を整えてお

く。 

（４）及び（５） （略） 

（３） 連携体制の構築 

県は，国又は他 都道府県への応援要請が迅速に行えるよう，あらかじめ

国又は他 都道府県と要請の手順，連絡調整窓口，連絡の方法を取り決めて

おくとともに，連絡先の共有を徹底しておくなど，必要な準備を整えてお

く。 

（４）及び（５） （略） 

記述の適正化 

121 第15 関係団体との連携強化 第15 関係団体との連携強化 防災基本計画の
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県及び市町村は，他市町村等関係機関間や，平常時からその所管事務に関係する

企業，団体等との間で応援協定の締結を進めるとともに，あらかじめ応援部隊の活

動拠点を確保し訓練を実施するほか，訓練等を通じて，発災時の連絡先，要請手続

きの確認を行う，活動拠点に係る関係機関との情報の共有を図るなど，日頃から連

携強化を進めることにより，災害発生時に各主体が迅速かつ効果的な災害応急対策

等が行える体制の整備に努める。 

また，民間事業者に委託可能な災害対策に係る業務（被災情報の整理，支援物資

の管理・輸送，      等）については，あらかじめ民間事業者との間で協定

を締結しておく，輸送拠点として活用可能な民間事業者の管理する施設を把握して

おくなど，民間事業者のノウハウや能力等の活用を図る。 

県及び市町村は，他市町村等関係機関間や，平常時からその所管事務に関係する

企業，団体等との間で応援協定の締結を進めるとともに，あらかじめ応援部隊の活

動拠点を確保し訓練を実施するほか，訓練等を通じて，災害時の連絡先，要請手続

きの確認を行う，活動拠点に係る関係機関との情報の共有を図るなど，日頃から連

携強化を進めることにより，災害  時に各主体が迅速かつ効果的な災害応急対策

等が行える体制の整備に努める。 

また，民間事業者に委託可能な災害対策に係る業務（被災情報の整理，支援物資

の管理・輸送，避難者の運送等）については，あらかじめ民間事業者との間で協定

を締結しておく，輸送拠点として活用可能な民間事業者の管理する施設を把握して

おくなど，民間事業者のノウハウや能力等の活用を図る。 

修正による 

122 第14節 医療救護体制・福祉支援体制の整備 

第１ （略） 

第２ 医療救護体制の整備 

１ 県の役割 

   （１） 医療救護活動に関する調整組織の設置 

      （略） 

名称 設置・出務場所 業務内容 

（略） 

災害医療コー

ディネーター 

（略） 

（新設） 

 

（新設） 

 

災害時小児周産

期リエゾン 

（略） 

 

第14節 医療救護体制・福祉支援体制の整備 

第１ （略） 

第２ 医療救護体制の整備 

１ 県の役割 

   （１） 医療救護活動に関する調整組織の設置 

      （略） 

名称 設置・出務場所 業務内容 

（略） 

災害医療コー

ディネーター 

（略） 

県災害薬事コー

ディネーター 

災害医療本部内 医薬品供給･薬剤師派遣に関する情報収

集･調整及び一次医薬品集積所の管理 

地域災害薬事連

絡調整員 

地域災害医療支部内 管内の医薬品供給･薬剤師活動に関する情

報収集･調整及び二次医薬品集積所の管理 

災害時小児周産

期リエゾン 

（略） 

 

災害時薬事関連

業務マニュアル

策定による 

123 （図略） （図略） 

※「宮城県災害医療救護体制図」中，「保健福祉部次長」を「保健福祉部副部長」に，

「疾病・感染症対策室長」を「疾病・感染症対策課長」に各々修正 

組織改編による 

123    （２） 災害医療本部 

      イ （略） 

      ロ 本部長は保健福祉部次長 （技術担当），副本部長は医療政策課長とす

る。本部員は健康推進課長，疾病・感染症対策室長，障害福祉課長及び薬

務課長とし，事務局は医療政策課及び関係各課室の職員とする。 

      ハ （略） 

   （２） 災害医療本部 

      イ （略） 

      ロ 本部長は保健福祉部副部長（技術担当），副本部長は医療政策課長とす

る。本部員は健康推進課長，疾病・感染症対策課長，障害福祉課長及び薬

務課長とし，事務局は医療政策課及び関係各課室の職員とする。 

      ハ （略） 

組織改編による 
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124 ニ （略） 

      （新設） 

 

 

ホ （略） 

ヘ （略） 

ニ （略） 

ホ 災害医療本部に，県災害薬事コーディネ－ターを置き，災害時の県全体

の医薬品供給･薬剤師派遣に関する情報収集･調整及び一次医薬品集積所の

管理を行う。 

ヘ （略） 

ト （略） 

災害時薬事関連

業務マニュアル

策定による， 

条項ずれ 

124 （３） 地域災害医療支部 

 （略） 

   ホ （略） 

   （新設） 

 

 

ヘ （略） 

（３） 地域災害医療支部 

   （略） 

   ホ （略） 

   ヘ 地域災害医療支部に，地域災害薬事連絡調整員を置き，災害時の管内の

医薬品供給･薬剤師活動に関する情報収集･調整及び二次医薬品集積所の管

理を行う。 

   ト （略） 

災害時薬事関連

業務マニュアル

策定による， 

条項ずれ 

131 第３ 医療救護体制に係る情報連絡体制の整備 

２ 医療救護活動に関する情報連絡体制 

（１） （略） 

（２） 宮城県救急医療情報システム（災害モード）による連絡体制 

      イ （略） 

宮城県救急医療情報システム 

（略）平成19年度に災害モードを導入，大規模災害発生時は災害モー

ドに切り替わる。 

（略） 

（３） （略） 

  ３ （略） 

第３ 医療救護体制に係る情報連絡体制の整備 

２ 医療救護活動に関する情報連絡体制 

（１） （略） 

（２） 宮城県救急医療情報システム（災害モード）による連絡体制 

       （略） 

宮城県救急医療情報システム 

（略）平成19年度に災害モードを導入，大規模災害  時は災害モー

ドに切り替わる。 

（略） 

（３） （略） 

  ３ （略） 

記述の適正化 

132 第４ 医薬品等及び輸血用血液の備蓄・供給体制 

１ 医薬品，衛生材料，医療用品及び医療器具の整備 

（１）及び（２） （略） 

 （３） 市町村は，  地域薬剤師会（仙台市は（一社）仙台市薬剤師会）と発災

時の医薬品供給に関する協定を締結するなどにより，医療救護所で使用する

医薬品等の確保に努める。 

 （４）及び（５） （略） 

２ （略） 

第４ 医薬品等及び輸血用血液の備蓄・供給体制 

１ 医薬品，衛生材料，医療用品及び医療器具の整備 

（１）及び（２） （略） 

（３） 市町村は，地区地域薬剤師会（仙台市は（一社）仙台市薬剤師会）と災害

時の医薬品供給に関する協定を締結するなどにより，医療救護所で使用する

医薬品等の確保に努める。 

（４）及び（５） （略） 

２ （略） 

記述の適正化， 

防災基本計画の

修正による 

133 ３ 薬剤師の確保 

（１） 県は，（一社）宮城県薬剤師会及び（一社）宮城県病院薬剤師会と締結し

た「災害時における医療救護活動に関する協定」に基づき，薬剤師の派遣を

要請し，医薬品等集積所，救護所等での調剤，医薬品等の仕分け，在庫管

理，服薬指導 を行う。 

３ 薬剤師の確保 

（１） 県は，（一社）宮城県薬剤師会及び（一社）宮城県病院薬剤師会と締結し

た「災害時における医療救護活動に関する協定」に基づき，薬剤師の派遣を

要請し，医薬品等集積所，救護所等での調剤，医薬品等の仕分け，在庫管

理，服薬指導等を行う。 

災害時薬事関連

業務マニュアル

策定による 
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133 （２） 市町村は，医療救護所で医薬品の管理等を行う薬剤師の派遣について，郡

市医師会や  地域薬剤師会（仙台市は（一社）仙台市薬剤師会）とあらか

じめ協議しておく。 

 第５及び第６ （略） 

（２） 市町村は，医療救護所で医薬品の管理等を行う薬剤師の派遣について，郡

市医師会や地区地域薬剤師会（仙台市は（一社）仙台市薬剤師会）とあらか

じめ協議しておく。 

第５及び第６ （略） 

記述の適正化 

133 第７ 福祉支援体制の整備 

（略） 

このため，宮城県災害福祉広域支援ネットワーク協議会（県，県内市町村，宮城

県社会福祉協議会，福祉関係団体等により構成）を基盤として広域的な福祉支援

ネットワークの構築を図るとともに，避難所の高齢者，障害者，乳幼児等に対して

支援を行うための福祉・介護の専門職から構成される宮城県災害派遣福祉チーム

（     以下「災害派遣福祉チーム」という。）の派遣体制の整備に努める。 

第７ 福祉支援体制の整備 

（略） 

このため，宮城県災害福祉広域支援ネットワーク協議会（県，県内市町村，宮城

県社会福祉協議会，福祉関係団体等により構成）を基盤として広域的な福祉支援

ネットワークの構築を図るとともに，避難所の高齢者，障害者，乳幼児等に対して

支援を行うための福祉・介護の専門職から構成される宮城県災害派遣福祉チーム

（ＤＷＡＴ。以下「災害派遣福祉チーム」という。）の派遣体制の整備に努める。 

防災基本計画の

修正による 

133 １ 災害派遣福祉チームの体制の整備 

（１） 災害派遣福祉チームの派遣スキーム 

災害派遣福祉チームの派遣スキームは次のとおりとする。 

                                 

              

（略） 

１ 災害派遣福祉チームの体制の整備 

（１） 災害派遣福祉チームの派遣スキーム 

災害派遣福祉チームの派遣スキームは次のとおりとする。 

※被災都道府県に対する派遣に当たっては，スキーム内の「市町村」を「被

災都道府県」に読み替える。 

（略） 

防災基本計画の

修正による 

134  （２） 災害派遣福祉チームの体制における役割（平時 ） 

イ 県の役割 

（イ） （略） 

（ロ） 災害時における福祉チームの相互派遣が実施できるよう，他の都道

府県との連携体制の整備を行う。 

（ハ） （略） 

ロからホまで （略） 

（２） 災害派遣福祉チームの体制における役割（平常時） 

イ 県の役割 

（イ） （略） 

（ロ） 災害時における福祉チームの相互派遣が実施できるよう，他 都道

府県との連携体制の整備を行う。 

（ハ） （略） 

ロからホまで （略） 

記述の適正化 

135  （３） 災害派遣福祉チームの体制における役割（災害時） 

イ 県の役割 

（イ） 市町村                   のチーム派遣要

請を受け，情報収集を行い，災害派遣福祉チームの派遣の決定を行

う。 

（ロ） （略） 

      ロからホまで （略） 

（３） 災害派遣福祉チームの体制における役割（災害時） 

イ 県の役割 

（イ） 市町村又は国（厚生労働省）若しくは被災都道府県のチーム派遣要

請を受け，情報収集を行い，災害派遣福祉チームの派遣の決定を行

う。 

（ロ） （略） 

      ロからホまで （略） 

防災基本計画の

修正による 

135 ２ 災害派遣福祉チームの体制の整備に関する研修等の実施 

（略） 

また，発災時に避難所等において災害派遣福祉チームが円滑に活動できるよう，防

災訓練等への参画を行う。 

２ 災害派遣福祉チームの体制の整備に関する研修等の実施 

（略） 

また，災害時に避難所等において災害派遣福祉チームが円滑に活動できるよう，防

災訓練等への参画を行う。 

防災基本計画の

修正による 
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136 第15節 緊急輸送体制の整備 

 
 

＜主な実施機関＞ 

県（総務部     ，震災復興・企画部，農政部，水産林政部，土木部），県警察本

部，東北地方整備局，（公社）宮城県トラック協会 

第15節 緊急輸送体制の整備 

 
 

＜主な実施機関＞ 

県（復興・危機管理部，企画部     ，農政部，水産林政部，土木部），県警察本

部，東北地方整備局，（公社）宮城県トラック協会 

組織改編による 

138 第１から第５まで （略） 

第６ 緊急輸送体制 

１ 緊急通行車両に係る確認手続き 

災害が発生し，又は発生するおそれがある場合は，災害対策基本法に基づき，知事

及び県公安委員会が緊急通行車両に関する確認事務を行う。（略） 

  ２から６まで （略） 

第１から第５まで （略） 

第６ 緊急輸送体制 

１ 緊急通行車両に係る確認手続き 

災害時                  は，災害対策基本法に基づき，知事

及び県公安委員会が緊急通行車両に関する確認事務を行う。（略） 

  ２から６まで （略） 

防災基本計画の

修正による 

139 第７ 港湾・漁港機能の確保 

港湾管理者及び漁港管理者は，発災後の緊急輸送及び地域産業の速やかな復旧・復

興を図るため，関係機関との連携の下，仙台塩釜港港湾機能継続協議会等を通じて発

災時における港湾・漁港機能の維持・継続のための対策を検討する。 

（略） 

第７ 港湾・漁港機能の確保 

港湾管理者及び漁港管理者は，発災後の緊急輸送及び地域産業の速やかな復旧・復

興を図るため，関係機関との連携の下，仙台塩釜港港湾機能継続協議会等を通じて災

害時における港湾・漁港機能の維持・継続のための対策を検討する。 

（略） 

防災基本計画の

修正による 

140 第16節 避難対策 

 
 

＜主な実施機関＞ 

県（総務部     ，震災復興・企画部，保健福祉部，農政部，水産林政部，土木

部，教育庁），県警察本部，市町村 

第16節 避難対策 

 
 

＜主な実施機関＞ 

県（復興・危機管理部，企画部     ，保健福祉部，農政部，水産林政部，土木

部，教育庁），県警察本部，市町村 

組織改編による 

140 第１ 目的 

大規模災害発生時には，避難者が多数発生するおそれがある。（略） 

第１ 目的 

大規模災害  時には，避難者が多数発生するおそれがある。（略） 

記述の適正化 

140 第２ 避難誘導体制 

    市町村は避難勧告等について，河川管理者，水防管理者及び仙台管区気象台等の

協力を得つつ，あらかじめ，避難勧告等の発令区域やタイミングを設定する。この

際，水害と土砂災害，複数河川の氾濫，台風等による高潮と河川洪水の同時発生等，

複合的な災害が発生することを考慮するよう努めるものとする。 

    県は，市町村に対し，避難勧告等の発令基準策定の支援を行うなど，市町村の防災

体制確保に向けた支援を行う。また，市町村は，躊躇なく避難勧告等を発令できるよ

う，平常時から災害時における優先すべき業務を絞り込むとともに，当該業務を遂行

第１ （略） 

第２ 避難誘導体制 

    市町村は避難情報 について，河川管理者，水防管理者及び仙台管区気象台等の

協力を得つつ，あらかじめ，避難情報 の発令区域やタイミングを設定する。この

際，水害と土砂災害，複数河川の氾濫，台風等による高潮と河川洪水の同時発生等，

複合的な災害が発生することを考慮するよう努めるものとする。 

    県は，市町村に対し，避難情報 の発令基準策定の支援を行うなど，市町村の防災

体制確保に向けた支援を行う。また，市町村は，躊躇なく避難情報 を発令できるよ

災対法の改正に
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するための役割を分担するなど，全庁をあげた体制の構築に努める。（略） 

また，水防団等と協議し，発災時の避難誘導に関する計画を作成し，訓練を行う。

（略） 

う，平常時から災害時における優先すべき業務を絞り込むとともに，当該業務を遂行

するための役割を分担するなど，全庁をあげた体制の構築に努める。（略） 

また，水防団等と協議し，災害時の避難誘導に関する計画を作成し，訓練を行う。

（略） 

140 第３ 水害，土砂災害，高潮災害における避難勧告等 

１ 避難情報と警戒レベル 

警戒レベルとは，災害発生のおそれの高まりに応じて「居住者等がとるべき行動」

を５段階に分け，「居住者等がとるべき行動」と「当該行動を居住者等に促す情報」

とを関連付けるものである。 

市町村が避難勧告等を発令する場合又は仙台管区気象台が大雨注意報等該当する

防災気象情報を発表する場合には，災害の切迫度に応じて，５段階の警戒レベルを用

いて提供すること等を通して，受け手側が情報の意味を直感的に理解し，警戒レベル

に対応した避難行動がわかるような避難情報の提供に努めるものとする。 

                                    

                                     

                                     

                                     

                                     

                               

県民は，「自らの命は自らが守る」という意識を持ち，避難勧告等が発令された場

合はもちろんのこと，発令される前であっても仙台管区気象台等が発表する防災気

象情報に十分留意し，災害が発生する前に自らの判断で自発的に避難することが望

まれる。 

第３ 水害，土砂災害，高潮災害における避難情報  

１ 避難情報と警戒レベル 

警戒レベルとは，災害発生のおそれの高まりに応じて「居住者等がとるべき行動」

を５段階に分け，「居住者等がとるべき行動」と「当該行動を居住者等に促す情報」

とを関連付けるものである。 

市町村が避難情報 を発令する場合又は仙台管区気象台が大雨注意報等該当する

防災気象情報を発表する場合には，災害の切迫度に応じて，５段階の警戒レベルを用

いて提供すること等を通して，受け手側が情報の意味を直感的に理解し，警戒レベル

に対応した避難行動がわかるような避難情報の提供に努めるものとする。 

高齢者等避難及び避難指示が発令された場合の避難行動としては，指定緊急避難

場所，安全な親戚・知人宅，ホテル・旅館等への避難を基本とするものの，ハザード

マップ等を踏まえ，自宅等で身の安全を確保することができる場合は，住民自らの判

断で「屋内安全確保」を行うことや，避難時の周囲の状況等により，指定緊急避難場

所等への避難がかえって危険を伴う場合は，「緊急安全確保」を行うべきことについ

て市町村は，日頃から住民等への周知徹底に努めるものとする。 

県民は，「自らの命は自らが守る」という意識を持ち，避難情報 が発令された場

合はもちろんのこと，発令される前であっても仙台管区気象台等が発表する防災気

象情報に十分留意し，災害が発生する前に自らの判断で自発的に避難することが望

まれる。 

災対法の改正に

よる， 

防災基本計画の

修正による 

141 警戒レ

ベル 
居住者がとるべき行動 行動を居住者等に促す情報 

発令・ 

発表者 

警戒レ

ベル５ 

既に災害が発生している状況で

あり，命を守るための最善の行

動をする。 

災害発生情報 （略） 

警戒レ 

ベル４ 

・危険な場所から指定緊急避難

場所等への立退き避難を基本

とする避難行動をとる。 

・災害が発生するおそれが極め

避難勧告 

避難指示（緊急） 

警戒レ

ベル 
居住者がとるべき行動 行動を居住者等に促す情報 

発令・ 

発表者 

警戒レ

ベル５ 

命の危険 直ちに安全確保！ 

              

      

緊急安全確保 （略） 

警戒レ 

ベル４ 

・危険な場所から全員避難（立退

き避難又は屋内安全確保） 

            

              

避難指示 

災対法の改正に

よる 
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て高い状況等で，指定緊急避

難場所への立退き避難はか

えって命に危険を及ぼしかね

ないと自ら判断する場合に

は，近隣の安全な場所への避

難や建物内のより安全な部屋

への移動等の緊急の避難をす

る。 

警戒レ

ベル３ 

避難に時間のかかる高齢者等の

要配慮者は危険な場所から立退

き避難する。その他の人は立退

き避難の準備をし，自発的に避

難する。 

避難準備・高齢者等避難開始 

警戒レ

ベル２ 

ハザードマップ等により災害リ

スク，避難場所や避難経路，避難

のタイミング等の再確認，避難

情報の把握手段の再確認・注意

など，避難に備え自らの避難行

動を確認する。 

（略） 

警戒レ

ベル１ 

防災気象情報等の最新情報に注

意するなど，災害への心構えを

高める。 

（略） 

 

             

             

             

             

             

             

             

   

警戒レ

ベル３ 

危険な場所から高齢者等は避難

（立退き避難又は屋内安全確

保）            

              

     

高齢者等避難        

警戒レ

ベル２ 

自らの避難行動を確認    

              

              

              

              

        

（略） 

警戒レ

ベル１ 

災害への心構えを高める。  

              

     

（略） 

 

142 ２ 避難勧告等の発令対象区域の設定 

（１） 水害 

市町村は，洪水予報河川と水位周知河川については，水位情報，堤防等の施

設に係る情報，台風情報，洪水警報等により具体的な避難勧告等の発令基準を

設定する。また，避難勧告等の発令対象区域については，水防法に基づき公表

されている洪水浸水想定区域を参考に，区域を設定する。 

その他河川については，氾濫により居住者や地下空間，施設等の利用者に命

の危険を及ぼすと判断したものについて，洪水予報河川と水位周知河川と同

様に具体的な避難勧告等の発令基準を策定する。また，避難勧告等の発令対象

区域については，河川管理者から必要な情報提供，助言等を受けつつ地形や過

２ 避難情報 の発令対象区域の設定 

（１） 水害 

市町村は，洪水予報河川と水位周知河川については，水位情報，堤防等の施

設に係る情報，台風情報，洪水警報等により具体的な避難情報 の発令基準を

設定する。また，避難情報 の発令対象区域については，水防法に基づき公表

されている洪水浸水想定区域を参考に，区域を設定する。 

その他河川については，氾濫により居住者や地下空間，施設等の利用者に命

の危険を及ぼすと判断したものについて，洪水予報河川と水位周知河川と同

様に具体的な避難情報 の発令基準を策定する。また，避難情報 の発令対象

区域については，河川管理者から必要な情報提供，助言等を受けつつ地形や過

災対法の改正に

よる 
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去の浸水実績等の情報も活用し，それぞれの河川の特性に応じて区域を設定

する。 

洪水浸水想定区域は，最大水深を公表しているものであるため，実際の避難

勧告等の発令においては，発令時の河川の状況や決壊等のおそれのある地点

等を考慮する必要があることから，市町村は，河川管理者が算定した洪水規模

別，破堤地点別に浸水が想定される区域を，あらかじめ把握しておくことが望

ましい。 

また，大河川の下流部等では，同一の浸水区域内においても氾濫水の到達に

要する時間に大きな差がある場合がある。そのような場合は，到達時間に応じ

て避難勧告等の発令対象区域を徐々に広げていくという方法も考えられる。 

なお，避難勧告等の発令対象区域については，細分化しすぎるとかえって居

住者等についてわかりにくい場合が多いことから，立退き避難が必要な区域

を示して勧告したり，屋内での安全確保措置の区域を示して勧告したりする

のではなく，命を脅かす洪水等のおそれのある範囲をまとめて発令できるよ

う，発令範囲をあらかじめ具体的に設定するとともに，必要に応じて見直すよ

う努める。 

国及び県は，市町村に対して,これらの基準及び範囲  の設定及び見直し

について，必要な助言等を行う。 

去の浸水実績等の情報も活用し，それぞれの河川の特性に応じて区域を設定

する。 

洪水浸水想定区域は，最大水深を公表しているものであるため，実際の避難

情報 の発令においては，発令時の河川の状況や決壊等のおそれのある地点

等を考慮する必要があることから，市町村は，河川管理者が算定した洪水規模

別，破堤地点別に浸水が想定される区域を，あらかじめ把握しておくことが望

ましい。 

また，大河川の下流部等では，同一の浸水区域内においても氾濫水の到達に

要する時間に大きな差がある場合がある。そのような場合は，到達時間に応じ

て避難情報 の発令対象区域を徐々に広げていくという方法も考えられる。 

なお，安全な場所にいる人まで指定緊急避難場所等へ避難した場合，混雑や

交通渋滞が発生するおそれ等があることから，災害リスクのある区域に情報

絞って避難情報の発令対象区域を                   

                                  

               設定するとともに，必要に応じて見直すよ

う努める。 

国及び県は，市町村に対して,これらの基準及び対象地域の設定及び見直し

について，必要な助言等を行う。 

142 （２） 土砂災害 

市町村は，土砂災害の避難勧告等の発令対象区域は，危険度に応じてできる

だけ絞り込んだ範囲とすることが望ましく，土砂災害警戒区域・危険箇所等を

避難勧告等の発令の対象要素として定めておきつつ，発令時には，大雨警報

（土砂災害）の危険度分布（土砂災害警戒判定メッシュ情報）で危険度が高

まっているメッシュと重なった土砂災害警戒区域・危険箇所等に避難勧告等

を発令することを基本とする。また，状況に応じて，その周辺区域も含めて避

難勧告等を発令することを検討する。（略） 

（２） 土砂災害 

市町村は，土砂災害の避難情報 の発令対象区域は，危険度に応じてできる

だけ絞り込んだ範囲とすることが望ましく，土砂災害警戒区域・危険箇所等を

避難情報 の発令の対象要素として定めておきつつ，発令時には，大雨警報

（土砂災害）の危険度分布                で危険度が高

まっているメッシュと重なった土砂災害警戒区域・危険箇所等に避難情報 

を発令することを基本とする。また，状況に応じて，その周辺区域も含めて避

難情報 を発令することを検討する。（略） 

災対法の改正に

よる 

143 （３） 高潮災害 

市町村は，避難勧告等の発令対象区域は浸水のおそれのある区域とし，水位

周知海岸が指定されている場合においてはその指定と併せて公表される高潮

浸水想定区域のうち，高潮警報等で発表される予想最高潮位に応じて想定さ

れる浸水区域を基本とする。  

高潮浸水想定区域は想定し得る最大規模の高潮を対象としたものであるた

（３） 高潮災害 

市町村は，避難情報 の発令対象区域は浸水のおそれのある区域とし，水位

周知海岸が指定されている場合においてはその指定と併せて公表される高潮

浸水想定区域のうち，高潮警報等で発表される予想最高潮位に応じて想定さ

れる浸水区域を基本とする。  

高潮浸水想定区域は想定し得る最大規模の高潮を対象としたものであるた

災対法の改正に

よる 
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め，中小規模の高潮を対象としたものではなく，高潮警報等で発表される予想

最高潮位に応じて，発令対象範囲をあらかじめ定めておく必要がある。そのた

め市町村は，高潮警報等の予想最高潮位に応じて想定される浸水区域に対し

て，速やかに避難勧告等を発令することができるよう，中小規模の高潮により

浸水が想定される区域について県が算定したものを，あらかじめ把握してお

くことが望ましい。また，水位周知海岸以外の海岸においても，同様の考えに

より浸水するおそれのある区域を算定したものを把握しておく。 

また，同一の浸水区域内においても，氾濫水の到達に要する時間に大きな差

がある場合は，到達時間に応じて避難勧告等の発令対象区域を徐々に広げて

いくという方法も考えられる。（略） 

め，中小規模の高潮を対象としたものではなく，高潮警報等で発表される予想

最高潮位に応じて，発令対象範囲をあらかじめ定めておく必要がある。そのた

め市町村は，高潮警報等の予想最高潮位に応じて想定される浸水区域に対し

て，速やかに避難情報 を発令することができるよう，中小規模の高潮により

浸水が想定される区域について県が算定したものを，あらかじめ把握してお

くことが望ましい。また，水位周知海岸以外の海岸においても，同様の考えに

より浸水するおそれのある区域を算定したものを把握しておく。 

また，同一の浸水区域内においても，氾濫水の到達に要する時間に大きな差

がある場合は，到達時間に応じて避難情報 の発令対象区域を徐々に広げて

いくという方法も考えられる。（略） 

143 第４ 指定緊急避難場所の確保 

１ 市町村の対応 

（１） 指定緊急避難場所の指定及び周知徹底 

    （略） 

また，万一指定緊急避難場所が被災するおそれがある場合は，より安全な指

定緊急避難場所を目指す必要が生じることや，避難時の周囲の状況等により，

指定緊急避難場所への移動を行うことがかえって危険を伴う場合等やむを得

ないと住民等自身が判断する場合は，近隣の安全な場所への移動又は屋内安

全確保等を行うべきこと，さらには指定緊急避難場所が災害種別に応じて指

定されており，災害種別に適した避難先を選択する必要があることについて

も，周知徹底に努める。（略） 

（２）から（６）まで （略） 

  ２ （略） 

第５及び第６ （略） 

第４ 指定緊急避難場所の確保 

１ 市町村の対応 

（１） 指定緊急避難場所の指定及び周知徹底 

    （略） 

また，万一指定緊急避難場所が被災するおそれがある場合は，より安全な指

定緊急避難場所を目指す必要が生じることや，避難時の周囲の状況等により，

指定緊急避難場所への移動を行うことがかえって危険を伴う場合等やむを得

ないと住民等自身が判断する場合は，立退き避難から行動を変容し緊急安全

確保  を行うべきこと，さらには指定緊急避難場所が災害種別に応じて指

定されており，災害種別に適した避難先を選択する必要があることについて

も，周知徹底に努める。（略） 

（２）から（６）まで （略） 

  ２ （略） 

 第５及び第６ （略） 

防災基本計画の

修正による 

146 第７ 避難誘導体制の整備 

１から３まで （略） 

４ 情報入手手段・装備の確保 

県及び沿岸市町は，避難誘導・支援者等が津波警報等を確実に入手するための複数

の情報入手手段・装備や，消防団体等の避難支援者へ退避を指示できる通信手段（移

動系無線等）及び受傷事故を防止するための装備の充実を図る。 

第７ 避難誘導体制の整備 

１から３まで （略） 

４ 情報入手手段・装備の確保 

県及び沿岸市町は，避難誘導・支援者等が警報  等を確実に入手するための複数

の情報入手手段・装備や，消防団体等の避難支援者へ退避を指示できる通信手段（移

動系無線等）及び受傷事故を防止するための装備の充実を図る。 

記述の適正化 
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147 第８ 避難行動要支援者の支援方策 

  １から３まで （略） 

  ４ 在宅者対応 

   （１）から（３）まで （略） 

   （新設） 

第８ 避難行動要支援者の支援方策 

  １から３まで （略） 

  ４ 在宅者対応 

   （１）から（３）まで （略） 

  （４） 感染症の自宅療養者への対応 

県及び保健所設置市の保健所は，新型コロナウイルス感染症を含む感染症

の自宅療養者等の被災に備えて，平常時から，防災担当部局（県の保健所に

あっては，管内の市町村の防災担当部局を含む。）との連携の下，ハザードマッ

プ等に基づき，自宅療養者等が危険エリアに居住しているか確認を行うよう

努めるものとする。また，市町村の防災担当部局との連携の下，自宅療養者等

の避難の確保に向けた具体的な検討・調整を行うとともに，必要に応じて，自

宅療養者等に対し，避難の確保に向けた情報を提供するよう努めるものとす

る。 

防災基本計画の

修正による 

148 第９ 教育機関における対応 

１ 児童生徒等の安全対策 

（１） （略） 

（２） 安全確保対策の検討 

学校等の校長又は園長（以下「校長等」という。）は，災害が発生した場合

又は市町村等が避難の勧告若しくは指示を行った場合等における，児童生徒

等の安全の確保を図るための対策をあらかじめ検討する。 

（３） （略） 

  ２ （略） 

第９ 教育機関における対応 

１ 児童生徒等の安全対策 

（１） （略） 

（２） 安全確保対策の検討 

学校等の校長又は園長（以下「校長等」という。）は，災害が発生した場合

又は市町村等が避難情報の発令    を行った場合等における，児童生徒

等の安全の確保を図るための対策をあらかじめ検討する。 

（３） （略） 

 ２ （略） 

災対法の改正に

よる 

148 第10 避難計画の作成 

１ 市町村の対応 

（略） 

（１） 避難の勧告等を行う具体的な発令基準及び伝達方法 

（２）から（４）まで （略） 

第10 避難計画の作成 

１ 市町村の対応 

（略） 

（１） 避難情報の    具体的な発令基準及び伝達方法 

（２）から（４）まで （略） 

災対法の改正に

よる 

148 なお，避難勧告等を行う具体的な発令基準及び伝達方法の設定にあたっては，「避

難勧告等に関するガイドライン」（平成31年３月）を参考とする。 

なお，避難情報の   具体的な発令基準及び伝達方法の設定にあたっては，「避

難情報 に関するガイドライン」（令和３年５月）を参考とする。 

災対法の改正に

よる 

149 第11 避難に関する広報 

（略） 

また，避難勧告及び避難指示（緊急）のほか，一般住民に対して避難準備及び自

第11 避難に関する広報 

（略） 

また，避難指示          のほか，一般住民に対して避難準備及び自

災対法の改正に

よる， 

防災基本計画の
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主的な避難を呼びかけるとともに，避難行動要支援者等，特に避難行動に時間を要

する者に対して，その避難行動支援対策と対応しつつ，早めの段階で避難行動を開

始することを求める避難準備・高齢者等避難開始を伝達するよう努める     

                                     

                           。 

（略） 

主的な避難を呼びかけるとともに，避難行動要支援者等，特に避難行動に時間を要

する者に対して，その避難行動支援対策と対応しつつ，早めの段階で避難行動を開

始することを求める高齢者等避難       を伝達するよう努めるとともに，

高齢者等以外の者に対して，必要に応じて，普段の行動を見合わせ始めることや，

自主的な避難を呼び掛ける高齢者等避難を伝達する必要がある。 

（略） 

修正による 

150 第17節 避難受入れ対策 

 
 

＜主な実施機関＞ 

県（総務部，        ，震災復興・企画部，環境生活部，保健福祉部，土木

部，教育庁），県警察本部，市町村 

第17節 避難受入れ対策 

 
 

＜主な実施機関＞ 

県（総務部，復興・危機管理部，企画部     ，環境生活部，保健福祉部，土木

部，教育庁），県警察本部，市町村 

組織改編による 

150 第１ 目的  

大規模災害発生時には，火災等二次災害により，避難が長期化するおそれがある。

（略） 

第１ 目的  

大規模災害  時には，火災等二次災害により，避難が長期化するおそれがある。

（略） 

記述の適正化 

150 第２ 避難所の確保 

１ 指定避難所の指定と周知 

市町村は，県と連携し，地域的な特性や過去の教訓，想定される災害      

               等を踏まえ，風水害等による家屋の倒壊，焼失等に

より住居を喪失した住民等を受入れの指定避難所として     ，避難受入れ施

設   をあらかじめ指定，確保し，整備を図るとともに，位置や避難に当たっての

方法や収容人数を住民に周知する。                     

                                     

           （略） 

第２ 避難所の確保 

１ 指定避難所の指定と周知 

市町村は，県と連携し，地域的な特性や過去の教訓，想定される災害，新型コロナ

ウイルス感染症を含む感染症対策等を踏まえ，風水害等による家屋の倒壊，焼失等に

より住居を喪失した住民等を受入れ，避難者が避難生活を送るために，必要十分な指

定避難所をあらかじめ指定，確保し，整備を図るとともに，位置や避難に当たっての

方法等    を住民に周知する。また，災害時に指定避難所の開設状況や混雑状況

等を周知することも想定し，ホームページやアプリケーション等の多様な手段の整

備に努めるものとする。（略） 

防災基本計画の

修正による 

150 ２ 指定緊急避難場所と指定避難所の違いの周知徹底 

市町村は，指定避難所の整備に当たり，専ら避難生活を送る場所として整備された

指定避難所を緊急に避難する指定緊急避難場所と間違わないよう，両者の違いにつ

いて住民への周知徹底を図る。 

                                    

                                     

                                     

     

  ３及び４ （略） 

２ 指定緊急避難場所と指定避難所の違いの周知徹底 

市町村は，指定避難所の整備に当たり，専ら避難生活を送る場所として整備された

指定避難所を緊急に避難する指定緊急避難場所と間違わないよう，両者の違いにつ

いて住民への周知徹底を図る。 

指定緊急避難場所と指定避難所は相互に兼ねることができるが，指定緊急避難場

所と指定避難所が相互に兼ねる場合においては，特定の災害においては当該施設に

避難することが不適当である場合があることを日頃から住民等へ周知徹底するよう

努める。 

３及び４ （略） 

防災基本計画の

修正による 
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151 ５ 指定避難所の施設・設備の整備 

（１） 指定避難所の施設の整備 

市町村は，指定避難所において，貯水槽，井戸，仮設トイレ，マンホールト

イレ，マット，簡易ベッド，非常用電源，衛星携帯電話等の通信機器，電気通

信事業者との連携による災害時公衆電話の事前設置等のほか，暑さ・寒さ対策

としての空調，洋式トイレなど要配慮者にも配慮した施設・設備の整備に努め

るとともに，テレビ，ラジオ等被災者による災害情報の入手に資する機器の整

備を努める。 

５ 指定避難所の施設・設備の整備 

（１） 指定避難所の施設の整備 

市町村は，指定避難所において，貯水槽，井戸，仮設トイレ，マンホールト

イレ，マット，簡易ベッド，非常用電源，衛星携帯電話等の通信機器，電気通

信事業者との連携による災害時公衆電話の事前設置等のほか，暑さ・寒さ対策

としての空調，洋式トイレなど要配慮者にも配慮した施設・設備の整備に努め

るとともに，テレビ，ラジオ等避難者による災害情報の入手に資する機器の整

備を努める。 

防災基本計画の

修正による 

151 （２） 物資等の備蓄 

市町村は，指定避難所又はその近傍での備蓄施設の確保や，指定避難所ごと

に避難者数を想定し，食料，飲料水，            常備薬,マス

ク，消毒液，                炊き出し用具，毛布のほか 

                                  

            ，要配慮者      に対応 した物資の備蓄

に努めるとともに，施設設置者へ備蓄の働きかけを行う。（略） 

（２） 物資等の備蓄 

市町村は，指定避難所又はその近傍での備蓄施設の確保や，指定避難所ごと

に避難者数を想定し，食料，飲料水，携帯トイレ，簡易トイレ，常備薬，マス

ク，消毒液，段ボールベッド，パーティション，炊き出し用具，毛布等避難生

活に必要な物資や新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策に必要な物資

等の備蓄に努める。加えて，要配慮者，女性，子供にも配慮した物資の備蓄に

努めるとともに，施設設置者へ備蓄の働きかけを行う。（略） 

防災基本計画の

修正による 

151   ６ 避難所の運営・管理 

   （１） 市町村は，住民等に対し，住民参加による避難所開設・運営訓練等を通じて，

避難所の自主的な運営管理に必要な知識等の住民への普及に努め，住民等が主

体的に避難所を運営できるよう配慮すること。              

                                   

（２）から（９）まで （略） 

６ 避難所の運営・管理 

   （１） 市町村は，住民等に対し，住民参加による避難所開設・運営訓練等を通じて，

避難所の自主的な運営管理に必要な知識等の住民への普及に努め，住民等が主

体的に避難所を運営できるよう配慮すること。特に，夏季には熱中症の危険性が

高まるため，熱中症の予防や対処法に関する普及啓発に努めるものとする。 

（２）から（９）まで （略） 

防災基本計画の

修正による 

151 （10） 令和２年における新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえ，      

               避難所における避難者の過密抑制など   

           感染症対策の観点を取り入れた防災対策を推進する。

 感染症患者が発生した場合の対応や感染者等の避難方法を含め，県が作成し

た「新型コロナウイルス感染症に対応した避難所運営ガイドライン」（令和２年

６月）等を参考にしながら，あらかじめマニュアル等を作成し，平常時から  

                                   

         防災担当部局と保健福祉担当部局が連携し，円滑な避難所

運営のための体制の構築に努めるとともに，必要な場合には，        

           ホテルや旅館等の活用等を含めて検討するよう   

         努める。 

（10）         新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえ，災害対応に当

たる職員等の感染症対策の徹底や，避難所における避難者の過密抑制など新型コ

ロナウイルス感染症を含む感染症対策の観点を取り入れた防災対策を推進する。 

感染症患者が発生した場合の対応や感染者等の避難方法を含め，県が作成した

「新型コロナウイルス感染症に対応した避難所運営ガイドライン」（令和２年６

月）等を参考にしながら，あらかじめマニュアル等を作成し，平常時から，指定

避難所のレイアウトや動線等を確認しておくとともに，感染症患者が発生した場

合の対応を含め，防災担当部局と保健福祉担当部局が連携し，円滑な避難所運営

のための体制の構築に努めるとともに，必要な場合には，国や独立行政法人等が

所有する研修施設，ホテルや旅館等の活用等を含めて検討し，可能な限り多くの

避難所の開設に努める。 

防災基本計画の

修正による 
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152 ９ 福祉避難所の確保 

（１） 福祉避難所の整備及び指定 

市町村は，県と連携を図りながら，社会福祉施設，公共宿泊施設等の管理者

との協議により，                          

      要配慮者が介護・医療的ケアなどの相談等の必要な支援が受け

られるなど，安心して避難生活ができるよう配慮がなされた福祉避難所の整

備や，民間の特別養護老人ホーム等の施設を福祉避難所として      

指定    するように努める。 

                                 

                                  

                                  

                    

９ 福祉避難所の確保 

（１） 福祉避難所の整備及び指定 

市町村は，県と連携を図りながら，社会福祉施設，公共宿泊施設等の管理者

との協議により，指定避難所内の一般避難スペースでは生活することが困難

な障害者等の要配慮者が介護・医療的ケアなどの相談等の必要な支援が受け

られるなど，安心して避難生活ができるよう配慮がなされた施設      

や，民間の特別養護老人ホーム等の施設を福祉避難所として指定避難所を指

定し，整備するように努める。 

また，市町村は，福祉避難所として，要配慮者を滞在させることが想定され

る施設にあっては，要配慮者の円滑な利用を確保するための措置が講じられ

ており，主として要配慮者を滞在させるために必要な居室が可能な限り確保

されるものを指定するものとする。 

防災基本計画の

修正による 

152 （新設） （２） 福祉避難所の公示 

       市町村は，福祉避難所について，受入を想定していない避難者が避難して

くることがないよう，必要に応じて，あらかじめ福祉避難所として指定避難所

を指定する際に，受入れ対象者を特定して公示するものとする。 

      また，前述の公示を活用しつつ，福祉避難所で受け入れるべき要配慮者を

事前に調整の上，個別避難計画を作成し，要配慮者が，避難が必要となった際

に福祉避難所へ直接避難することができるよう努めるものとする。 

防災基本計の修

正による 

152 （２） 福祉避難所の指定基準 

（略） 

（３） 福祉避難所の指定基準 

（略） 

条項ずれ 

153 （３） 他市町村での受入れ拠点の確保 

   （略） 

（４） 他市町村での受入れ拠点の確保 

   （略） 

条項ずれ 

153 10 広域避難の対策 

市町村は，大規模広域災害時に円滑な広域避難        が可能となるよ

う，                                   

                      他県や他市町村 との広域一時滞

在に関する応援協定を締結するなど，発災時の具体的な避難・受入方法を含めた手順

等を定めるよう努める。 

県は，広域避難その他被災者保護のために必要がある場合に，被災者      

                                 の運送を

円滑に実施できるよう，運送事業者等との協定の締結に努める。 

10 広域避難の対策 

市町村は，大規模広域災害時に円滑な広域避難及び広域一時滞在が可能となるよ

う，大規模氾濫・減災協議会など既存の枠組みを活用することにより国や他の地方公

共団体との協力体制の構築に努めるとともに，他の地方公共団体との      

     応援協定を締結するなど，災害時の具体的な避難・受入方法を含めた手順

等を定めるよう努める。 

県は，広域避難その他被災者保護のために必要がある場合に，広域避難における居

住者等及び広域一時滞在における被災住民（以下「広域避難者」という。）の運送を

円滑に実施できるよう，運送事業者等との協定の締結に努める。 

防災基本計画の

修正による 
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154 第５ 応急仮設住宅対策 

１ 応急仮設住宅（プレハブ仮設住宅）の確保 

（１） 応急仮設住宅（プレハブ仮設住宅）の整備 

県は，応急仮設住宅（プレハブ仮設住宅）の整備が可能な公用地等を把握

し，（一社）プレハブ建築協会                 との「災

害時における応急仮設住宅の建設に関する協定」に基づく応急仮設住宅（プレ

ハブ仮設住宅）の整備確保のため，（一社）プレハブ建築協会の建設能力の把

握に努めるほか，災害の規模により，地元企業の活用による応急仮設住宅（プ

レハブ仮設住宅）の整備確保を行う。 

第５ 応急仮設住宅対策 

１ 応急仮設住宅（建設型応急 住宅）の確保 

（１） 応急仮設住宅（建設型応急 住宅）の整備 

県は，応急仮設住宅（建設型応急 住宅）の整備が可能な公用地等を把握

し，（一社）プレハブ建築協会及び宮城県木造応急仮設住宅建設協議会との「災

害時における応急仮設住宅の建設に関する協定」に基づき        

                            建設能力の把

握に努め，                      応急仮設住宅（建

設型応急 住宅）の整備確保を行う。 

協定締結， 

記述の適正 

154 （２） 居住施設の供給体制の整備 

県及び市町村は，災害時における被災者用の住居として利用可能な公営住

宅の空き家等の把握を行うとともに，洪水，高潮，土砂災害，火山災害，雪崩

災害等の各種災害に対する安全性に配慮した応急仮設住宅（プレハブ仮設住

宅）用の用地を把握し，（一社）プレハブ建築協会や地元企業       

      と連携を図って応急仮設住宅（プレハブ仮設住宅）の整備に要す

る供給体制の整備に努める。 

（２） 居住施設の供給体制の整備 

県及び市町村は，災害時における被災者用の住居として利用可能な公営住

宅の空き家等の把握を行うとともに，洪水，高潮，土砂災害，火山災害，雪崩

災害等の各種災害に対する安全性に配慮した応急仮設住宅（建設型応急 住

宅）用の用地を把握し，（一社）プレハブ建築協会及び宮城県木造応急仮設住

宅建設協議会と連携を図って応急仮設住宅（建設型応急 住宅）の整備に要す

る供給体制の整備に努める。 

協定締結， 

記述の適正化 

155 第６ 帰宅困難者対策 

１から４まで （略） 

５ 避難対策 

（１） （略） 

（２） 情報伝達体制の整備 

県及び市町村は，帰宅困難者用の一時滞在施設の場所の周知や発災時の施

設への円滑な誘導等の対応を図るため，平常時から鉄道事業者等との連携を

強化する。（略） 

（３） （略） 

  ６から12まで （略） 

第６ 帰宅困難者対策 

１から４まで （略） 

５ 避難対策 

（１） （略） 

（２） 情報伝達体制の整備 

県及び市町村は，帰宅困難者用の一時滞在施設の場所の周知や災害時の施

設への円滑な誘導等の対応を図るため，平常時から鉄道事業者等との連携を

強化する。（略） 

（３） （略） 

６から12まで （略） 

防災基本計画の

修正による 

156 第７ 被災者等への情報伝達体制等の整備 

  １から３まで （略） 

４ 居住地以外の市町村への避難者への対応 

県及び市町村は，居住地以外の市町村に避難する被災者に対して必要な情報や支

援・サービスを容易かつ確実に受け渡すことのできるよう，被災者の所在地等の情報

を避難元と避難先の市町村が共有する仕組みの円滑な運用・強化をを図る。（略） 

第７ 被災者等への情報伝達体制等の整備 

  １から３まで （略） 

４ 居住地以外の市町村への避難者への対応 

県及び市町村は，居住地以外の市町村に避難する被災者に対して必要な情報や支

援・サービスを容易かつ確実に受け渡すことのできるよう，被災者の所在地等の情報

を避難元と避難先の市町村が共有する仕組みの円滑な運用・強化を 図る。（略） 

記述の適正化 
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  ５及び６ （略） 

 第８ （略） 

  ５及び６ （略） 

 第８ （略） 

158 第18節 食料，飲料水及び生活物資の確保 

 
 

＜主な実施機関＞ 

県（総務部     ，震災復興・企画部，環境生活部，保健福祉部，経済商工観光

部，農政部，水産林政部，企業局），市町村，東北農政局，（公社）宮城県トラック協会 

第18節 食料，飲料水及び生活物資の確保 

 
 

＜主な実施機関＞ 

県（復興・危機管理部，企画部     ，環境生活部，保健福祉部，経済商工観光

部，農政部，水産林政部，企業局），市町村，東北農政局，（公社）宮城県トラック協会 

組織改編による 

162 第１から第５まで （略） 

第６ 食料及び生活物資等の輸送体制の整備 

  １ （略） 

  ２ 協力体制の構築 

   （１） （略） 

（２） 災害時物資拠点の確保 

県は，災害時の物資拠点として，発災時には，施設の使用状況，被災状況等

に左右されることを想定し，多くの倉庫施設等を選定しておくよう努める。 

（３） （略） 

  ３ （略） 

第１から第５まで （略） 

第６ 食料及び生活物資等の輸送体制の整備 

  １ （略） 

  ２ 協力体制の構築 

   （１） （略） 

（２） 災害時物資拠点の確保 

県は，災害時の物資拠点として，災害時には，施設の使用状況，被災状況等

に左右されることを想定し，多くの倉庫施設等を選定しておくよう努める。 

（３） （略） 

  ３ （略） 

防災基本計画の

修正による 

162   ４ 訓練の実施 

県は，平常時より，倉庫協会・トラック協会や地方機関などと情報伝達図上訓練や

物流実動訓練を合同で実施することを通じて，物資の備蓄状況や運送手段の確認を

行うとともに，災害協定を締結した民間事業者等の発災時の連絡先，要請手続等の確

認を行うよう努める。 

 第７ （略） 

  ４ 訓練の実施 

県は，平常時より，倉庫協会・トラック協会や地方機関などと情報伝達図上訓練や

物流実動訓練を合同で実施することを通じて，物資の備蓄状況や運送手段の確認を

行うとともに，災害協定を締結した民間事業者等の災害時の連絡先，要請手続等の確

認を行うよう努める。 

第７ （略） 

防災基本計画の

修正による 

165 第19節 要配慮者・避難行動要支援者への支援対策 

第１ （略） 

第２ 高齢者，障害者等への支援対策 

   （略） 

 １ 社会福祉施設等の安全確保対策 

（１）及び（２） （略） 

（３） 防災教育及び避難誘導方法の確立 

（略）また，入所者及び従事者が，発災時において適切な行動がとれるよ

第19節 要配慮者・避難行動要支援者への支援対策 

第１ （略） 

第２ 高齢者，障害者等への支援対策 

   （略） 

 １ 社会福祉施設等の安全確保対策 

（１）及び（２） （略） 

（３） 防災教育及び避難誘導方法の確立 

（略）また，入所者及び従事者が，災害時において適切な行動がとれるよ

防災基本計画の

修正による 
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う，施設の構造や入所者の判断能力，行動能力等の実態に応じた防災訓練を定

期的に実施し，施設の構造や利用者の身体的特徴を考慮した避難誘導方法を

確立する。 

（４） （略） 

う，施設の構造や入所者の判断能力，行動能力等の実態に応じた防災訓練を定

期的に実施し，施設の構造や利用者の身体的特徴を考慮した避難誘導方法を

確立する。 

（４） （略） 

166 ２ 要配慮者の災害予防対策 

 （１）及び（２） （略） 

 （３） 避難行動要支援者名簿        の整備  

                                 

                                   

                  

イ 名簿の作成・更新 

市町村は，市町村地域防災計画に基づき，防災担当部局と福祉担当部局  

    との連携の下，平常時より避難行動要支援者に関する情報を把握し，

避難行動要支援者名簿を作成する。（略） 

２ 要配慮者の災害予防対策 

 （１）及び（２） （略） 

 （３） 避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の作成等 

市町村は，市町村地域防災計画において，避難行動要支援者名簿及び個別避

難計画に基づき，避難行動要支援者を適切に避難誘導し，安否確認等を行うた

めの措置について定めるものとする。 

イ 名簿の作成・更新 

市町村は，市町村地域防災計画に基づき，防災担当部局や福祉担当部局など

関係部局との連携の下，平常時より避難行動要支援者に関する情報を把握し，

避難行動要支援者名簿を作成する。（略） 

防災基本計画の

修正による 

167 ロ 名簿の提供 

市町村は，避難支援等に携わる関係者として市町村地域防災計画に定めた

消防機関，警察機関，民生委員・児童委員，社会福祉協議会，自主防災組織等

に対し，避難行動要支援者本人の同意を得た上で，あるいは当該市町村の条例

の定めにより，あらかじめ避難行動要支援者名簿を提供するとともに，多様な

主体の協力を得ながら，避難行動要支援者に対する情報伝達体制の整備，避難

支援・安否確認体制の整備，避難訓練の実施等を一層図る。 

（削除） ハに統合 

167 （４） 個別  計画の策定    

市町村は，                            

                                  

                                  

                      避難行動要支援者一人ひと

りの避難支援が，迅速かつ適切に行えるよう，誰が，どのような支援を行うの

かを避難行動要支援者ごとに具体的に記載した個別計画が策定される   

                         よう努める    

 。 

個別計画の策定  については，民生委員・児童委員，自治会，自主防災組

織，社会福祉協議会，地域包括支援センター，居宅介護支援事業所，指定特定

ロ   個別避難計画の作成・更新 

市町村は，市町村地域防災計画に基づき，防災担当部局や福祉担当部局など

関係部局との連携の下，民生委員・児童委員，自治会，自主防災組織，社会福

祉協議会，地域包括支援センター，居宅介護支援事業所，指定特定相談支援事

業所等の避難支援等に携わる関係者と連携して，避難行動要支援者一人ひと

りの避難支援が，迅速かつ適切に行えるよう，誰が，どのような支援を行うの

かを           具体的に記載した個別避難計画を名簿情報に係

る避難行動要支援者ごとに，作成の同意を得て，作成するよう努めるものとす

る。 

また，個別避難計画については，避難行動要支援者の状況の変化，ハザード

マップの見直しや更新，災害時の避難方法等の変更等を適切に反映したもの

防災基本計画の

修正による 
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相談支援事業所等の協力を得ながら進める。              

                                  

          

個別計画では，避難行動要支援者の個々の把握により名簿を整備し，あらか

じめ，一人ひとりの避難行動要支援者に対し，複数の避難支援者を定め，車に

よる避難も含む支援方法，避難先を決めておくなど，避難行動要支援者を避難

させるための具体的な計画を策定するよう努める。 

なお，避難行動要支援者を含む住民の避難誘導中に消防団員や民生委員・児

童委員等避難支援   者が亡くなった事例も報告されていることから，避

難支援   者の安全確保等にも十分留意する。 

となるよう，必要に応じて更新するとともに，庁舎の被災等の事態が生じた場

合においても，計画の活用に支障が生じないよう，個別避難計画の適切な管理

に努めるものとする。 

                                 

                                  

                                  

                        

なお，避難行動要支援者を含む住民の避難誘導中に消防団員や民生委員・児

童委員等避難支援等実施者が亡くなった事例も報告されていることから，避

難支援等実施者の安全確保等にも十分留意する。 

167 （新設） ハ 避難行動要支援者名簿・個別避難計画の提供 

市町村は，市町村地域防災計画に定めるところにより，消防機関，警察機関，

民生委員・児童委員，社会福祉協議会，自主防災組織等など避難支援等に携わる

関係者に対し，避難行動要支援者本人（個別避難計画については避難行動要支援

者本人及び避難支援等実施者）の同意又は当該市町村の条例の定めがある場合

には，あらかじめ避難行動要支援者名簿・個別避難計画を提供するとともに，多

様な主体の協力を得ながら，避難行動要支援者に対する情報伝達体制の整備，避

難支援・安否確認体制の整備，避難訓練の実施等を一層図る。その際，情報漏え

いの防止等必要な措置を講じる。 

防災基本計画の

修正による 

167 （新設） ニ 個別避難計画未作成の避難行動要支援者への支援 

市町村は，個別避難計画が作成されていない避難行動要支援者についても，避

難支援等が円滑かつ迅速に実施されるよう，平常時から，避難支援等に携わる関

係者への必要な情報の提供，関係者間の事前の協議・調整その他の避難支援体制

の整備など，必要な配慮をするものとする。 

防災基本計画の

修正による 

167 （５） （略） 

（６） （略） 

（７） （略） 

（８） （略） 

（９） （略） 

（４） （略） 

（５） （略） 

（６） （略） 

（７） （略） 

（８） （略） 

条項ずれ 

170 ４ 福祉サービスの継続と関係機関の連携 

（１） 福祉施設等受入先の確保に関する協定 

県は，介護保険施設，障害者支援施設等に対し，あらかじめ，その所在する

４ 福祉サービスの継続と関係機関の連携 

（１） 福祉施設等受入先の確保に関する協定 

県は，介護保険施設，障害者支援施設等に対し，あらかじめ，その所在する

防災基本計画の

修正による 
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都道府県や近隣都道府県における同種の施設       や民間施設等と

施設利用者の受入れに関する災害協定を締結するよう指導に努め，併せて，そ

の内容を都道府県に登録するよう要請する。 

都道府県や近隣都道府県における同種の施設，ホテル・旅館等や民間施設等と

施設利用者の受入れに関する災害協定を締結するよう指導に努め，併せて，そ

の内容を都道府県に登録するよう要請する。 

173 第20節 複合災害対策 

第１ （略） 

第２ 複合災害の応急対策への備え 

（略） 

 １及び２ （略） 

 ３ 避難・退避体制の整備 

  （１） （略） 

（２） 複合災害時には，避難勧告等や避難誘導に影響を及ぼす事象が多数にわたる

可能性があることから，情報の把握，意思決定，諸手続き等に関し，国等関係

機関との必要な相互連携が確実に図られる状態になるよう留意する。 

  （３）及び（４） （略） 

第３ （略） 

第20節 複合災害対策 

第１ （略） 

第２ 複合災害の応急対策への備え 

（略） 

 １及び２ （略） 

 ３ 避難・退避体制の整備 

  （１） （略） 

（２） 複合災害時には，避難情報 や避難誘導に影響を及ぼす事象が多数にわたる

可能性があることから，情報の把握，意思決定，諸手続き等に関し，国等関係

機関との必要な相互連携が確実に図られる状態になるよう留意する。 

  （３）及び（４） （略） 

第３ （略） 

災対法の改正に

よる 

177 第22節 災害種別毎予防対策 

 
 

＜主な実施機関＞ 

県（総務部，         震災復興・企画部，環境生活部，保健福祉部，農政

部，水産林政部，土木部），県警察本部，市町村，東北森林管理局，第二管区海上保安本

部，東北地方整備局，東京航空局仙台空港事務所，関東東北産業保安監督部東北支部，

自衛隊，東日本高速道路（株）東北支社，東日本旅客鉄道（株）仙台支社，阿武隈急行

（株），仙台空港鉄道（株），仙台市交通局，仙台国際空港（株），県毒劇物協会 

第22節 災害種別毎予防対策 

 
 

＜主な実施機関＞ 

県（総務部，復興・危機管理部，企画部     ，環境生活部，保健福祉部，農政

部，水産林政部，土木部），県警察本部，市町村，東北森林管理局，第二管区海上保安本

部，東北地方整備局，東京航空局仙台空港事務所，関東東北産業保安監督部東北支部，

自衛隊，東日本高速道路（株）東北支社，東日本旅客鉄道（株）仙台支社，阿武隈急行

（株），仙台空港鉄道（株），仙台市交通局，仙台国際空港（株），県毒劇物協会 

組織改編による 

185 第１及び第２ （略） 

第３ 危険物等災害予防対策 

１ （略） 

２ 災害予防措置等 

（１）から（３）まで （略） 

（４） 毒物・劇物貯蔵施設 

イ 県は，運搬する上で規制を受ける毒物・劇物（39種類）に関し，毒物・劇

物製造業者，毒物・劇物販売業者，法的に届出が必要な業務上取扱者，それ

以外の業務上取扱者の容量１立方メートル以上の貯蔵設備（タンク等）を有

第１及び第２ （略） 

第３ 危険物等災害予防対策 

１ （略） 

２ 災害予防措置等 

（１）から（３）まで （略） 

（４） 毒物 劇物貯蔵施設 

イ 毒物劇物営業者等は，毒物及び劇物取締法令に基づき，日頃から事業所等

で貯蔵する毒物劇物の適切な保管管理を行うとともに，毒物劇物危害防止

規定の作成や緊急対応のための防護資材等の整備を図り，毒物劇物に由来

記述の適正化， 

条項ずれ 
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する施設を把握しておく。  

ロ 県は，県内毒物・劇物貯蔵マップを県内３地区（仙南，仙台，仙北）に分

割し作成する。 

ハ 県は，該当施設責任者に対し，各施設ごとに危害防止規定を作成するよう

指導する。 

ニ 県は，該当施設を有する事業者に対し，広域的に対処するため県毒劇物協

会と連絡調整を図る。 

ホ 県は，毒物の安全性の確保のため毒物等を所掌する販売業者，製造業者及

び取扱業者に対して，関係機関・団体と協力して指導を行い，警察は取締り

を行う。 

へ 県毒劇物協会は，災害対策用連絡網及び支援体制（中和剤，防毒器具）を

確立する。 

（新設） 

 

（５） （略） 

する災害の防止に努める。 

ロ 県は，関係機関・団体と連携し，立入検査や研修会等を通じ毒物劇物営業

者等に指導助言を行う。 

（削除） 

 

（削除） 

 

（削除） 

 

 

ハ 県毒劇物協会は，災害対策用連絡網及び支援体制（中和剤，防毒器具）を

確立する。 

ニ 県は，災害で散乱した毒物劇物の状況把握や回収及び二次災害に対する

注意喚起を早急に行うよう，体制の整備を図る。 

（５） （略） 

192 第６ 鉄道災害予防対策 

 １ （略） 

 ２ 東日本旅客鉄道（株）仙台支社 

  （１）から（５）まで （略） 

 （新設） 

 

 

３から５まで （略） 

第６ 鉄道災害予防対策 

 １ （略） 

 ２ 東日本旅客鉄道（株）仙台支社 

  （１）から（５）まで （略） 

  （６） 車両避難等の措置 

新幹線における車両及び重要施設の浸水被害軽減のため，車両避難計画に

基づく，車両避難等の措置を講ずる。 

３から５まで （略） 

防災基本計画の

修正による 

192 ６ 鉄軌道の交通環境の整備 

    （略） 

                                       

                                     

    

６ 鉄軌道の交通環境の整備 

    （略） 

    また，植物等が鉄道施設に障害を及ぼし，又は及ぼすおそれがある場合等には，所

要の手続きを行った上で，伐採等を行うなど，鉄道の輸送の安全確保に努めるものと

する。 

防災基本計画の

修正による 
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 第３章 災害応急対策 第３章 災害応急対策  

196 第１節 防災気象情報の伝達 

（略） 

第２ 防災気象情報 

（略） 

また,仙台管区気象台等は,避難勧告等の発令基準に活用する防災気象情報を,警

戒レベルとの関係が明確になるよう,５段階の警戒レベル       相当情報

として区分し,住民の自発的な避難判断を促すものとする。（略） 

また，仙台管区気象台は，情報伝達を円滑に行うため防災気象情報等に関する連絡

会を開催し，情報内容等の理解の促進を図る他，特別警報・警報・注意報等を発表し

た時 の住民の取るべき行動等について，関係機関と連携して普及啓発に努める。 

（略） 

第１節 防災気象情報の伝達 

（略） 

第２ 防災気象情報 

（略） 

また,仙台管区気象台等は,避難情報 の発令基準に活用する防災気象情報を,警

戒レベルとの関係が明確になるよう,５段階の警戒レベル又は警戒レベル相当情報

として区分し,住民の自発的な避難判断を促すものとする。（略） 

また，仙台管区気象台は，情報伝達を円滑に行うため防災気象情報等に関する連絡

会を開催し，情報内容等の理解の促進を図る他，特別警報・警報・注意報等を発表し

たときの住民の取るべき行動等について，関係機関と連携して普及啓発に努める。

（略） 

災対法の改正に

よる， 

記述の適正化 

197 １ 防災気象情報及びその活用 

種類 概要 

特
別
警
報 

大雨特別警報 （略） 

災害がすでに発生している状況であり,命を守るための最善

の行動をとる          必要があることを示す

警戒レベル５に相当。 

（略） 

暴風雪特別警報 （略） 

「暴風による重大な災害」に加えて「雪を伴うことによる視

程障害などによる重大な災害」のおそれについても警戒を呼

びかける  。 

（略） 

高潮特別警報 （略） 

        避難が必要とされる警戒レベル４に相当。 

（略） 

警

報 

大雨警報 大雨による重大な災害が発生するおそれがあると予想され

たときに発表される。大雨警報には，大雨警報（土砂災害），

大雨警報（浸水害），大雨警報（土砂災害，浸水害）のように

特に警戒すべき事項が明記される。 

          高齢者等        の避難が

１ 防災気象情報及びその活用 

種類 概要 

特
別
警
報 

大雨特別警報 （略） 

災害が発生又は切迫している状況であり，命の危険が迫って

いるため直ちに身の安全を確保する必要があることを示す

警戒レベル５に相当。 

（略） 

暴風雪特別警報 （略） 

「暴風による重大な災害」に加えて「雪を伴うことによる視

程障害等 による重大な災害」のおそれについても警戒が呼

びかけられる。 

（略） 

高潮特別警報 （略） 

危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル４に相当。 

（略） 

警

報 

大雨警報 大雨により重大な災害が発生するおそれがあると予想され

たときに発表される。大雨警報には，大雨警報（土砂災害），

大雨警報（浸水害），大雨警報（土砂災害，浸水害）のように

特に警戒すべき事項が明記される。 

大雨警報（土砂災害）は，高齢者等は危険な場所からの避難

災対法の改正に

よる， 

記述の適正化 
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必要とされる警戒レベル３に相当。 

洪水警報 河川の上流域で 降雨や融雪などにより河川が増水し  ，

重大な災害が発生するおそれがあると予想されたときに発

表される。対象となる重大な災害として，河川の増水や氾濫，

堤防の損傷や決壊による重大な災害が     あげられ

る。 

高齢者等        の避難が必要とされる警戒レベ

ル３に相当。 

（略） 

暴風雪警報 （略） 

「暴風による重大な災害」に加えて「雪を伴うことによる視

程障害などによる重大な災害」のおそれについても警戒を呼

びかける  。 

（略） 

高潮警報 （略） 

        避難が必要とされる警戒レベル４に相当。 

予想最高潮位に応じて，想定される浸水区域に対して速やか

に避難勧告発令や避難行動開始の判断をすることが重要。 

注

意

報 

大雨注意報 大雨による災害が発生するおそれがあると予想されたとき

に発表される。 

                    避難に備えハ

ザードマップ等により災害リスク等を再確認するなど,自ら

の避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２である。 

洪水注意報 河川の上流域での降雨や融雪などにより河川が増水し  ，

災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表され

る。 

                    避難に備えハ

ザードマップ等により災害リスク等を再確認するなど,自ら

の避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２である。 

（略） 

風雪注意報 （略） 

「強風による災害」に加えて「雪を伴うことによる視覚障害

が必要とされる警戒レベル３に相当。 

洪水警報 河川の上流域での降雨や融雪等による 河川の増水により，

重大な災害が発生するおそれがあると予想されたときに発

表される。             河川の増水や氾濫，

堤防の損傷や決壊による重大な災害が対象としてあげられ

る。 

高齢者等は危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベ

ル３に相当。 

（略） 

暴風雪警報 （略） 

「暴風による重大な災害」に加えて「雪を伴うことによる視

程障害等 による重大な災害」のおそれについても警戒が呼

びかけられる。 

（略） 

高潮警報 （略） 

危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル４に相当。 

                          

                           

注

意

報 

大雨注意報 大雨により災害が発生するおそれがあると予想されたとき

に発表される。 

ハザードマップによる災害リスクの再確認等，避難に備え 

                        ,自ら

の避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２である。 

洪水注意報 河川の上流域での降雨や融雪等による 河川の増水により，

災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表され

る。 

ハザードマップによる災害リスクの再確認等，避難に備え 

                        ,自ら

の避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２である。 

（略） 

風雪注意報 （略） 

「強風による災害」に加えて「雪を伴うことによる視覚障害
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等による災害」のおそれについても注意を呼びかける  。 

（略） 

高潮注意報 台風や低気圧等による海面の異常な上昇により災害が発生

するおそれがあると予想されたときに発表される。 

高潮警報に切り替える可能性に言及されていない場合は, 

                    避難に備えハ

ザードマップ等により災害リスク等を再確認するなど,自ら

の避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２である。 

高潮警報に切り替える可能性が高い旨に言及されている場

合は 高齢者等       の避難が必要とされる警戒

レベル３に相当。 

（略） 

雷注意報 （略） 

また，発達した雷雲の下で発生することの多い竜巻等の突風

や「ひょう」による災害についての注意喚起が付加されるこ

ともある。急な強い雨についても雷注意報で呼びかけられ

る。 

（略） 

乾燥注意報 空気の乾燥により災害の発生するおそれがあると予想され

たときに発表される。具体的には，火災の危険が大きい気象

条件を予想した場合 に発表される。 

（略） 

着雪（氷）注意報 （略） 

具体的には，通信線や送電線，船体等への被害が起こる お

それのあるときに発表される。 

融雪注意報 融雪により災害が発生するおそれがあると予想された時 

に発表される。具体的には，浸水 ，土砂災害などの災害が

発生するおそれがあるときに発表される。 

霜注意報 （略） 

具体的には，早霜や晩霜により農作物への被害が起こる お

それのあるときに発表される。 

低温注意報 （略） 

等による災害」のおそれについても注意が呼びかけられる。 

（略） 

高潮注意報 台風や低気圧等により海面の異常な上昇     が  

         予想されたときに発表される。 

高潮警報に切り替える可能性に言及されていない場合は,ハ

ザードマップによる災害リスクの再確認等， 避難に備え 

                        ,自ら

の避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２である。 

高潮警報に切り替える可能性が高い旨に言及されている場

合は，高齢者等は危険な場所からの避難が必要とされる警戒

レベル３に相当。 

（略） 

雷注意報 （略） 

また，発達した雷雲の下で発生することの多い竜巻等の突風

や「ひょう」による災害へ   の注意喚起が付加されるこ

ともある。急な強い雨への注意も雷注意報で呼びかけられ

る。 

（略） 

乾燥注意報 空気の乾燥により災害が発生するおそれがあると予想され

たときに発表される。具体的には，火災の危険が大きい気象

条件が予想されたときに発表される。 

（略） 

着雪（氷）注意報 （略） 

具体的には，通信線や送電線，船体等への被害が発生するお

それがあるときに発表される。 

融雪注意報 融雪により災害が発生するおそれがあると予想されたとき

に発表される。具体的には，浸水害，土砂災害等 の災害が

発生するおそれがあるときに発表される。 

霜注意報 （略） 

具体的には，早霜や晩霜により農作物への被害が発生するお

それがあるときに発表される。 

低温注意報 （略） 
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具体的には，低温のため農作物などに著しい被害が発生した

り，冬季の水道管凍結や破裂による著しい被害の起こる お

それがあるときに発表される。 

      大雨警報

（土砂災害）の危険度分

布（土砂災害警戒判定

メッシュ情報） 

大雨による土砂災害発生の危険度の高まりの予測を，地図上

で1km 四方の領域ごとに5段階に色分けして示す情報。2時間

先までの雨量分布及び土壌雨量指数の予測を用いて常時10

分ごとに更新しており，大雨警報（土砂災害）や土砂災害警

戒情報等が発表されたときに，どこで危険度が高まるか  

  を面的に確認することができる。 

・「非常に危険」（うす紫）,「極めて危険」（濃い紫）：   

     と避難が必要とされる警戒レベル４に相当。 

・「警戒」（赤）：高齢者等        の避難が必要とさ

れる警戒レベル３に相当。 

・「注意」（黄）：                    

  避難に備えハザードマップ等により災害リスク等を再

確認するなど,自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レ

ベル２に相当。 

大雨警報（土砂災害）が発表されたら，大雨警報（土砂災害）

の危険度分布（土砂災害警戒判定メッシュ情報）等を確認し，

命に危険を及ぼす危険度が高まっている領域では，土砂災害

警戒区域等の外の少しでも安全な場所への避難が必要。 

      大雨警報

（浸水害）の危険度分

布） 

（略） 

1時間先までの表面雨量指数の予測を用いて常時10分ごとに

更新しており，大雨警報（浸水害）等が発表されたときに，

どこで危険度が高まるか    を面的に確認することが

できる。 

      洪水警報

の危険度分布  

（略） 

3時間先までの流域雨量指数の予測を用いて常時10分ごとに

更新しており，洪水警報等が発表されたときに，どこで危険

度が高まるか    を面的に確認することができる。 

・「非常に危険」（うす紫）：        避難が必要とさ

れる警戒レベル４に相当。 

・「警戒」（赤）：高齢者等        の避難が必要とさ

具体的には，低温のため農作物等への著しい被害や    

 ，冬季の水道管凍結や破裂による著しい被害が発生するお

それがあるときに発表される。 

土砂キキクル（大雨警報

（土砂災害）の危険度分

布         

      ） 

大雨による土砂災害発生の危険度の高まりの予測を，地図上

で1km 四方の領域ごとに5段階に色分けして示す情報。2時間

先までの雨量分布及び土壌雨量指数の予測を用いて常時10

分ごとに更新しており，大雨警報（土砂災害）や土砂災害警

戒情報等が発表されたときに，   危険度が高まっている

場所を面的に確認することができる。 

・「非常に危険」（うす紫）           ：危険な

場所からの避難が必要とされる警戒レベル４に相当。 

・「警戒」（赤）：高齢者等は危険な場所からの避難が必要とさ

れる警戒レベル３に相当。 

・「注意」（黄）：ハザードマップによる災害リスクの再確認

等，避難に備え                    

     ，自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベ

ル２に相当。 

※「極めて危険」（濃い紫）:警戒レベル5緊急安全確保の発令

対象区域の絞り込みに活用。              

                          

                          

浸水キキクル（大雨警報

（浸水害）の危険度分

布） 

（略） 

1時間先までの表面雨量指数の予測を用いて常時10分ごとに

更新しており，大雨警報（浸水害）等が発表されたときに，

   危険度が高まっている場所を面的に確認することが

できる。 

洪水キキクル（洪水警報

の危険度分布） 

（略） 

3時間先までの流域雨量指数の予測を用いて常時10分ごとに

更新しており，洪水警報等が発表されたときに，   危険

度が高まっている場所を面的に確認することができる。 

・「非常に危険」（うす紫）：危険な場所からの避難が必要とさ

れる警戒レベル４に相当。 

・「警戒」（赤）：高齢者等は危険な場所からの避難が必要とさ
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れる警戒レベル３に相当。 

・「注意」（黄）：                    

  避難に備えハザードマップ等により災害リスク等を再

確認するなど,自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レ

ベル２に相当。 

中小河川においては，極めて急激な水位上昇が発生するた

め，水位上昇の「予測」を示す「洪水警報の危険度分布」の

薄い紫が出現した時点で，水位計や監視カメラ等で河川の

「現況」も確認した上で，速やかに避難勧告発令や避難行動

開始の判断をすることが重要。 

流域雨量指数の予測値 水位周知河川及びその他河川の各河川を対象として   

          ，上流域での降雨によって，下流の対

象地点の洪水危険度がどれだけ高まるかを示した情報。  

                           

6時間先までの雨量分布の予測（降水短時間予報等）を取り

込んで，流域に降った雨が河川に集まり流れ下る量を計算し

て指数化した「流域雨量指数」について，洪水警報等の基準

への到達状況に応じて危険度を色分けし時系列で表示した

ものを，常時10分ごとに更新している。 

早期注意情報（警報級の

可能性） 

（略） 

大雨に関して,明日までの期間に[高]又は[中]が予想されて

いる場合は,災害への心構えを高める必要があることを示す

警戒レベル１である。 

府県 気象情報 気象の予報等について，特別警報・警報・注意報に先立って

注意を喚起する場合や，特別警報・警報・注意報が発表され

た後の経過や予想，防災上の注意を 解説する 場合等に発

表される。 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

れる警戒レベル３に相当。 

・「注意」（黄）：ハザードマップによる災害リスクの再確認

等，避難に備え                    

     ，自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベ

ル２に相当。 

                          

                          

                          

                          

               

流域雨量指数の予測値 指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川（水位周知河

川及びその他河川）の，上流域での降雨による ，下流の対

象地点の洪水危険度の高まりの予測を，洪水警報等の基準へ

の到達状況に応じて危険度を色分けした時系列で示す情報。

6時間先までの雨量分布の予測（降水短時間予報等）を用い

て                         

                          

                          

    常時10分ごとに更新している。 

早期注意情報（警報級の

可能性） 

（略） 

大雨に関して,        [高]又は[中]が予想されて

いる場合は,災害への心構えを高める必要があることを示す

警戒レベル１である。 

宮城県気象情報 気象の予報等について，特別警報・警報・注意報に先立って

注意を喚起する場合や，特別警報・警報・注意報が発表され

た後の経過や予想，防災上の留意点が解説される場合等に発

表される。 

雨を要因とする特別警報が発表されたときには，その後速や

かに，その内容を補足する「記録的な大雨に関する宮城県気

象情報」が発表される。また，大雨による災害発生の危険度

が急激に高まっている中で，線状の降水帯により非常に激し

い雨が同じ場所で降り続いているときには，「線状降水帯」

というキーワードを使ってその旨を解説する「顕著な大雨に
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土砂災害警戒情報 大雨警報（土砂災害） 発表後，命に危険を及ぼす土砂災害

がいつ発生してもおかしくない状況となったときに，市町村

長の避難勧告の発令判断や住民の自主避難の判断を支援す

るため，対象となる市町村（仙台市，栗原市，大崎市，大和

町は東西に分割した地域）を特定して警戒を呼びかける  

情報で，宮城県と仙台管区気象台から共同で発表される。 

なお，市町村内で危険度が高まっている詳細な領域は   

     大雨警報（土砂災害）の危険度分布（土砂災害警

戒判定メッシュ情報）で確認することができる。 

        避難が必要とされる警戒レベル４に相当。 

竜巻注意情報 積乱雲の下で発生する竜巻，ダウンバースト等による激しい

突風に対して注意を呼びかける  情報で，雷注意報が発表

されている状況下において竜巻等の激しい突風の発生しや

すい気象状況になっている時 に，           

     「宮城県東部」「宮城県西部」と天気予報と同じ区

域で     発表される。 

なお，実際に危険度が高まっている場所については，竜巻発

生確度ナウキャストで確認することができる。また，竜巻の

目撃情報が得られた場合には，目撃情報があった地域を示

し，その周辺で更なる竜巻等の激しい突風が発生するおそれ

が非常に高まっている旨を付加した情報が       

         「宮城県東部」，「宮城県西部」で発表さ

れる。 

（略） 

記録的短時間 

大雨情報 

県内で大雨警報発表中に，               

                 数年に一度程度しか

発生しないような猛烈な短時間の大雨を       観

測（地上の雨量計による観測）または，解析（気象レーダー

と地上の雨量計を組み合わせた分析）し たときに，府県気

象情報の一種として発表される。 

この情報が発表されたときは，土砂災害や 低地の浸水，中

小河川の増水・氾濫といった災害発生につながるような猛烈

関する宮城県気象情報」が発表される。 

土砂災害警戒情報 大雨警報（土砂災害）の発表後，命に危険を及ぼす土砂災害

がいつ発生してもおかしくない状況となったときに，市町村

長の避難情報の発令判断や住民の自主避難の判断を支援す

るため，対象となる市町村（仙台市，栗原市，大崎市，大和

町は東西に分割した地域）を特定して警戒が呼びかけられる

情報で，宮城県と仙台管区気象台から共同で発表される。 

なお，市町村内で危険度が高まっている詳細な領域は，土砂

キキクル（大雨警報（土砂災害）の危険度分布      

         ）で確認することができる。 

危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル４に相当。 

竜巻注意情報 積乱雲の下で発生する竜巻，ダウンバースト等による激しい

突風に対して注意が呼びかけられる情報で，       

            竜巻等の激しい突風の発生しや

すい気象状況になっているときに，天気予報の対象地域と同

じ発表単位「宮城県東部」「宮城県西部」         

 で気象庁から発表される。 

なお，実際に危険度が高まっている場所    は，竜巻発

生確度ナウキャストで確認することができる。また，竜巻の

目撃情報が得られた場合には，目撃情報があった地域を示

し，その周辺で更なる竜巻等の激しい突風が発生するおそれ

が非常に高まっている旨を付加した情報が，天気予報の対象

地域と同じ発表単位「宮城県東部」，「宮城県西部」で発表さ

れる。 

（略） 

記録的短時間 

大雨情報 

   大雨警報発表中の二次細分区域において，キキクルの

「非常に危険」（うす紫）が出現し，かつ数年に一度程度しか

発生しないような猛烈な     雨（１時間降水量）が観

測（地上の雨量計による観測）又は  解析（気象レーダー

と地上の雨量計を組み合わせた分析）されたときに，気象庁

から       発表される。 

この情報が発表されたときは，土砂災害及び低地の浸水や中

小河川の増水・氾濫による 災害発生につながるような猛烈
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な雨が降っている状況であり，実際に災害発生の危険度が高

まっている場所については，警報の「危険度分布」で確認す

ることができる。 

（略） 

な雨が降っている状況であり，実際に災害発生の危険度が高

まっている場所をキキクルで確認する必要がある。    

         

 （略） 

200 （注２） 大雨や強風などの気象現象によって，災害が起こる おそれのあるときには

「注意報」が，重大な災害が起こる おそれのあるときには「警報」が，重大な災害が

起こるおそれが著しく大きい場合には「特別警報」が，県内の市町村（仙台市，栗原市，

大崎市，大和町は東西に分割した地域）ごとに                  

              発表される。また，土砂災害や低地の浸水，中小河川の

増水･氾濫，竜巻等による激しい突風，落雷等については，実際に危険度が高まってい

る場所が「危険度分布                       」等で発表さ

れる。なお，大雨や洪水などの警報等が発表された場合のテレビやラジオによる放送な

どでは，重要な内容を簡潔かつ効果的に伝えられるよう，これまでどおり市町村等をま

とめた地域の名称を用いる  場合がある。 

（略） 

（注２） 大雨や強風等 の気象現象により ，災害が発生するおそれがあるときには

「注意報」が，重大な災害が発生するおそれがあるときには「警報」が，重大な災害が

起こるおそれが著しく大きいときには「特別警報」が，県内の市町村（仙台市，栗原市，

大崎市，大和町は東西に分割した地域）ごとに現象の危険度と雨量，風速，潮位等の予

想値が時間帯ごとに示されて発表される。また，土砂災害や低地の浸水，中小河川の増

水･氾濫，竜巻等による激しい突風，落雷等により   実際に危険度が高まっている

場所が「キキクル」や「雷ナウキャスト」，「竜巻確度発生ナウキャスト」等で発表され

る。なお，大雨や洪水等 の警報等が発表された場合のテレビやラジオによる放送等 

では，                            市町村等をまと

めた地域の名称が用いられる場合がある。 

（略） 

記述の適正化 

202 （表略） （表略） 

 ※「（別表２）警報・注意報発表基準一覧表」を最新の情報に更新 

情報の更新 

204 （表略） （表略） 

 ※「（別表４）洪水警報基準」を最新の情報に更新 

情報の更新 

207 （表略） （表略） 

 ※「（別表６）洪水注意報基準」を最新の情報に更新 

情報の更新 

209 （表略） （表略） 

 ※「（別表７）高潮警報・注意報基準」を最新の情報に更新 

情報の更新 

210 （表略） （表略） 

※「（別表８）水防活動用警報・注意報」中，「大雨，長雨，融雪など」を「河川の上流域

での降雨や融雪等」に修正 

情報の更新 

210 ２ 東北地方整備局河川（国道）事務所または宮城県と仙台管区気象台が共同で発表す

る洪水予報 

（略） 

（１）洪水予報の種類 

２ 東北地方整備局河川（国道）事務所または宮城県と仙台管区気象台が共同で発表す

る洪水予報 

（略） 

（１）洪水予報の種類 

警戒レベルの改

定， 

記述の適正化 
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種 類 標 題 概 要 

洪水警報 氾濫発生情報 （略） 

災害がすでに発生している状況であり,命を守るための最

善の行動をとる         必要があることを示

す警戒レベル５に相当。 

氾濫危険情報 氾濫危険水位に達した とき，氾濫危険水位以上の状態が

継続しているときに発表される。 

いつ氾濫が発生してもおかしくない状態。   避難等の

氾濫発生に対する対応を求める段階であり，避難勧告等の

発令の判断の参考とする。 

        避難が必要とされる警戒レベル４に相

当。 

氾濫警戒情報 氾濫危険水位に達する と見込まれるとき，避難判断水位

に達しさらに 水位の上昇が見込まれるとき     

                         

                         

                         

   に発表される。 

避難準備等の氾濫発生に対する警戒を求める段階であり，

避難準備・高齢者等避難開始の発令の判断の参考とする。 

高齢者等        の避難が必要とされる警戒レ

ベル３に相当。 

洪水注意

報 

氾濫注意情報 氾濫注意水位に達し ，さらに水位の上昇が見込まれると

き，氾濫注意水位以上でかつ避難判断水位未満の状態が継

続しているとき，避難判断水位に達した が，水位の上昇

が見込まれないときに発表される。 

（略） 

                    避難に備え

ハザードマップ等により災害リスク等を再確認するなど,

自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２に相

当。 
 

種 類 標 題 概 要 

洪水警報 氾濫発生情報 （略） 

災害がすでに発生している状況であり,命の危険が迫って

いるため直ちに身の安全を確保する必要があることを示

す警戒レベル５に相当。 

氾濫危険情報 氾濫危険水位に到達したとき，氾濫危険水位以上の状況が

継続しているときに発表される。 

いつ氾濫が発生してもおかしくない状況であり，避難等の

氾濫発生に対する対応を求める段階であり，避難指示 の

発令の判断の参考とする。 

危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル４に相

当。 

氾濫警戒情報 氾濫危険水位に到達すると見込まれるとき，避難判断水位

に到達し，更に水位の上昇が見込まれるとき，氾濫危険情

報を発表中に氾濫危険水位を下回ったとき（避難判断水位

を下回った場合を除く），避難判断水位を超える状況が継

続しているとき（水位の上昇の可能性がなくなった場合を

除く）に発表される。 

高齢者等避難                   

             の発令の判断の参考とする。 

高齢者等は危険な場所からの避難が必要とされる警戒レ

ベル３に相当。 

洪水注意

報 

氾濫注意情報 氾濫注意水位に到達し，更に 水位の上昇が見込まれると

き，氾濫注意水位以上でかつ避難判断水位未満の状況が継

続しているとき，避難判断水位に到達したが，水位の上昇

が見込まれないときに発表される。 

（略） 

ハザードマップによる災害リスクの再確認等，避難に備え

                         ,

自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２に相

当。 
 

213 （図略） （図略） 情報の更新， 
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 ※「洪水予報伝達系統図（大臣・気象庁長官共同発表）」を最新の情報に更新 

※同図中，「危機対策課」を「復興・危機管理総務課」に，「エフエム仙台（株）」を「（株）

エフエム仙台」に，「東北電力（株）」を「東北電力（株）・東北電力ネットワーク（株）」

に各々修正 

組織改編によ

る， 

記述の適正化 

214 （図略） （図略） 

 ※「洪水予報伝達系統図（知事・気象庁長官共同発表）」を最新の情報に更新 

※同図中，「危機対策課」を「復興・危機管理総務課」に，「東北電力（株）」を「東北電

力（株）・東北電力ネットワーク（株）」に各々修正 

情報の更新， 

組織改編によ

る， 

記述の適正化 

217 （図略） （図略） 

※「氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）到達情報伝達系統図（国管理河川）」中，「株式会

社」を「（株）」に，「東北電力株式会社宮城支店」を「東北電力（株）・東北電力ネットワー

ク（株）」に,「一般財団法人」を「（一財）」に，「エフエム仙台」を「（株）エフエム仙台」

に，「危機対策課」を「復興・危機管理総務課」に，各々修正 

記述の適正化， 

組織改編による 

218 （図略） （図略） 

※「氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）到達情報伝達系統図（県管理河川）」中，「危機対

策課」を「復興・危機管理総務課」に，「普通科連隊」を「即応機動連隊」に，「株式会社」

を「（株）」に，「東北電力株式会社宮城支店企画管理部門総務広報」を「東北電力（株）・

東北電力ネットワーク（株）」に各々修正 

組織改編によ

る， 

記述の適正化 

221 （図略） （図略） 

※「水防警報伝達系統図（知事が発令する場合）」中，「危機対策課」を「復興・危機管理

総務課」に修正 

組織改編による 

223 （図略） （図略） 

※「気象警報等の伝達系統図」を最新の情報に更新 

※同図中，「危機対策課」を「復興・危機管理総務課」に，「東北電力（株）」を「東北電

力（株）・東北電力ネットワーク（株）」に各々修正 

情報の更新， 

組織改編によ

る， 

記述の適正化 

224 第２節 情報の収集・伝達 

 
 

＜主な実施機関＞ 

県（総務部，        ），県警察本部，市町村，防災関係機関 

第２節 情報の収集・伝達 

 
 

＜主な実施機関＞ 

県（総務部，復興・危機管理部），県警察本部，市町村，防災関係機関 

組織改編による 
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225 第１ （略） 

第２ 情報収集・伝達 

（略） 

１ 被害の収集・伝達 

 （１）から（５）まで （略） 

（６） 県又は市町村は，必要に応じ，収集した被災現場の画像情報を，中央防災

無線網等を活用し，官邸  及び非常本部等を含む防災関係機関へ提供し，

情報の共有を図る。 

（７）から（９）まで （略） 

 ２ （略） 

第１ （略） 

第２ 情報収集・伝達 

（略） 

１ 被害の収集・伝達 

 （１）から（５）まで （略） 

（６） 県又は市町村は，必要に応じ，収集した被災現場の画像情報を，中央防災

無線網等を活用し，首相官邸及び政府本部 を含む防災関係機関へ提供し，

情報の共有を図る。 

（７）から（９）まで （略） 

 ２ （略） 

記述の適正化， 

防災基本計画の

修正による 

226 ３ 情報の伝達 

（１）及び（２） （略） 

（３） 県は，消防庁消防防災無線を活用して総務省消防庁に対し速やかに情報の

伝達を行う。また，必要に応じ内閣府の緊急連絡用回線網（中央防災無線）

を活用して，首相官邸及び非常（緊急）災害対策本部に伝達する。 

（４） （略） 

３ 情報の伝達 

（１）及び（２） （略） 

（３） 県は，消防庁消防防災無線を活用して総務省消防庁に対し速やかに情報の伝

達を行う。また，必要に応じ内閣府の緊急連絡用回線網（中央防災無線）を活

用して，首相官邸及び政府本部        に伝達する。 

（４） （略） 

防災基本計画の

修正による 

229 第３節 通信・放送施設の確保 

 
 

＜主な実施機関＞ 

県（総務部，        ，土木部），県警察本部，市町村，東北地方整備局，第

二管区海上保安本部，東北総合通信局，仙台管区気象台，日本郵便（株）東北支社，東

日本電信電話（株）宮城事業部，各放送事業者 

第３節 通信・放送施設の確保 

 
 

＜主な実施機関＞ 

県（総務部，復興・危機管理部，土木部），県警察本部，市町村，東北地方整備局，第

二管区海上保安本部，東北総合通信局，仙台管区気象台，日本郵便（株）東北支社，東

日本電信電話（株）宮城事業部，各放送事業者 

組織改編による 

230 第１から第５ （略） 

第６ 災害時の通信連絡 

１ 通信連絡手段 

  （略） 

 イからニまで （略） 

 ホ ＰＨＳ…使用範囲は限定されるが，携帯電話と同様の特徴がある。 

 ヘ （略） 

ト （略） 

チ （略） 

リ （略） 

第１から第５ （略） 

第６ 災害時の通信連絡 

１ 通信連絡手段 

  （略） 

 イからニまで （略） 

 （削除） 

 ホ （略） 

ヘ （略） 

ト （略） 

チ （略） 

ＰＨＳの公衆

サービス終了の

ため， 

条項ずれ 
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ヌ （略） 

ル （略） 

ヲ （略） 

ワ （略） 

カ （略） 

ヨ （略） 

タ （略） 

リ （略） 

ヌ （略） 

ル （略） 

ヲ （略） 

ワ （略） 

カ （略） 

ヨ （略） 

231 レ 災害用伝言板…大規模災害発生時，携帯電話・ＰＨＳ事業者各社が提供するサー

ビスで，安否情報の登録・確認ができる。 

タ 災害用伝言板…大規模災害  時，携帯電話   事業者各社が提供するサー

ビスで，安否情報の登録・確認ができる。 

条項ずれ， 

記述の適正化， 

ＰＨＳの公衆

サービス終了の

ため 

234 第４節 災害広報活動 

 
 

＜主な実施機関＞ 

県（総務部，        ），市町村，県警察本部，防災関係機関 

第４節 災害広報活動 

 
 

＜主な実施機関＞ 

県（総務部，復興・危機管理部），市町村，県警察本部，防災関係機関 

組織改編による 

235 第１及び第２ （略） 

第３ 県の広報 

 １ （略） 

 ２ 広報実施方法 

   （略） 

（１）から（６）まで （略） 

（７） 宮城県ホームページ         ，危機管理ブログへの掲載による広

      報 

（８）及び（９） （略） 

第１及び第２ （略） 

第３ 県の広報 

 １ （略） 

 ２ 広報実施方法 

   （略） 

（１）から（６）まで （略） 

（７） 宮城県ホームページ，防災情報ポータル，危機管理ブログへの掲載による広

      報 

（８）及び（９） （略） 

記述の適正化 

235 第４ 市町村の広報 

１ 市町村の広報 

   （略） 

  （１）から（３）まで （略） 

  （４） 避難（勧告・場所等）に関する情報 

  （５）から（19）まで （略） 

第４ 市町村の広報 

１ 市町村の広報 

   （略） 

  （１）から（３）まで （略） 

  （４） 避難情報，避難場所等に関する情報 

  （５）から（19）まで （略） 

災対法の改正に

よる 
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238 第５節 防災活動体制 

第１及び第２ （略） 

第３ 県の活動 

１ 職員の配備体制 

 （１） （略） 

 （２） 特別警戒配備（１号） 

大雨，洪水等の警報が発表され，広範囲にわたる災害の発生が予想されると

き，若しくは被害が発生したとき，台風による災害が予想されるとき，その他

特に危機管理監    が必要と認めたときは，「災害対策警戒配備要領」に

基づき宮城県警戒本部を設置し，特別警戒配備（１号）体制を敷く。 

（３）から（６）まで （略） 

  ２ （略） 

第５節 防災活動体制 

第１及び第２ （略） 

第３ 県の活動 

１ 職員の配備体制 

 （１） （略） 

 （２） 特別警戒配備（１号） 

大雨，洪水等の警報が発表され，広範囲にわたる災害の発生が予想されると

き，若しくは被害が発生したとき，台風による災害が予想されるとき，その他

特に復興・危機管理部長が必要と認めたときは，「災害対策警戒配備要領」に

基づき宮城県警戒本部を設置し，特別警戒配備（１号）体制を敷く。 

（３）から（６）まで （略） 

２ （略） 

組織改編による 

239 ３ 災害対策本部の運用 

（１） 災害対策本部事務局は県庁５階の危機対策課，消防課 執務室に設置する。

（略） 

３ 災害対策本部の運用 

（１） 災害対策本部事務局は県庁  の復興・危機管理部各課執務室に設置する。

（略） 

組織改編による 

240 配備体制の基準・内容等 

区分 配備基準 

（略） 

本部・地方支部等体制 

（略） 
（
略
） 

０
号 

１から４まで （略） 

５ その他特に部（局）長（総

務部にあっては危機管理監）

が必要と認めたとき。 

（略） 

１
号 

１から４まで （略） 
５ その他特に危機管理監  
  が必要と認めたとき 

警戒本部 

（本部長：危機管理

監    ） 

（略） 

（略） 

（略） 
 

配備体制の基準・内容等 

区分 配備基準 

（略） 

本部・地方支部等体制 

（略） 
（
略
） 

０
号 

１から４まで （略） 

５ その他特に部（局）長  

             

が必要と認めたとき  

（略） 

１
号 

１から４まで （略） 
５ その他特に復興・危機管理
部長が必要と認めたとき 

警戒本部 

（本部長：復興・危

機管理部長） 

（略） 

（略） 

（略） 
 

組織改編による 

241  第４ 市町村の活動 

  １ 活動体制 

   （１） 組織，配備体制 

       （略）この際，市町村は，災害発生のおそれが高まっている場合，膨大な量

の情報を収集・分析し，それに基づき避難勧告等を発令・伝達することにも留

第４ 市町村の活動 

  １ 活動体制 

   （１） 組織，配備体制 

       （略）この際，市町村は，災害発生のおそれが高まっている場合，膨大な量

の情報を収集・分析し，それに基づき避難情報 を発令・伝達することにも留

災対法の改正に

よる 
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意し，災害発生時，避難勧告等の発令も含めた災害応急対策を速やかに行うた

め，全庁をあげた役割分担の体制等を構築するよう努める。（略） 

（２）及び（３） （略） 

意し，災害発生時，避難情報 の発令も含めた災害応急対策を速やかに行うた

め，全庁をあげた役割分担の体制等を構築するよう努める。（略） 

（２）及び（３） （略） 

242 ２ 市町村災害対策本部の所掌事務 

（略） 

（１）から（６）まで （略） 

（７） 避難勧告等の発令 

（８）から（12）まで （略） 

２ 市町村災害対策本部の所掌事務 

（略） 

（１）から（６）まで （略） 

（７） 避難情報 の発令 

（８）から（12）まで （略） 

災対法の改正に

よる 

246 第６節 警戒活動 

（略） 

第４ 土砂災害警戒活動 

（略） 

２ （略） 

また，土砂災害警戒区域及び土砂災害危険箇所の警戒活動を行うとともに，   

    大雨警報（土砂災害）の危険度分布（土砂災害警戒判定メッシュ情報）等の

補足情報や渓流・斜面の状況等を総合的に判断し，住民に対し，避難勧告   等の

必要な措置を講じる。 

第６節 警戒活動 

（略） 

第４ 土砂災害警戒活動 

（略） 

２ （略） 

また，土砂災害警戒区域及び土砂災害危険箇所の警戒活動を行うとともに，土砂キ

キクル（大雨警報（土砂災害）の危険度分布               ）等の

補足情報や渓流・斜面の状況等を総合的に判断し，住民に対し，避難情報の発令等の

必要な措置を講じる。 

災対法の改正に

よる， 

記述の適正化 

246 ３ 避難勧告の発令に当たっては，土砂災害警戒情報が発表された場合は直ちに避難

勧告を発令する事を基本とし，       大雨警報（土砂災害）の危険度分布

（土砂災害警戒判定メッシュ情報）において，「                

           予想で土砂災害警戒情報の基準に到達した」メッシュが予

め避難勧告の発令範囲として設定した地域に存在する土砂災害警戒区域・土砂災害

危険箇所等と重なった場合は，当該                地域に存在

する土砂災害警戒区域・土砂災害危険箇所等全てに避難勧告を発令する。 

  また，大雨警報（土砂災害）の危険度分布（土砂災害警戒判定メッシュ情報）にお

いて，「実況で土砂災害警戒情報の基準に到達した」メッシュが予め避難勧告の発令

範囲として設定した地域に存在する土砂災害警戒区域・土砂災害危険箇所等と重

なった場合は，当該地域に存在する土砂災害警戒区域・土砂災害危険箇所等全てに避

難指示（緊急）を発令する。 

３ 避難指示の発令に当たっては，土砂災害警戒情報が発表された場合は直ちに避難

指示を発令する事を基本とし，土砂キキクル （大雨警報（土砂災害）の危険度分布

               ）において，「極めて危険（濃い紫）」又は「非常に

危険（うす紫）」（実況又は予想で土砂災害警戒情報の基準に到達）の メッシュが出

現し，そのメッシュが              土砂災害警戒区域     

    等と重なった場合は，予め避難指示の発令単位として設定した地域内の 

  土砂災害警戒区域         等  に避難指示を発令する。 

                                    

                                     

                                     

                                     

              

災対法の改正に

よる， 

「避難情報に関

するガイドライ

ン」の改定 

246 ４ 市町村は，土砂災害に係る避難勧告等については，それらの解除を行う際に，国又

は県に必要な助言を求めることができるよう，連絡調整窓口，連絡の方法を取り決め

ておくとともに，連絡先の共有を徹底しておくなど，必要な準備を整えておくものと

４ 市町村は，発令した避難情報             の解除を行う際に，国又

は県に必要な助言を求めることができるよう，連絡調整窓口，連絡の方法を取り決め

ておくとともに，連絡先の共有を徹底しておくなど，必要な準備を整えておくものと

災対法の改正に

よる 
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する。 する。 

247 第７節 相互応援活動 

 
 

＜主な実施機関＞ 

県（総務部，        ），市町村，県警察本部，東北管区警察局 

第７節 相互応援活動 

 
 

＜主な実施機関＞ 

県（総務部，復興・危機管理部），市町村，県警察本部，東北管区警察局 

組織改編による 

247 第１及び第２ （略） 

第３ 県による応援・受援活動 

１ 応援要請及び指示 

県は，災害応急対策を行うために必要があると認めるときは，「宮城県災害時広域

受援計画」に基づき，被害の規模に応じて，他の都道府県等に対して応援を求める。 

（略） 

第１及び第２ （略） 

第３ 県による応援・受援活動 

１ 応援要請及び指示 

県は，災害応急対策を行うために必要があると認めるときは，「宮城県災害時広域

受援計画」に基づき，被害の規模に応じて，他 都道府県等に対して応援を求める。 

（略） 

記述の適正化 

248 ２ 職員派遣の要請 

県は，被災市町村の行財政運営が困難と見込まれる場合，短期の人材派遣について

被災市町村のニーズを照会し，総務省の被災市区町村応援職員確保システム等によ

り必要人数を全国知事会及び国に職員派遣を要請する。（略） 

  ３から６まで （略） 

２ 職員派遣の要請 

県は，被災市町村の行財政運営が困難と見込まれる場合，短期の人材派遣について

被災市町村のニーズを照会し，総務省の応急対策職員派遣制度      等によ

り必要人数を全国知事会及び国に職員派遣を要請する。（略） 

  ３から６まで （略） 

防災基本計画の

修正による 

250 第５ 他都道府県からの応援活動  

  １及び２ （略） 

 ３ 総務省の被災市区町村応援職員確保システムによる応援要請 

（１） 応援職員のニーズ等の把握 

県は，「被災市区町村応援職員確保システムに関する要綱」に基づき，被災

市町村における災害対応業務を支援するための応援職員のニーズ等を速やか

に把握し，総務省及び北海道東北ブロック幹事県に連絡する。 

（２）及び（３） （略） 

第５ 他都道府県からの応援活動  

  １及び２ （略） 

 ３ 総務省の応急対策職員派遣制度      による応援要請 

（１） 応援職員のニーズ等の把握 

県は，「応急対策職員派遣制度      に関する要綱」に基づき，被災

市町村における災害対応業務を支援するための応援職員のニーズ等を速やか

に把握し，総務省及び北海道東北ブロック幹事県に連絡する。 

（２）及び（３） （略） 

防災基本計画の

修正による 

250   ４ 国への応援調整要求 

県は，災害の規模等に照らし，応援の指示又は要求を行うべき適当な相手方が見つ

からない場合や，仮に応援の指示又は要求を行ってもなお不十分な場合など，地方公

共団体間の応援の要求等のみによっては災害応急対策が円滑に実施されないと認め

る場合，国に対して，他の都道府県が県又は被災市町村を応援することを求めるよ

う，要求する。 

４ 国への応援調整要求 

県は，災害の規模等に照らし，応援の指示又は要求を行うべき適当な相手方が見つ

からない場合や，仮に応援の指示又は要求を行ってもなお不十分な場合など，地方公

共団体間の応援の要求等のみによっては災害応急対策が円滑に実施されないと認め

る場合，国に対して，他 都道府県が県又は被災市町村を応援することを求めるよ

う，要求する。 

記述の適正化 
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252 第10 他県等への応援体制 

（略） 

また，災害の発生時には，その規模等に応じて，連携して広域的な応援体制を迅速

に構築するよう努める。 

                                    

                        

第10 他県等への応援体制 

（略） 

また，災害の発生時には，その規模等に応じて，連携して広域的な応援体制を迅

速に構築するよう努める。 

なお，県及び市町村は，応援職員の派遣に当たっては，感染症対策のため派遣職

員の健康管理やマスク着用を徹底するものとする。 

防災基本計画の

修正による 

253 第８節 災害救助法の適用 

 
 

＜主な実施機関＞ 

県（保健福祉部   ），市町村 

第８節 災害救助法の適用 

 
 

＜主な実施機関＞ 

県（復興・危機管理部），市町村 

組織改編による 

256 第９節 自衛隊の災害派遣 

 
 

＜主な実施機関＞ 

県（総務部     ），市町村，自衛隊，第二管区海上保安本部，東京航空局仙台空

港事務所 

第９節 自衛隊の災害派遣 

 
 

＜主な実施機関＞ 

県（復興・危機管理部），市町村，自衛隊，第二管区海上保安本部，東京航空局仙台空

港事務所 

組織改編による 

258  第１及び第２ （略） 

 第３ 県・市町村と自衛隊との連絡 

  １ （略） 

  ２ 自衛隊の災害派遣に係る県の対応 

（１） 自衛隊の災害派遣に係る県の窓口は県危機対策課     （火災及び林野

火災については消防課）とする。 

（２）及び（３） （略） 

第１及び第２ （略） 

 第３ 県・市町村と自衛隊との連絡 

  １ （略） 

  ２ 自衛隊の災害派遣に係る県の対応 

（１） 自衛隊の災害派遣に係る県の窓口は県復興・危機管理総務課（火災及び林野

火災については消防課）とする。 

（２）及び（３） （略） 

組織改編による 

262 第10節 救急・救助活動 

 
 

＜主な実施機関＞ 

県（総務部     ，県警察本部，市町村，自衛隊，第二管区海上保安本部，東北

地方整備局，東日本高速道路（株）東北支社 

第10節 救急・救助活動 

 
 

＜主な実施機関＞ 

県（復興・危機管理部，県警察本部，市町村，自衛隊，第二管区海上保安本部，東北

地方整備局，東日本高速道路（株）東北支社 

組織改編による 

263 第１から第５まで （略） 

第６ 第二管区海上保安本部の活動 

 １ （略） 

第１から第５まで （略） 

第６ 第二管区海上保安本部の活動 

 １ （略） 

記述の適正化 
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  （１）及び（２） （略） 

  （３） 危険物が流出したときは，その周辺海域の警戒を厳重にし，必要に応じて火

災，爆発及びガス中毒等の発生の防止，避難勧告             

   を行う。 

   （４）及び（５） （略） 

  （１）及び（２） （略） 

  （３） 危険物が流出したときは，その周辺海域の警戒を厳重にし，必要に応じて火

災，爆発及びガス中毒等の発生の防止，船舶の航行を制限し，又は禁止する等

の措置を行う。 

   （４）及び（５） （略） 

264 （新設） 第10 感染症対策 

捜索，救助・救急活動を実施する救助機関は，感染症対策のため，職員の健康管理やマ

スク着用等を徹底するものとする。 

防災基本計画の

修正による 

266 第11節 医療救護活動 

第１及び第２ （略） 

第３ 医療救護体制・ＤＭＡＴ・医療救護班の派遣・受入れ体制 

１ 県 

 （１） （略） 

 （２） ＤＭＡＴの派遣 

イ及びロ （略） 

ハ 県は，多数の重症，中等症の傷病者が発生すると予想される状況の場合

は，国及び他の都道府県にＤＭＡＴの派遣を要請する。 

ニ （略） 

第11節 医療救護活動 

第１及び第２ （略） 

第３ 医療救護体制・ＤＭＡＴ・医療救護班の派遣・受入れ体制 

１ 県 

 （１） （略） 

 （２） ＤＭＡＴの派遣 

イ及びロ （略） 

ハ 県は，多数の重症，中等症の傷病者が発生すると予想される状況の場合

は，国及び他 都道府県にＤＭＡＴの派遣を要請する。 

ニ （略） 

記述の適正化 

266 （３） 医療救護班の派遣調整 

イ （略） 

また，県は，医療救護活動が県のみでは十分な対応ができない場合，広域

応援県市に応援を要請するほか，必要に応じ，他の都道府県，（公社）日本

医師会（ＪＭＡＴ），日本赤十字社，独立行政法人国立病院機構，大学病院，

（一社）日本病院会，（公社）全日本病院協会，（公社）日本歯科医師会，（公

社）日本薬剤師会，            （公社）日本看護協会等の医

療関係団体に医療救護班の派遣を要請する。 

ロ （略） 

（３） 医療救護班の派遣調整 

イ （略） 

また，県は，医療救護活動が県のみでは十分な対応ができない場合，広域

応援県市に応援を要請するほか，必要に応じ，他 都道府県，（公社）日本

医師会（ＪＭＡＴ），日本赤十字社，独立行政法人国立病院機構，大学病院，

（一社）日本病院会，（公社）全日本病院協会，（公社）日本歯科医師会，（公

社）日本薬剤師会，（一社）日本病院薬剤師会，（公社）日本看護協会等の医

療関係団体に医療救護班の派遣を要請する。 

ロ （略） 

記述の適正化， 

災害時薬事関連

業務マニュアル

策定による 

266 ハ 災害医療本部は，災害医療コーディネーター            

  と協議の上で派遣先等の調整を行う。 

ニ及びホ （略） 

ハ 災害医療本部は，災害医療コーディネーター及び災害薬事コーディネー

ターと協議の上で派遣先等の調整を行う。 

ニ及びホ （略） 

災害時薬事関連

業務マニュアル

策定による 

266 （４） 医療ボランティアの調整 

県災害医療本部は必要に応じて，ボランティア現地対策本部及び関係機関

（４） 医療ボランティアの調整 

県災害医療本部は必要に応じて，ボランティア現地対策本部及び関係機関

災害時薬事関連

業務マニュアル
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と連携を図りながら，災害医療コーディネーター            

  と協議の上で医療ボランティアの被災地への配置について連絡・調整を

行う。 

  ２から７まで （略） 

 第４及び第５ （略） 

と連携を図りながら，災害医療コーディネーター及び災害薬事コーディネー

ターと協議の上で医療ボランティアの被災地への配置について連絡・調整を

行う。 

２から７まで （略） 

第４及び第５ （略） 

策定による 

269 第６ 医薬品等及び輸血用血液の供給体制 

１及び２ （略） 

３ 医薬品等の需要・供給体制 

（１） 医療施設の管理者及び救護所の責任者は，医薬品等に不足が生じた場合，当

該市町村災害対策本部 に調達を要請する。 

第６ 医薬品等及び輸血用血液の供給体制 

１及び２ （略） 

３ 医薬品等の需要・供給体制 

（１） 医療施設の管理者及び救護所の責任者等は，医薬品等に不足が生じた場合，

当該市町村災害対策本部等に調達を要請する。 

災害時薬事関連

業務マニュアル

策定による 

269 （２） 市町村災害対策本部は，医療施設または救護所 から医薬品等の要請を受け

た場合，調達できる医薬品等を供給する。市町村において調達できない場合

は，県災害対策本部 に要請する。 

（２） 市町村災害対策本部は，医療施設または救護所等から医薬品等の要請を受け

た場合，調達できる医薬品等を供給する。市町村において調達できない場合

は，地域災害医療支部に要請する。 

災害時薬事関連

業務マニュアル

策定による 

269 （新設） 

 

 

 

（３） 地域災害医療支部は，市町村災害対策本部等から医薬品等の要請を受けた場

合，管内医薬品等卸売販売業者に調達を要請する。不足する場合は，二次医薬

品集積所の支援医薬品等を供給し，困難な場合は，県災害医療本部に要請す

る。 

災害時薬事関連

業務マニュアル

策定による 

269 （３） 県災害対策本部は，市町村災害対策本部から医薬品等の要請を受けた場合

は，備蓄医薬品等を供給      し，不足する場合は県内医薬品等卸業者

に調達を要請   する。（略） 

（４） （略） 

（４） 県災害対策本部は，地域災害医療支部 から医薬品等の要請を受けた場合

は，県内医薬品等卸業者に調達を要請し，不足する場合は一次医薬品集積所の

支援医薬品等を供給する。（略） 

（５） （略） 

災害時薬事関連

業務マニュアル

策定による 

269 （５） 県は，（一社）宮城県薬剤師会及び（一社）宮城県病院薬剤師会と締結した

「災害時における医療救護活動に関する協定書」に基づき，薬剤師の派遣を要

請し，医薬品等集積所，救護所等での医薬品等の仕分け，在庫管理，調剤，服

薬指導及び災害対応医薬品供給車両（モバイルファーマシー）       

                    による医薬品の提供等を行う。 

また，（一社）宮城県病院薬剤師会へ薬剤師の派遣について協力を求める。 

   （６） （略） 

 第７ （略） 

（６） 県は，（一社）宮城県薬剤師会及び（一社）宮城県病院薬剤師会と締結した

「災害時における医療救護活動に関する協定書」に基づき，薬剤師の派遣を要

請し，医薬品等集積所，救護所等での医薬品等の仕分け，在庫管理，調剤，服

薬指導及び            モバイルファーマシー （ライフライ

ン喪失下でも，各種医薬品を供給できる車両）による医薬品の供給等を行う。 

                                     

（７） （略） 

第７ （略） 

災害時薬事関連

業務マニュアル

策定による 

271 第12節 交通・輸送活動 

 

第12節 交通・輸送活動 

 

組織改編による 
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＜主な実施機関＞ 

県（総務部     ，震災復興・企画部，農政部，水産林政部，土木部），県警察本

部，市町村，自衛隊，東北地方整備局，東北運輸局，東日本高速道路（株）東北支社，

第二管区海上保安本部，（公社）宮城県バス協会，宮城交通（株），（公社）宮城県トラッ

ク協会，宮城県道路公社 
 

＜主な実施機関＞ 

県（復興・危機管理部，企画部     ，農政部，水産林政部，土木部），県警察本

部，市町村，自衛隊，東北地方整備局，東北運輸局，東日本高速道路（株）東北支社，

第二管区海上保安本部，（公社）宮城県バス協会，宮城交通（株），（公社）宮城県トラッ

ク協会，宮城県道路公社 

277 第５ 陸上交通の確保 

  １から３まで （略） 

４ 緊急通行車両の確認 

    （略） 

   （１） 確認対象車両 

イ 知事が行う確認事務処理 

知事は，知事部局等県有公用車両について確認し，本庁（公営企業及び教

育庁の本庁を含む。）が所有する車両に係る確認事務については総合交通対

策課で，また地方機関（公営企業及び教育庁の地方機関を含む。）が所有す

る車両の確認事務については，所管の地方振興事務所・地域事務所でそれぞ

れ行う。 

      ロ （略） 

第５ 陸上交通の確保 

  １から３まで （略） 

４ 緊急通行車両の確認 

    （略） 

   （１） 確認対象車両 

イ 知事が行う確認事務処理 

知事は，知事部局等県有公用車両について確認し，本庁（公営企業及び教

育庁の本庁を含む。）が所有する車両に係る確認事務については地域交通政

策課で，また地方機関（公営企業及び教育庁の地方機関を含む。）が所有す

る車両の確認事務については，所管の地方振興事務所・地域事務所でそれぞ

れ行う。 

      ロ （略） 

組織改編による 

277   （２） 申し出事項 

緊急通行車両の運転者は，次の事項を申し出て確認を受ける。 

                                 

          

イからハまで （略） 

（２） 申し出事項 

緊急通行車両の運転者は，次の事項を申し出て確認を受ける。 

なお，事前届出を行っている車両は，緊急通行車両等事前届出済証の提出で

足りるものとする。 

イからハまで （略） 

記述の適正化 

277      ニ 輸送日時    （削除） 記述の適正化 

277    ホ 輸送経路（出発地，経由地及び目的地名） ニ       出発地          条項ずれ， 

記述の適正化 

277 へ その他参考事項（事前届出を行っている場合は，緊急通行車両等事前届

出済証を提出。） 

（３） （略） 

ホ その他参考事項                         

         

（３） （略） 

条項ずれ， 

記述の適正化 

277  （４） 交付状況の把握 

（３）により標章等を交付した場合，危機対策課     及び交通規制課

に報告することとし，（１）の区分によりそれぞれ交付状況を把握する。危機

 （４） 交付状況の把握 

（３）により標章等を交付した場合，復興・危機管理総務課及び交通規制課

に報告することとし，（１）の区分によりそれぞれ交付状況を把握する。復興・

組織改編による 
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対策課     及び交通規制課は，必要に応じて確認事務の調整を図る。 危機管理総務課及び交通規制課は，必要に応じて確認事務の調整を図る。 

281 第13節 ヘリコプターの活動 

 
 

＜主な実施機関＞ 

県（総務部     ），県警察本部，仙台市消防局，東北地方整備局，第二管区海上

保安本部，東京航空局仙台空港事務所，自衛隊，仙台国際空港（株） 

第13節 ヘリコプターの活動 

 
 

＜主な実施機関＞ 

県（復興・危機管理部），県警察本部，仙台市消防局，東北地方整備局，第二管区海上

保安本部，東京航空局仙台空港事務所，自衛隊，仙台国際空港（株） 

組織改編による 

281 第１及び第２ （略） 

第３ 活動内容 

   （略） 

 １から７まで （略） 

 ８ 住民に対する避難勧告等の広報活動 

 ９ （略） 

第１及び第２ （略） 

第３ 活動内容 

   （略） 

 １から７まで （略） 

 ８ 住民に対する避難情報 の広報活動 

 ９ （略） 

災対法の改正に

よる 

283 第14節 避難活 

第１ 目的 

災害発生時又は災害発生のおそれがある場合において，地区住民等を速やかに避

難誘導させるため，市町村及び防災関係機関は，適切に勧告又は指示等を行うととも

に，速やかに指定緊急避難場所の開放及び指定避難所を開設し，地区住民等の安全が

確保されるまでの間あるいは住家の復旧がなされるまでの間，管理運営に当たる。 

  １ （略） 

第14節 避難活動 

第１ 目的 

災害発生時又は災害発生のおそれがある場合において，地区住民等を速やかに避

難誘導させるため，市町村及び防災関係機関は，適切に避難の 指示等を行うととも

に，速やかに指定緊急避難場所の開放及び指定避難所を開設し，地区住民等の安全が

確保されるまでの間あるいは住家の復旧がなされるまでの間，管理運営に当たる。 

  １ （略） 

災対法の改正に

よる 

283 ２ 避難勧告等の対象とする避難行動              

避難勧告等の対象とする避難行動については，これまで避難所と呼称されてきた

場所に移動することのみではなく，次の全ての行動を避難行動とする。 

（１） 指定緊急避難場所への立退き避難       

                                 

                                  

                              

        

                                

                                 

          

         

２ 住民がとるべき    避難行動（洪水・土砂災害・高潮等） 

                                    

                                 

（１） リードタイムを確保できる場合にとる避難行動 

高齢者等避難，避難指示の発令時等，避難のリードタイム（指定緊急避難場

所への立退き避難に要する時間）が確保できる場合には，立退き避難を基本と

し，次のいずれかの避難行動をとる。 

      イ 立退き避難 

災害リスクのある区域等の住民等が，指定緊急避難場所又は安全な自主

避難先（親戚・知人宅，ホテル・旅館）への移動等対象とする災害から安全

な場所に移動する。 

      ロ 屋内安全確保 

防災基本計画の

修正による 
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災害のリスクのある区域等においても，住民等がハザードマップ等で浸

水想定区域，浸水等を確認し，自宅・施設等への浸水しない上階への移動又

は上層階に留まる等自らの判断で計画的に身の安全を確保する。 

283 （２） 「近隣の安全な場所」（近隣のより安全な場所・建物等）への立退き避難 

    

                                 

                                  

                                  

                                  

                                  

    

                                 

              

（２） 緊急安全確保（リードタイムを確保できない場合にとらざるを得ない避難行

動） 

緊急安全確保の発令時（※）等，立退き避難を行う必要のある居住者等が，

適切なタイミングで避難をしなかった又は急激に災害が切迫する等して避難

することができなっかた等，立退き避難を安全にできない可能性がある状況

に至ってしまったと考えられる場合には，立退き避難から行動を変容し，その

時点でいる場所よりも相対的に安全である場所に直ちに移動する。 

※市町村が災害の状況を確実に把握できるものではない等の理由から，必

ず発令されるものではない。 

防災基本計画の

修正による 

283 （３） 「屋内安全確保」（その時点に居る建物内において，より安全な部屋等への

移動） 

（削除） 防災基本計画の

修正による 

283 第２ 避難準備・高齢者等避難開始 

１ 市町村は，避難勧告及び避難指示（緊急）のほか，一般住民に対して避難準備及び

自主的な避難を呼びかけるとともに，避難行動要支援者等，特に避難行動に時間を要

する者に対して，早めの段階で避難行動を開始することを求める避難準備・高齢者等

避難開始                                 

             を伝達する必要がある。 

避難準備・高齢者等避難開始については，それを発令したからといって必ずしも避

難勧告・指示を出さなければならないわけではなく，危険が去った場合には避難準

備・高齢者等避難開始のみの発令で終わることもあり得る。このような認識の下，時

機を逸さずに避難準備・高齢者等避難開始を発令すべきである。 

第２      高齢者等避難   

１ 市町村は，      避難指示    のほか，              

                避難行動要支援者等，特に避難行動に時間を要

する者に対して，早めの段階で避難行動を開始することを求めるとともに，高齢者等

以外の者に対して，必要に応じて普段の行動を見合わせ始めることや，自主的な避難

を呼びかける高齢者等避難を伝達する必要がある。 

      高齢者等避難  については，それを発令したからといって必ずしも避

難   指示を出さなければならないわけではなく，危険が去った場合には   

  高齢者等避難  のみの発令で終わることもあり得る。このような認識の下，時

機を逸さずに     高齢者等避難  を発令すべきである。 

災対法の改正に

よる 

283 ２ 土砂災害 

平成26年の広島市における土砂災害等の教訓から，他の水災害と比較して突発性

が高く予測が困難な土砂災害については，避難準備・高齢者等避難開始を積極的に活

用することとし，避難準備・高齢者等避難開始が発令された段階から自発的に避難を

開始することを，土砂災害警戒区域・危険箇所等の住民に推奨することが望ましい。 

２ 土砂災害 

平成26年の広島市における土砂災害等の教訓から，他の水災害と比較して突発性

が高く予測が困難な土砂災害については，    高齢者等避難  を積極的に活

用することとし，    高齢者等避難  が発令された段階から自発的に避難を

開始することを，土砂災害警戒区域・危険箇所等の住民に推奨することが望ましい。 

災対法の改正に

よる 

283 ３ 高潮災害 

高潮注意報が発表され，なおかつ警報に切り替わる可能性がある等，避難勧告 を

３ 高潮災害 

高潮注意報が発表され，なおかつ警報に切り替わる可能性がある等，避難指示等を

災対法の改正に

よる 
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発令する可能性がある場合に，避難準備・高齢者等避難開始を発令することを基本と

する。台風情報で発表される，台風の強さ，位置，暴風域の範囲等の予報を判断材料

とする。 

発令する可能性がある場合に，    高齢者等避難  を発令することを基本と

する。台風情報で発表される，台風の強さ，位置，暴風域の範囲等の予報を判断材料

とする。 

284 ４ 夜間に備えた対応 

        立ち退き避難が困難となる夜間   において避難勧告等を発

令する可能性がある場合には，夕方等の明るい    時間帯に避難準備・高齢者等

避難開始を発令することを検討する。具体的には，夕刻時点において，大雨警報（土

砂災害）が夜間にかけて継続する場合，または大雨注意報が発表されている状況で当

該注意報の中で夜間～翌日早朝に大雨警報（土砂災害）に切り替える可能性が言及さ

れている場合等が該当する。 

４ 夜間に備えた対応 

前線や，台風等により立退き避難が困難となる夜間・未明において避難情報 を発

令する可能性がある場合には，夕方等の暗くなる前の時間帯に     高齢者等

避難  を発令することを検討する。                    

                                     

                                     

              

災対法の改正に

よる， 

記述の適正化 

284 第３ 避難の勧告又は指示  

災害により  ，人命の保護又は被害の拡大の防止のため必要と認められる場合，

市町村長は，住民に対して速やかに避難の勧告又は   指示を行う。    県

は，時期を失することなく避難勧告等が発令されるよう，市町村に積極的に助言を行

う。 

「勧告」とは，災害を覚知し，被害の拡大が予想され，事前に避難を要すると判断

されるとき，その地域の住民がその「勧告」を尊重することを期待して，避難のため

の立ち退きを勧め又は促す行為を言う。 

「指示」とは，災害の危険が目前に切迫し，緊急に避難を要すると認められると

き，「勧告」よりも拘束力が強く，住民を避難のために立ち退かせるためのものを言

う。 

なお，市町村長は，避難時の周囲の状況等により避難のために立退きを行うことが

かえって危険を伴う場合等やむを得ないときは，住民に対し，「屋内安全確保」等の

安全確保                                 

     措置を指示することができる。 

第３ 避難の    指示等 

災害時において，人命の保護又は被害の拡大の防止のため必要と認められる場合，

市町村長は，住民に対して速やかに避難のための立退きを指示する 。この際，県

は，時期を失することなく避難情報 が発令されるよう，市町村に積極的に助言を行

う。 

                                    

                                     

                   

                                    

                                     

   

また，市町村長は，災害が発生し，又はまさに発生しようとしている場合におい

て，避難のための立退きを行うことによりかえって人の生命又は身体に危険が及ぶ

おそれがあり，かつ，事態に照らし緊急を要すると認めるときは，緊急に安全を確保

するための措置を指示することができる。 

災対法の改正に

よる 

284 １ 避難勧告，指示 を行う者 

避難の勧告又は指示 を発すべき権限のある者は，それぞれの法律によって次の

ように定められているが，災害応急対策の第一義的な実施責任者である市町村長を

中心として，相互に連携を図りながら実施する。また，災害対策基本法第63条に規定

する「警戒区域」への立入禁止，退去命令等についても適切に運用する。 

１ 避難の  指示等を行う者 

避難の    指示等を発すべき権限のある者は，それぞれの法律によって次の

ように定められているが，災害応急対策の第一義的な実施責任者である市町村長を

中心として，相互に連携を図りながら実施する。また，災害対策基本法第63条に規定

する「警戒区域」への立入禁止，退去命令等についても適切に運用する。 

災対法の改正に

よる 

284 （１） 避難 指示，勧告を行う者 

（略） 

（１） 避難の指示等  を行う者 

（略） 

災対法の改正に

よる 
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（２） （略） （２） （略） 

285 ２ 市町村長，知事の役割 

市町村長は，大規模な災害等に起因して住民等の生命 身体に危険が及ぶと認め

られるときは，危険区域の住民等に対し，速やかに避難の勧告又は指示 を行う。ま

た，避難の勧告又は指示 を行う際に，国又は県に必要な助言を求めることができる

よう，連絡調整窓口，連絡の方法を取り決めておくとともに，連絡先の共有を徹底し

ておくなど，必要な準備を整えておく。 

なお，市町村長は，大雨時の避難そのものにも危険が伴うことなどを考慮し，台風

等による豪雨や暴風の襲来が予測される場合には，空振りを恐れず早期に避難勧告

等を発令する。 

特に土砂災害や水位周知河川・下水道による水害については，突発性が高く精確な

事前予測が困難であることが多いため，市町村長は指定緊急避難場所の開放を終え

ていない状況であっても躊躇なく避難勧告等を発令することとし，住民はそのよう

な場合があり得ることに留意する。 

                                    

                                     

     

知事は，災害の発生により市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができ

なくなったときは，市町村長に代わって避難の勧告又は指示 に関する措置の全部

又は一部を実施する。また，市町村から求めがあった場合には，避難勧告等の対象区

域，判断時期等について助言する。 

２ 市町村長，知事の役割 

市町村長は，大規模な災害等に起因して住民等の生命・身体に危険が及ぶと認めら

れるときは，危険区域の住民等に対し，速やかに避難の    指示等を行う。ま

た，避難の    指示等を行う際に，国又は県に必要な助言を求めることができる

よう，連絡調整窓口，連絡の方法を取り決めておくとともに，連絡先の共有を徹底し

ておくなど，必要な準備を整えておく。 

なお，市町村長は，大雨時の避難そのものにも危険が伴うことなどを考慮し，台風

等による豪雨や暴風の襲来が予測される場合には，空振りを恐れず早期に避難指示

 を発令する。 

特に土砂災害や水位周知河川・下水道による水害については，突発性が高く精確な

事前予測が困難であることが多いため，市町村長は指定緊急避難場所の開放を終え

ていない状況であっても躊躇なく避難指示 を発令することとし，住民はそのよう

な場合があり得ることに留意する。 

前線や，台風等により立退き避難が困難となる夜間・未明において避難指示等を発

令する可能性がある場合には，夕方等の暗くなる前の時間帯に高齢者等避難を発令

することを検討する。 

知事は，災害の発生により市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができ

なくなったときは，市町村長に代わって避難の    指示等に関する措置の全部

又は一部を実施する。また，市町村から求めがあった場合には，避難情報 の対象区

域，判断時期等について助言する。 

記述の適正化， 

災対法の改正に

よる 

285 ４ 警察の役割 

 （１） （略） 

 （２） 警察署長は，市町村長が行う避難の勧告又は指示等について，関係機関と協

議し，必要な助言と協力を行う。 

４ 警察の役割 

 （１） （略） 

   （２） 警察署長は，市町村長が行う避難の    指示等について，関係機関と協

議し，必要な助言と協力を行う。 

災対法の改正に

よる 

285 （３） 警察は，指定された避難場所及び避難路を掌握し，避難の勧告，指示がなさ

れた場合には，速やかに住民に伝達するとともに，住民を安全に避難させる。 

（３） 警察は，指定された避難場所及び避難路を掌握し，避難の   指示がなさ

れた場合には，速やかに住民に伝達するとともに，住民を安全に避難させる。 

災対法の改正に

よる 

286 第４ 避難の勧告又は指示 の内容及び周知 

１ （略） 

２ 市町村長等が避難の勧告又は指示を行う場合は，次の各号に掲げる事項を明らか

にする。また，危険の切迫性に応じて勧告等の伝達文の内容を工夫するなど，住民の

第４ 避難の    指示等の内容及び周知 

１ （略） 

２ 市町村長等が避難の    指示を行う場合は，次の各号に掲げる事項を明らか

にする。また，危険の切迫性に応じて    伝達文の内容を工夫するなど，住民の

災対法の改正に

よる 
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積極的な避難行動の注意喚起に努める。 

 （１）から（３）まで （略） 

積極的な避難行動の注意喚起に努める。 

（１）から（３）まで （略） 

286 （４） 避難の勧告又は指示の理由 

（５） （略） 

（４） 避難の    指示等の理由 

（５） （略） 

災対法の改正に

よる 

286 ３ 避難の措置と周知 

避難の勧告又は指示をした者は，当該地域の住民等に対してその内容を周知する

とともに，速やかに関係機関に対して連絡する。また，これらを解除したときも同様

とする。また，災害対策本部の置かれる本庁舎等において十分な状況把握ができない

場合は，勧告等   を行うための判断を風水害の被災地近傍の支所等において行

うなど，適時適切な避難誘導に努める。 

３ 避難の措置と周知 

避難の    指示をした者は，当該地域の住民等に対してその内容を周知する

とともに，速やかに関係機関に対して連絡する。また，これらを解除したときも同様

とする。また，災害対策本部の置かれる本庁舎等において十分な状況把握ができない

場合は，避難の指示等を行うための判断を風水害の被災地近傍の支所等において行

うなど，適時適切な避難誘導に努める。 

災対法の改正に

よる 

286 （１） 住民等への周知 

（略） 

なお，避難勧告等の周知に当たっては，聴覚障害者に対しては緊急速報メール

や一斉ＦＡＸにより周知を行うなど，要配慮者に配慮した方法を併せて実施す

るよう努める。 

（２） （略） 

（１） 住民等への周知 

（略） 

なお，避難情報 の周知に当たっては，聴覚障害者に対しては緊急速報メール

や一斉ＦＡＸにより周知を行うなど，要配慮者に配慮した方法を併せて実施す

るよう努める。 

  （２） （略） 

災対法の改正に

よる 

286 （３） 周知内容 

避難勧告等 の理由及び内容，避難先又は避難場所，避難経路その他の誘導措

置，出火・盗難の予防措置，携行品その他とする。 

（３） 周知内容 

避難情報発令の理由及び内容，避難先又は避難場所，避難経路その他の誘導措

置，出火・盗難の予防措置，携行品その他とする。 

災対法の改正に

よる 

286 （４） 警察の役割  

イ 警察署長は，市町村長が行う避難の勧告又は指示について，関係機関と協議

し必要な助言と協力を行う。 

（４） 警察の役割  

イ 警察署長は，市町村長が行う避難の    指示について，関係機関と協議

し必要な助言と協力を行う。 

災対法の改正に

よる 

286 ロ 警察は，避難の勧告又は指示がなされた場合は，関係機関の協力を得て，避

難場所，避難経路，その他必要事項を周知徹底する。 

ロ 警察は，避難の    指示がなされた場合は，関係機関の協力を得て，避

難場所，避難経路，その他必要事項を周知徹底する。 

災対法の改正に

よる 

286 第５ 避難誘導 

１ （略）誘導に当たっては，安全を確認しつつ，避難行動要支援者の安全の確保を図

り，必要な援助を行うとともに，避難場所及び避難路や避難先，災害危険箇所等（浸

水区域，土砂災害危険箇所等の存在，雪崩   危険箇所等）の所在，災害の概要そ

の他の避難に資する情報の提供に努める。 

なお，避難時の周囲の状況等により，指定緊急避難場所への移動がかえって危険を

伴う場合や屋内に留まっていた方が安全な場合等やむを得ないと住民等自身が判断

第５ 避難誘導 

１ （略）誘導に当たっては，安全を確認しつつ，避難行動要支援者の安全の確保を図

り，必要な援助を行うとともに，避難場所及び避難路や避難先，災害危険箇所等（浸

水区域，土砂災害危険箇所等の存在，雪崩災害の危険箇所等）の所在，災害の概要そ

の他の避難に資する情報の提供に努める。 

なお，避難時の周囲の状況等により，指定緊急避難場所への移動がかえって危険を

伴う場合や屋内に留まっていた方が安全な場合等やむを得ないと住民等自身が判断

防災基本計画の

修正による， 

記述の適正化 
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する場合は，「近隣の安全な場所」への移動又は「屋内安全確保」の措置を講ずべき

ことにも留意する。（略） 

２ （略） 

する場合は，立退き避難から行動を変容し緊急安全確保    の措置を講ずべき

ことにも留意する。（略） 

２ （略） 

287 ３ 県は，被災者の保護の実施のため緊急の必要があると認めるときは，運送事業者で

ある指定公共機関又は指定地方公共機関に対し，運送すべき人並びに運送すべき場

所及び期日を示して，被災者の運送を要請する。 

県は，運送事業者である指定公共機関又は指定地方公共機関が正当な理由が無い

のに上述の要請に応じないときは，被災者の保護の実施のために特に必要があると

きに限り，当該機関に対し，当該運送を行うべきことを指示する。 

３ 県は，避難者の保護の実施のため緊急の必要があると認めるときは，運送事業者で

ある指定公共機関又は指定地方公共機関に対し，運送すべき人並びに運送すべき場

所及び期日を示して，避難者の運送を要請する。 

県は，運送事業者である指定公共機関又は指定地方公共機関が正当な理由が無い

のに上述の要請に応じないときは，避難者の保護の実施のために特に必要があると

きに限り，当該機関に対し，当該運送を行うべきことを指示する。 

記述の適正化 

287 第６ 指定緊急避難場所の開放及び周知 

市町村は，発災時又は災害発生のおそれがある場合には，必要に応じ，避難準備・

高齢者等避難開始の発令等とあわせて指定緊急避難場所を開放し，住民等に対し周

知徹底を図るものとする。 

第６ 指定緊急避難場所の開放及び周知 

市町村は，災害時               には，必要に応じ，避難情報 

        の発令等とあわせて指定緊急避難場所を開放し，住民等に対し周

知徹底を図るものとする。 

災対法の改正に

よる 

287 第７ 避難所の開設及び運営  

   指定緊急避難場所に避難した被災者のうち，住居などを喪失するなど引き続き保

護を要する者に対して，市町村は洪水，高潮，土砂災害等の危険性を十分配慮し指定

避難所を開設するとともに，住民等に対し周知を図る。 

                                       

            

第７ 避難所の開設及び運営 

    指定緊急避難場所に避難した被災者のうち，住居などを喪失するなど引き続き保

護を要する者に対して，市町村は洪水，高潮，土砂災害等の危険性を十分配慮し指定

避難所を開設するとともに，住民等に対し周知を図る。 

市町村は，災害の規模にかんがみ必要な避難所を，可能な限り当初から開設するよ

うに努めるものとする。 

防災基本計画の

修正による 

287 １ 指定避難所の開設 

 （１） （略） 

 （新設） 

１ 指定避難所の開設 

 （１） （略） 

（２） 市町村は，特定の指定避難所に避難者が集中し，収容人数を超えることを防

ぐため，ホームページやアプリケーション等の多様な手段を活用して避難所

の混雑状況を周知する等，避難の円滑化に努める。 

防災基本計画の

修正による 

287 （２） 市町村は，指定避難所だけでは施設が量的に不足する場合には，あらかじめ

指定した施設以外の施設についても，災害に対する安全性を確認の上，管理者

の同意を得て避難所として開設する。                 

               

（３） 市町村は，指定避難所だけでは施設が量的に不足する場合には，国や独立行

政法人等が所有する研修施設，ホテル・旅館等の活用も含め，可能な限り多くの避

難所を開設し，ホームページやアプリケーション等の多様な手段を活用して周知

をするよう努めるものとする。 

防災基本計画の

修正による 

287 （３） （略） （４） （略） 条項ずれ 

288 （４） （略） （５） （略） 条項ずれ 
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288 ２ 避難所の運営 

（１） 避難所の管理 

   イからニまで （略） 

  ホ 自治的な組織運営への移行 

市町村は，避難所の運営に関し，役割分担を明確化し，被災者に過度の負

担がかからないよう配慮しつつ，被災者が相互に助け合う自治的な組織が

主体となって運営する体制に早期に移行できるよう，その立ち上げを支援

する。 

      ヘ （略） 

２ 避難所の運営 

（１） 避難所の管理 

   イからニまで （略） 

  ホ 自治的な組織運営への移行 

市町村は，避難所の運営に関し，役割分担を明確化し，避難者に過度の負

担がかからないよう配慮しつつ，避難者が相互に助け合う自治的な組織が

主体となって運営する体制に早期に移行できるよう，その立ち上げを支援

する。 

   ヘ （略） 

防災基本計画の

修正による 

288 （２） 避難所の環境維持 

イ 良好な生活環境の維持 

  （略） 

そのため，食事供与の状況，トイレの設置状況等の把握に努め，必要な対

策を講じる。 

                                      

                                 

                                 

      

（２） 避難所の環境維持 

イ 良好な生活環境の維持 

      （略） 

そのため，食事供与の状況，トイレの設置状況等の把握に努め，必要な対

策を講じる。 

  また，市町村は，指定避難所における新型コロナウイルス感染症を含む感

染症対策のため，避難者の健康管理や避難所の衛生管理，十分な避難スペー

スの確保，適切な避難所レイアウト等の必要な措置を講じるよう努めるも

のとする。 

防災基本計画の

修正による 

289 ロ 健康状態・衛生状態の把握 

市町村は，必要に応じ，プライバシーの確保状況，        簡易

ベッド        等の活用状況，入浴施設設置の有無及び利用頻度，

洗濯等の頻度，医師，保健師，看護師，管理栄養士等による巡回の頻度，暑

さ・寒さ対策の必要性，食料の過不足，配食等の状況，し尿及びごみの処理

状況など，避難者の健康状態や避難所の衛生状態の把握に努め，必要な措置

を講じるよう努める。 

ロ 健康状態・衛生状態の把握 

市町村は，必要に応じ，プライバシーの確保状況，段ボールベッド，簡易

ベッド，パーティション等の活用状況，入浴施設設置の有無及び利用頻度，

洗濯等の頻度，医師，保健師，看護師，管理栄養士等による巡回の頻度，暑

さ・寒さ対策の必要性，食料の過不足，配食等の状況，し尿及びごみの処理

状況など，避難者の健康状態や避難所の衛生状態の把握に努め，必要な措置

を講じるよう努める。 

防災基本計画の

修正による 

289 ニ 感染症対策 

   市町村は，被災地において               感染

症の発生，拡大がみられる場合は，防災担当部局と保健福祉担当部局が連携

して，感染症対策として必要な措置を講じるよう努める。        

                                 

                             

ニ 感染症対策 

県及び市町村は，被災地において新型コロナウイルス感染症を含む感染

症の発生，拡大がみられる場合は，防災担当部局と保健福祉担当部局が連携

して，感染症対策として必要な措置を講じるよう努める。また，自宅療養者

等が指定避難所に避難する可能性を考慮し，保健福祉担当部局は，防災担当

部局に対し，避難所の運営に必要な情報を共有するものとする。 

防災基本計画の

修正による 

289 （３） 男女共同参画 （３） 男女共同参画 防災基本計画の
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      イ （略） 

      ロ 男女                 のニーズの違いへの配慮 

市町村は，避難所の運営において，男女               

  のニーズの違い等男女双方の視点等に配慮する。 

特に，生理用品，サニタリーショーツ，紙おむつ，粉ミルク，哺乳ビン，

離乳食等の物資提供，女性専用の物干し場，仕切り，更衣室，授乳室，入浴

設備の設置，男女別     トイレの確保や，生理用品，女性用下着の女

性による配布，避難所における乳幼児のいる家庭用エリアの設定又は専用

避難所・救護所の確保，乳幼児が安全に遊べる空間の確保，       

巡回警備や防犯ブザー配布等による安全性の確保など，女性や子育て家庭

のニーズに配慮した避難所の運営に努める。 

      イ （略） 

      ロ 男女及び性的マイノリティ（ＬＧＢＴ等）のニーズの違いへの配慮 

市町村は，避難所の運営において，男女及び性的マイノリティ（ＬＧＢＴ

等）のニーズの違い等        に配慮する。 

特に，生理用品，サニタリーショーツ，紙おむつ，粉ミルク，哺乳ビン，

離乳食等の物資提供，女性専用の物干し場，仕切り，更衣室，授乳室，入浴

設備の設置，男女別及び多目的トイレの確保や，生理用品，女性用下着の女

性による配布，避難所における乳幼児のいる家庭用エリアの設定又は専用

避難所・救護所の確保，乳幼児が安全に遊べる空間の確保，男女ペアによる

巡回警備や防犯ブザー配布等による安全性の確保など，女性や子育て家庭

のニーズに配慮した避難所の運営に努める。 

修正による， 

性的マイノリ

ティへの配慮を

明記 

289 （新設） ハ 女性・子供等への配慮 

市町村は，避難所における女性や子供等に対する性暴力・ＤＶの発生を防

止するため，女性用と男性用のトイレを離れた場所に設置する，トイレ・更

衣室・入浴施設等は昼夜問わず安心して使用できる場所に設置する，照明を

増設する，性暴力・ＤＶについての注意喚起のためのポスターを掲載するな

ど，女性や子供等の安全に配慮するよう努めるものとする。また，警察，病

院，女性支援団体との連携の下，被害者への相談窓口情報の提供を行うよう

努めるものとする。 

防災基本計画の

修正による 

289 ハ 運営参加者への配慮 

        （略） 

二 運営参加者への配慮 

  （略） 

条項ずれ 

290 （新設） 第８ 避難情報の発令等による広域避難 

１ 市町村は，災害の予測規模，避難者数等に鑑み，当該市町村の区域外への広域的な

避難が必要な状況であると判断した場合において，県内他市町村への広域避難につ

いては当該市町村と直接協議し，他都道府県の市町村への広域避難については県に

対し当該他都道府県との協議を求めるほか，事態に照らし緊急を要すると認めると

きは，県知事に報告した上で，自ら他都道府県内の市町村に協議することができる。 

２ 県は，市町村から協議要求があった場合，他都道府県と協議を行うものとする。 

３ 市町村は，指定避難所及び指定緊急避難場所を指定する際に併せて広域避難の用

にも供することについても定めるなど，他市町村からの避難者を受け入れることが

で きる施設等をあらかじめ決定しておくよう努めるものとする。 

防災基本計画の

修正による 

290 第８ 避難長期化への対処 第９ 避難長期化への対処 条項ずれ， 
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   １及び２ （略） 

３ 市町村は，災害の規模，被災者の避難，収容状況，避難の長期化等に鑑み，被

災市町村の区域外への広域的な避難及び避難所，応急仮設住宅等での受け入れ

が必要であると判断した場合において，市町村への受入れについては当該市町

村に直接協議し，他の都道府県の市町村への受入れについては県に対し当該他

の都道府県との協議を求める。 

   １及び２ （略） 

３ 市町村は，災害の規模，被災者の避難，収容状況，避難の長期化等に鑑み，被

災市町村の区域外への広域的な避難及び避難所，応急仮設住宅等での受け入れ

が必要であると判断した場合において，市町村への受入れについては当該市町

村に直接協議し，他 都道府県の市町村への受入れについては県に対し当該他

の都道府県との協議を求める。 

記述の適正化 

290 ４ 県は，市町村から協議要求があった場合，他の都道府県と協議を行う。（略） 

５ （略） 

４ 県は，市町村から協議要求があった場合，他 都道府県と協議を行う。（略） 

５ （略） 

記述の適正化 

291 第９ 帰宅困難者対策 

   （略） 

第10 帰宅困難者対策 

   （略） 

条項ずれ 

291 第10 孤立集落の安否確認対策 

   （略） 

第11 孤立集落の安否確認対策 

   （略） 

条項ずれ 

292 第11 広域避難者への支援 

   １及び２ （略） 

３ 他都道府県との協議 

県は，被災市町村からの要請に応じ，他の都道府県に対して受入れを要請する

などの協議を行い，被災市町村を支援する。 

４から６まで （略） 

第12 広域避難者への支援 

   １及び２ （略） 

３ 他都道府県との協議 

県は，被災市町村からの要請に応じ，他 都道府県に対して受入れを要請する

などの協議を行い，被災市町村を支援する。 

４から６まで （略） 

条項ずれ， 

記述の適正化 

292 第12 在宅避難者への支援 

   （略） 

第13 在宅避難者への支援 

   （略） 

条項ずれ 

294 第15節 応急仮設住宅等の確保 

 
 

＜主な実施機関＞ 

県（保健福祉部   ，土木部），市町村 

第15節 応急仮設住宅等の確保 

 
 

＜主な実施機関＞ 

県（復興・危機管理部，土木部），市町村 

組織改編による 

294 第15節 応急仮設住宅等の確保 

第２ 応急仮設住宅（プレハブ仮設住宅）の整備と維持管理 

１ 応急仮設住宅（プレハブ仮設住宅）の整備 

（１） 県の対応 

イ 応急仮設住宅（プレハブ仮設住宅）の整備 

県は，災害救助法を適用した場合において，住宅が滅失した被災者のうち

第15節 応急仮設住宅等の確保 

第２ 応急仮設住宅（建設型応急 住宅）の整備と維持管理 

１ 応急仮設住宅（建設型応急 住宅）の整備 

（１） 県の対応 

イ 応急仮設住宅（建設型応急 住宅）の整備 

県は，災害救助法を適用した場合において，住宅が滅失した被災者のうち

協定締結， 

記述の適正化 
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自らの資力では住宅を確保することができない者のため，応急仮設住宅（プ

レハブ仮設住宅）の整備を必要と認めたときは，協定に基づき（一社）プレ

ハブ建築協会                  の協力を得ること

や，災害の規模に応じて地元企業などの活用により速やかに整備する。 

自らの資力では住宅を確保することができない者のため，応急仮設住宅（建

設型応急 住宅）の整備を必要と認めたときは，協定に基づき（一社）プレ

ハブ建築協会及び宮城県木造応急仮設住宅建設協議会の協力を得て   

                      速やかに整備する。 

294 ロ 応急仮設住宅（プレハブ仮設住宅）の資機材の確保 

県は，応急仮設住宅（プレハブ仮設住宅）の整備に必要な資機材が不足

し，調達の必要がある場合には，必要に応じて非常本部等を通じて，又は直

接資機材関係省庁（農林水産省，経済産業省，国土交通省，環境省）に資機

材の調達に関して要請する。 

（２） （略） 

  ２ （略） 

 第３ （略） 

ロ 応急仮設住宅（建設型応急 住宅）の資機材の確保 

県は，応急仮設住宅（建設型応急 住宅）の整備に必要な資機材が不足

し，調達の必要がある場合には，必要に応じて政府本部 を通じて，又は直

接資機材関係省庁（農林水産省，経済産業省，国土交通省，環境省）に資機

材の調達に関して要請する。 

（２） （略） 

  ２ （略） 

 第３ （略） 

協定締結， 

記述の適正化 

295 第４ 民間賃貸住宅の活用等 

災害救助法に基づく応急仮設住宅（プレハブ仮設住宅）の整備には一定期間が必要

となるため，また，被災者の避難所生活の長期化を回避するため，民間賃貸住宅の空

き家等が存在する地域における災害や，応急仮設住宅の建設のみでは膨大な応急住

宅需要に迅速に対応できないような大規模災害の発生時には，協定を締結している

不動産関係団体の協力のもと，市町村と連携を図りながら，応急仮設住宅としての民

間賃貸住宅の借上げによる供与を積極的に行っていく。            

                                    

第４ 民間賃貸住宅の活用等 

災害救助法に基づく応急仮設住宅（建設型応急 住宅）の整備には一定期間が必要

となるため，また，被災者の避難所生活の長期化を回避するため，既存住宅ストック

の活用を重視して応急的な住まいを確保することを基本とし，相談体制の整備，修理

業者の周知等の支援による応急修理の推進，公営住宅等の既存ストックの一時提供

及び賃貸型応急住宅の提供により，被災者の応急的な住まいを早期に確保するもの

とする。また，地域に十分な既存住宅ストックが存在しない場合には，建設型応急住

宅を速やかに設置し，被災者の応急的な住まいを早期に確保するものとする。 

協定締結， 

防災基本計画の

修正による 

296 ３ 配慮すべき事項 

    民間賃貸住宅の借上げによる応急仮設住宅の特性として，被災者が県内に分散す

ることになるため，情報過疎や様々な支援が行き渡らないといった状況に陥らない

ように，全国避難者情報システムへの登録の呼びかけを徹底するなど，被災者の避難

先の把握に努める。 

（削除） 記述の適正化 

300 第17節 要配慮者・避難行動要支援者への支援活動 

第１ （略） 

第２ 高齢者，障害者等への支援活動  

（略） 

市町村は，発災時には，避難行動要支援者本人の同意の有無に関わらず，避難行動

要支援者名簿        を効果的に利用し，避難行動要支援者について避難

支援や迅速な安否確認等が行われるように努める。 

第17節 要配慮者・避難行動要支援者への支援活動 

第１ （略） 

第２ 高齢者，障害者等への支援活動  

（略） 

市町村は，災害時には，避難行動要支援者本人の同意の有無に関わらず，避難行動

要支援者名簿及び個別避難計画を効果的に利用し，避難行動要支援者について避難

支援や迅速な安否確認等が行われるように努める。 

防災基本計画の

修正による 
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304 第18節 愛玩動物の収容対策 

 
 

＜主な実施機関＞ 

県（環境生活部，保健福祉部），県警察本部，市町村，         ，（公社）

宮城県獣医師会 

第18節 愛玩動物の収容対策 

 
 

＜主な実施機関＞ 

県（環境生活部，保健福祉部），県警察本部，市町村，東北地方環境事務所，（公社）

宮城県獣医師会 

主な実施機関の

追加 

304 第１及び第２ （略） 

第３ 避難所における動物の適正な飼育 

   （略） 

 １から３まで （略） 

 （新設） 

第４ （略） 

第１及び第２ （略） 

第３ 避難所における動物の適正な飼育 

   （略） 

 １から３まで （略） 

  ４ 国（環境省）への連絡調整及び支援要請 

第４ （略） 

東北地方環境事

務所の役割の追

加 

305 第19節 食料，飲料水及び生活必需品の調達・供給活動 

 
 

＜主な実施機関＞ 

県（総務部     ，環境生活部，保健福祉部，経済商工観光部，農政部，水産林

政部，企業局），市町村，東北農政局，自衛隊，日本赤十字社宮城県支部，（公社）宮城

県トラック協会，日本郵便（株）東北支社 

第19節 食料，飲料水及び生活必需品の調達・供給活動 

 
 

＜主な実施機関＞ 

県（復興・危機管理部，環境生活部，保健福祉部，経済商工観光部，農政部，水産林

政部，企業局），市町村，東北農政局，自衛隊，日本赤十字社宮城県支部，（公社）宮城

県トラック協会，日本郵便（株）東北支社 

組織改編による 

305 第１ 目的 

   県及び市町村は，大規模災害時における県民の基本的な生活を確保するため，物資

調達・輸送調整等支援システム を活用し備蓄状況の確認を行うとともに，被災者の食

料，飲料水及び生活必需品に対する要望や避難所で不足している物資等を的確に把握

し，関係団体等と連携を図りながら迅速かつ円滑な調達・供給活動を行う。 

なお，被災状況の程度や，避難の長期化に伴うニーズの変化等を踏まえ，時宜を得

た物資の調達に配慮するとともに，夏季・冬季の季節など            

                                  被災地

の実情を考慮して調達・確保を行う。 

（略） 

第１ 目的 

   県及び市町村は，大規模災害時における県民の基本的な生活を確保するため，物資

調達・輸送調整等支援システム等を活用し備蓄状況の確認を行うとともに，被災者の

食料，飲料水及び生活必需品に対する要望や避難所で不足している物資等を的確に

把握し，関係団体等と連携を図りながら迅速かつ円滑な調達・供給活動を行う。 

なお，被災状況の程度や，避難の長期化に伴うニーズの変化等を踏まえ，時宜を得

た物資の調達に配慮するとともに，避難所における新型コロナウイルス感染症を含

む感染症拡大防止に必要な物資をはじめ，暑さ・寒さ対策としての空調など，被災地

の実情を考慮して調達・確保を行う。 

（略） 

防災基本計画の

修正による 

308 第１から第３まで （略） 

第４ 食料 

 １から７まで （略） 

 ８ 緊急炊き出しの実施 

第１から第３まで （略） 

第４ 食料 

 １から７まで （略） 

 ８ 緊急炊き出しの実施 

記述の適正化 
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県は，大規模災害発生時に，協定等の締結事業者等の被災や物流の停止により，市

町村からの食料支援要請に伴う食料調達が困難な場合，又は国や他都道府県からの

食料調達に時間を要する場合は，自衛隊に対し緊急炊き出しの協力要請を行い，食料

の供給に努める。 

第５から第９まで （略） 

県は，大規模災害  時に，協定等の締結事業者等の被災や物流の停止により，市

町村からの食料支援要請に伴う食料調達が困難な場合，又は国や他都道府県からの

食料調達に時間を要する場合は，自衛隊に対し緊急炊き出しの協力要請を行い，食料

の供給に努める。 

第５から第９まで （略） 

317 第21節 遺体等の捜索・処理・埋葬 

第２ 遺体等の捜索 

（略） 

２ 警察官及び防災関係機関は，検視（死体調査），            死亡者

の措置及び行方不明者の捜索等に関し相互に協力する。（略） 

第21節 遺体等の捜索・処理・埋葬 

第２ 遺体等の捜索 

（略） 

２ 警察官及び防災関係機関は，検視（死体調査），身元確認（歯牙の調査），死亡者の

措置及び行方不明者の捜索等に関し相互に協力する。（略） 

歯科医師が行う

身元確認を追記 

320 第22節 災害廃棄物処理活動 

第１及び第２ （略） 

第３ 処理体制 

１から４まで （略） 

５ （略）また，県域を越える対応が必要と認める場合は，「宮城県災害時広域受援計

画」に基づき，他の都道府県等に対して応援を求めるほか，東北地方環境事務所に対

して支援を要請する。 

６及び７ （略） 

 第４ （略） 

第22節 災害廃棄物処理活動 

第１及び第２ （略） 

第３ 処理体制 

１から４まで （略） 

５ （略）また，県域を越える対応が必要と認める場合は，「宮城県災害時広域受援計

画」に基づき，他 都道府県等に対して応援を求めるほか，東北地方環境事務所に対

して支援を要請する。 

６及び７ （略） 

 第４ （略） 

記述の適正化 

325 第24節 教育活動 

 
 

＜主な実施機関＞ 

県（総務部，        ，教育庁），市町村 

第24節 教育活動 

 
 

＜主な実施機関＞ 

県（総務部，復興・危機管理部，教育庁），市町村 

組織改編による 

325 第１ （略） 

第２ 避難措置 

学校等の校長等は，災害が発生した場合又は市町村長が避難の勧告若しくは指示

を行った場合等においては，児童生徒等の安全の確保を図るため，次の措置を講じ

る。 

  １から３まで （略） 

第１ （略） 

第２ 避難措置 

学校等の校長等は，災害が発生した場合又は市町村長が避難情報の発令    

を行った場合等においては，児童生徒等の安全の確保を図るため，次の措置を講じ

る。 

  １から３まで （略） 

災対法の改正に

よる 
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329 第25節 防災資機材及び労働力の確保 

 
 

＜主な実施機関＞ 

県（総務部     ），防災関係機関 

第25節 防災資機材及び労働力の確保 

 
 

＜主な実施機関＞ 

県（復興・危機管理部），防災関係機関 

組織改編による 

330 第１から第４ （略） 

第５ 応援要請による技術者等の動員 

   （略） 

１ （略） 

２ 内閣総理大臣又は知事に対する職員のあっせん要求手続き 

知事又は市町村長が，内閣総理大臣又は知事に対して指定行政機関，指定地方行政

機関，他の都道府県又は他の市町村の職員派遣のあっせんを要求する場合は，次の事

項を記載した文書をもって要求する。 

   （１）から（５）まで （略） 

 第６ （略） 

第１から第４ （略） 

第５ 応援要請による技術者等の動員 

   （略） 

１ （略） 

２ 内閣総理大臣又は知事に対する職員のあっせん要求手続き 

知事又は市町村長が，内閣総理大臣又は知事に対して指定行政機関，指定地方行政

機関，他 都道府県又は他 市町村の職員派遣のあっせんを要求する場合は，次の事

項を記載した文書をもって要求する。 

   （１）から（５）まで （略） 

 第６ （略） 

記述の適正化 

337 第26節 公共土木施設等の応急対策 

（略） 

第９ 空港施設 

（略） 

２ 東京航空局仙台空港事務所及び仙台国際空港株式会社の対応 

（略） 

（２） 災害応急対策の実施 

                                 

発災後３日以内の初期段階において，救急・救命，捜索・救助，情報収集等の

災害応急対策を行い，緊急物資・人員の輸送活動のための航空機（ヘリコプ

ターを含む）の利用を可能とし，こうした活動の拠点として機能させる。（略） 

第26節 公共土木施設等の応急対策 

（略） 

第９ 空港施設 

   （略） 

２ 東京航空局仙台空港事務所及び仙台国際空港株式会社の対応 

（略） 

（２） 災害応急対策の実施 

仙台空港及び空港復旧に必要なインフラ環境の被災状況を考慮したうえ，

発災後３日以内を目標に，国及び関係機関の支援を受け救急・救命活動や  

           緊急物資・人員の輸送活動のための航空機（ヘリコプ

ターを含む）の            活動 拠点として機能させる。（略） 

記述の適正化 

337 ３ 旅客対策 

（１） 乗客・乗員の安全確保 

東京航空局仙台空港事務所，仙台国際空港株式会社及び関係者は，乗客・乗

員に危険を及ぼすと判断される場合，滑走路及び誘導路上にある旅客機につ

いて，速やかに旅客ターミナルビルに引き返すよう誘導し，乗客・乗員を安全

な場所に避難させる方策を確保する。 

       

（削除） 

記述の適正化 
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337 （２） 避難場所への誘導 

仙台国際空港株式会社及び関係者は   ，旅客及び空港周辺地域からの

避難者等を，旅客ターミナルビル上階等の安全な避難場所に誘導する。 

（３） 避難場所への誘導 

必要に応じて      関係者と連携し，旅客及び空港周辺地域からの

避難者等を，旅客ターミナルビル上階等の安全な避難場所に誘導する。 

条項ずれ， 

記述の適正化 

337 （３） 情報伝達手段の確保 

仙台国際空港株式会社及び関係者は，災害や空港における避難勧告等の情

報について，旅客等へ速やかに周知するため，館内放送と口頭伝達の組み合わ

せ等，複数の伝達手段を組み合わせることにより伝達を行う。 

（４） 情報伝達手段の確保 

                 災害に関する   避難情報等  

 について，旅客等へ速やかに周知するため，館内放送や口頭伝達     

 等，複数の伝達手段を組み合わせることにより伝達を行う。 

条項ずれ， 

災対法の改正に

よる， 

記述の適正化 

338 第10 鉄道施設 

１ 東日本旅客鉄道（株）仙台支社 

（１）から（３）まで （略） 

（４） 旅客及び公衆等の避難 

   イ （略） 

   ロ 駅長等は，災害の発生に伴い，建物の倒壊危険，火災発生及びその他二次

的災害のおそれがある場合は，避難誘導体制に基づき，速やかに旅客公衆等

を誘導案内するとともに，広域避難場所への避難勧告   があった時及

び自駅の避難場所も危険のおそれがある場合は，広域避難場所へ避難する

よう案内する。 

（５）及び（６） （略） 

第10 鉄道施設 

１ 東日本旅客鉄道（株）仙台支社 

（１）から（３）まで （略） 

（４） 旅客及び公衆等の避難 

   イ （略） 

   ロ 駅長等は，災害の発生に伴い，建物の倒壊危険，火災発生及びその他二次

的災害のおそれがある場合は，避難誘導体制に基づき，速やかに旅客公衆等

を誘導案内するとともに，広域避難場所への避難情報の発令があった時及

び自駅の避難場所も危険のおそれがある場合は，広域避難場所へ避難する

よう案内する。 

（５）及び（６） （略） 

災対法の改正に

よる 

345 第27節 ライフライン施設等の応急復旧 

 
 

＜主な実施機関＞ 

県（総務部     ，環境生活部，土木部，企業局），関東東北産業保安監督部東北

支部，市町村，東日本電信電話（株）宮城事業部，東北電力（株）宮城支店，東北電力

ネットワーク（株） 宮城支社，（一社）宮城県ＬＰガス協会，石巻ガス（株），塩釜ガス

（株），古川ガス（株） 

第27節 ライフライン施設等の応急復旧 

 
 

＜主な実施機関＞ 

県（復興・危機管理部，環境生活部，土木部，企業局），関東東北産業保安監督部東北

支部，市町村，東日本電信電話（株）宮城事業部，東北電力（株）宮城支店，東北電力

ネットワーク（株） 宮城支社，（一社）宮城県ＬＰガス協会，石巻ガス（株），塩釜ガス

（株），古川ガス（株） 

組織改編による 

359 第29節 二次災害・複合災害防止対策 

第１ （略） 

第２ 二次災害の防止活動 

１ （略） 

２ 水害・土砂災害 

  （１） （略） 

  （２） 点検の実施 

第29節 二次災害・複合災害防止対策 

第１ （略） 

第２ 二次災害の防止活動 

１ （略） 

２ 水害・土砂災害 

  （１） （略） 

  （２） 点検の実施 

災対法の改正に

よる 
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      （略） 

また，県は，地滑りによる重大な土砂災害の急迫した危険が認められる状況

において，市町村が適切に避難勧告等  の判断が行えるよう土砂災害に関

する情報を提供する。 

３から６まで （略） 

      （略） 

また，県は，地滑りによる重大な土砂災害の急迫した危険が認められる状況

において，市町村が適切に避難情報の発令の判断が行えるよう土砂災害に関

する情報を提供する。 

３から６まで （略） 

359 （新設） ７ 空き家等 

市町村は，平常時より，災害による被害が予測される空き家等の状況の確認に努め

るものとする。 

市町村は，災害時に，適切な管理のなされていない空き家等に対し，緊急に安全を

確保するための必要最小限の措置として，必要に応じて，外壁等の飛散のおそれのあ

る部分や，応急措置の支障となる空き家等の全部又は一部の除却等の措置を行うも

のとする。 

防災基本計画の

修正による 

360 第29節 二次災害・複合災害防止対策 

第１ （略） 

第２ 二次災害の防止活動 

 １ （略） 

２ 水害・土砂災害 

 （１） （略） 

 （２） 点検の実施 

（略） 

また，県は，地滑りによる重大な土砂災害の急迫した危険が認められる状況

において，市町村が適切に避難勧告   等の判断が行えるよう土砂災害に

関する情報を提供する。 

  ３から６まで （略） 

第29節 二次災害・複合災害防止対策 

第１ （略） 

第２ 二次災害の防止活動 

 １ （略） 

２ 水害・土砂災害 

 （１） （略） 

 （２） 点検の実施 

（略） 

また，県は，地滑りによる重大な土砂災害の急迫した危険が認められる状況

において，市町村が適切に避難情報の発令等の判断が行えるよう土砂災害に

関する情報を提供する。 

３から６まで （略） 

災対法の改正に

よる 

365 第31節 ボランティア活動 

第１ （略） 

第２ 一般ボランティア 

 １及び２ （略） 

 ３ 行政の支援 

   （略） 

  （１） （略） 

  （２） 災害ボランティアセンターの設置・運営に係る経費の助成 

第31節 ボランティア活動 

第１ （略） 

第２ 一般ボランティア 

 １及び２ （略） 

 ３ 行政の支援 

   （略） 

  （１） （略） 

  （２） 災害ボランティアセンターの設置・運営に係る経費の助成 

防災基本計画の

修正による 
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  （３）から（５）まで （略） 

なお，県又は県から事務の委任を受けた市町村は，共助のボランティア活動

と県及び市町村の実施する救助の調整事務について，社会福祉協議会等が設

置する災害ボランティアセンターに委託する場合は，当該事務に必要な人件

費及び旅費を災害救助法の国庫負担の対象とすることができる。 

  （３）から（５）まで （略） 

366 第32節 海外からの支援の受入れ 

 
 

＜主な実施機関＞ 

県（総務部     ，経済商工観光部） 

第32節 海外からの支援の受入れ 

 
 

＜主な実施機関＞ 

県（復興・危機管理部，経済商工観光部） 

組織改編による 

367 第33節 災害種別毎応急対策 

 
 

＜主な実施機関＞ 

県（総務部     ，震災復興・企画部，環境生活部，保健福祉部，水産林政部，

土木部），県警察本部，市町村，東北森林管理局，第二管区海上保安本部，東北地方整備

局，東京航空局仙台空港事務所，関東東北産業保安監督部東北支部，自衛隊，東日本高

速道路（株）東北支社，東日本旅客鉄道（株）仙台支社，阿武隈急行（株），仙台空港鉄

道（株），仙台市交通局，仙台国際空港（株） 

第33節 災害種別毎応急対策 

 
 

＜主な実施機関＞ 

県（復興・危機管理部，企画部    ，環境生活部，保健福祉部，水産林政部，土

木部），県警察本部，市町村，東北森林管理局，第二管区海上保安本部，東北地方整備局，

東京航空局仙台空港事務所，関東東北産業保安監督部東北支部，自衛隊，東日本高速道

路（株）東北支社，東日本旅客鉄道（株）仙台支社，阿武隈急行（株），仙台空港鉄道（株），

仙台市交通局，仙台国際空港（株） 

組織改編による 

368 第１ 火災応急対策 

１及び２ （略） 

３ 消防機関の活動 

（略） 

（１） （略） 

（２） 消防団の活動 

（略） 

イ （略） 

ロ 避難誘導 

避難の指示・勧告が出された場合は，関係機関と連絡をとりながら，住民

を安全な場所に誘導する。 

４から９まで （略） 

第１ 火災応急対策 

１及び２ （略） 

３ 消防機関の活動 

（略） 

（１） （略） 

（２） 消防団の活動 

（略） 

イ （略） 

ロ 避難誘導 

避難の指示等  が出された場合は，関係機関と連絡をとりながら，住民

を安全な場所に誘導する。 

４から９まで （略） 

災対法の改正に

よる 
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371 第２ 林野火災応急対策 

（図略） 

第２ 林野火災応急対策 

（図略） 

 ※「通報通信系統図」中，「普通科連隊」を「即応機動連隊」に修正 

記述の適正化 

375 ６ 毒物・劇物貯蔵施設  

（１） （略） 

（２） 県は，毒物・劇物貯蔵施設から毒劇物が漏洩した場合，又は火災を処理して

いる消防機関から必要な中和剤，保護具等の要請があった場合，毒劇物協会に

対し必要な資機材の供給を要請する。 

（３） （略） 

６ 毒物・劇物貯蔵施設  

（１） （略） 

（２） 県は，毒物 劇物貯蔵施設から毒劇物が漏洩した場合，又は火災を処理して

いる消防機関から必要な中和剤，保護具等の要請があった場合，毒劇物協会に

対し必要な資機材の供給を要請する。 

（３） （略） 

記述の適正化 

375 （４） （略） 

なお，毒物・劇物貯蔵施設に係る情報の収集，伝達及び必要物等の手配に関す

るフローは，次図のとおりである。 

（５） （略） 

（４） （略） 

なお，毒物 劇物貯蔵施設に係る情報の収集，伝達及び必要物等の手配に関す

るフローは，次図のとおりである。 

（５） （略） 

記述の適正化 

380 第３ （略） 

第４ 海上災害応急対策 

１ （略） 

２ 事故発生時における応急対策 

 （１） 第二管区海上保安本部の措置 

    イ （略） 

ロ 海難救助等 

 （イ）及び（ロ） （略） 

（ハ） 危険物が排出されたときは，その周辺海域の警戒を厳重にし，必要

に応じて火災の発生の防止，航泊禁止措置又は避難勧告     

  を行う。 

ハ （略） 

第３ （略） 

第４ 海上災害応急対策 

１ （略） 

２ 事故発生時における応急対策 

 （１） 第二管区海上保安本部の措置 

    イ （略） 

ロ 海難救助等 

 （イ）及び（ロ） （略） 

（ハ） 危険物が排出されたときは，その周辺海域の警戒を厳重にし，必要

に応じて火災の発生の防止，船舶の航行を制限し，又は禁止する等の

措置を行う。 

ハ （略） 

記述の適正化 

380 ニ 流出油等の防除 

   （略） 

  （イ）から（ハ）まで （略） 

（ニ） 防除措置を講ずべき者，非常本部等及び関係機関等とは，必要に応

じて緊密な情報の交換を行い，もって迅速かつ効果的な防除措置の

実施に資するよう努める。 

ニ 流出油等の防除 

   （略） 

  （イ）から（ハ）まで （略） 

（ニ） 防除措置を講ずべき者，政府本部 及び関係機関等とは，必要に応

じて緊密な情報の交換を行い，もって迅速かつ効果的な防除措置の

実施に資するよう努める。 

記述の適正化 
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380 （ホ） 危険物が流出したときは，その周辺海域の警戒を厳重にし，必要に

応じて火災の発生防止，航泊禁止措置又は避難勧告       

を行う。 

（ヘ） （略） 

ホからチまで （略） 

（ホ） 危険物が流出したときは，その周辺海域の警戒を厳重にし，必要に

応じて火災の発生防止，航泊禁止措置又は避難勧告       

を行う。 

（ヘ） （略） 

ホからチまで （略） 

記述の適正化 

391 （新設）  ８ 隣接地等の使用 

鉄道事業者は，所要の手続きを行った上で，隣接地等を復旧作業に必要な資材置場

や土石の捨場等として一時的に使用することなどにより，鉄道の迅速な復旧に努め

るものとする。 

防災基本計画の

修正による 
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 第４章 災害復旧・復興対策 第４章 災害復旧・復興対策  

398 第１節 災害復旧・復興計画 

第１及び第２ （略） 

第３ 災害復旧計画 

 １及び２ （略） 

 ３ 事業の実施 

  （１）から（４）まで （略） 

  （新設） 

第１節 災害復旧・復興計画 

第１及び第２ （略） 

第３ 災害復旧計画 

 １及び２ （略） 

 ３ 事業の実施 

  （１）から（４）まで （略） 

  （５） 県は，指定市以外の市町村が管理する指定区間外の国道，県道又は自らが管

理する道路と交通上密接である市町村道について，当該市町村から要請があ

り，かつ当該市町村の工事の実施体制等の地域の実情を勘案して，当該市町村

に代わって自らが災害復旧等に関する工事を行うことが適当であると認めら

れるときは，その事務の遂行に支障のない範囲内で，当該工事を行うことがで

きる権限代行制度により，支援を行う。 

防災基本計画の

修正による 

398    （５） （略）    （６） （略） 条項ずれ 

398 （新設） （７） 市町村は，市町村が管理を行う，一級河川又は二級河川以外の河川で市町村

長が指定したもの（以下「準用河川」という。）における河川の改良工事若し

くは修繕又は災害復旧事業に関する工事について，実施に高度な技術又は機

械力を要する工事で，国の権限代行制度による支援が必要な場合には，国に要

請を行う。 

（８） 県及び市町村は，県が管理の一部を行う指定区間内の一級河川若しくは二級

河川又は市町村が管理を行う準用河川に係る維持（河川の埋塞に係るものに

限る。）について，実施に高度な技術又は機械力を要する維持で，国の権限代

行制度による支援が必要な場合には，国に要請を行う。 

防災基本計画の

修正による 

398 （６） （略） 

（７） （略） 

（８） （略） 

（９） （略） 

（10） （略） 

（11） （略） 

条項ずれ 

401 第２節 生活再建支援 

 
 

＜主な実施機関＞ 

県（総務部     ，保健福祉部，経済商工観光部，土木部，教育庁） 市町村，

東北財務局，日本銀行仙台支店，県社会福祉協議会 

第２節 生活再建支援 

 
 

＜主な実施機関＞ 

県（復興・危機管理部，保健福祉部，経済商工観光部，土木部，教育庁），市町村，東

北財務局，日本銀行仙台支店，県社会福祉協議会 

組織改編による 
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401 第１ 目的 

県，市町村及び防災関係機関は，被災者の自立的生活再建を支援するため，相互に

連携し積極的な措置を講じる。 

                                    

                                     

                                     

          

第１ 目的 

県，市町村及び防災関係機関は，被災者の自立的生活再建を支援するため，相互に

連携し積極的な措置を講じる。 

その際，県及び市町村は，被災者が自らに適した支援制度を活用して生活再建に取

り組むことができるよう，見守り・相談の機会や被災者台帳等を活用したきめ細やか

な支援を行うとともに，被災者が容易に支援制度を知ることができる環境の整備に

努めるものとする。 

防災基本計画の

修正による 

401 第２ 罹災証明書の交付 

 １ （略） 

２ 県 

県は，市町村で実施する住家等の被害認定や罹災証明書の交付業務について，平時

 には市町村の住家被害調査の担当者のための研修機会の拡充等により，災害時の

住家被害の調査の迅速化を図るとともに，育成した調査の担当者の名簿への登録，他

の都道府県や民間団体との応援協定の締結等により，応援体制の強化を図る。（略） 

第３から第11まで （略） 

第２ 罹災証明書の交付 

 １ （略） 

２ 県 

県は，市町村で実施する住家等の被害認定や罹災証明書の交付業務について，平常

時には市町村の住家被害調査の担当者のための研修機会の拡充等により，災害時の

住家被害の調査の迅速化を図るとともに，育成した調査の担当者の名簿への登録，他

 都道府県や民間団体との応援協定の締結等により，応援体制の強化を図る。（略） 

第３から第11まで （略） 

記述の適正化 

411 第４節 産業復興支援 

（略） 

第２ 中小企業金融対策 

（略） 

４ 県は，相談窓口を設置し，被災中小企業等に対する援助，助成措置について，広く

被災者に広報する。 

（略） 

第４節 産業復興支援 

（略） 

第２ 中小企業金融対策 

（略） 

（削除） 

 

（略） 

記述の適正化 

412 第５節 都市基盤の復興対策 

 
 

＜主な実施機関＞ 

県（震災復興・企画部，土木部） 

第５節 都市基盤の復興対策 

 
 

＜主な実施機関＞ 

県（企画部     ，土木部） 

組織改編による 

414 第６節 義援金の受入れ，配分 

 
 

＜主な実施機関＞ 

県（保健福祉部   ），市町村，日本赤十字社宮城県支部等 

第６節 義援金の受入れ，配分 

 
 

＜主な実施機関＞ 

県（復興・危機管理部），市町村，日本赤十字社宮城県支部等 

組織改編による 

 


